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1. はじめに 

 

1.1 研究背景と研究目的 

環境をテーマにした初めての国際会議は 1972 年の国連人間環境会議であり，「かけが

えのない地球」（Only One Earth）をスローガンに，地球が私たちの共通の宝でありこれ

によって地球市民が未来を共有するという認識が促された。その後，1984 年に発足した

環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）によって 1987 年に発表された

「我ら共有の未来」（Our Common Future）において「持続可能な開発」（Sustainable 

Development）が提案され，その後の地球環境保全の基本理念となっている。持続可能な

開発を実現するために，1992 年のリオ・サミットでは，気候変動枠組条約，生物多様性

条約，森林原則声明が採択されるとともに，砂漠化対策条約についての基本合意がなされ

た。また，環境と開発に関するリオ宣言とアジェンダ 21 が採択され，各国における具体

的な行動につながっていった。10 年後の 2002 年に開催されたヨハネスブルグ・サミット

では，アジェンダ 21 の成果とともに，その後新たに生じた課題が検証された。そこでは，

環境問題の深刻化とともに，貧困問題，格差の拡大についての課題が認識されるとともに，

持続可能な開発の実現に向けた取り組みについて，ヨハネスブルグ宣言と実施計画が採択

された。また，2000 年にニューヨークで開催された国連ミレニアムサミットでは，貧困

の撲滅をめざしたミレニアム開発目標（MDGs）が設定され，2015 年を達成期限とした

8 つの目標が掲げられた。そして現在，2015 年の国連サミットで採択された「持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」において，MDGs の後継である「持続可能な開発目標」

（SDGs）が，2030 年の達成を目標に，世界で取り組まれている。 

 このように，世界の動きは持続可能な開発の実現に向け，大きく前進しているようにみ

えるが，実際にはその道のりは相当に困難なものであるという現実がある。2015 年の気

候変動枠組条約第 21 回締結国会議で採択されたパリ協定の背景には，IPCC 第 5 次評価

報告書によってより明確になった科学的根拠があった。すなわち，温暖化には疑う余地が

なく，それに最大限の影響を及ぼしているのは大気中の CO2 の増加であり，その主な原

因は経済成長と人口増加といった人為起源によってもたらされたものである。しかも，気

候変動を緩和するための政策が増えているにもかかわらず，人為起源の温室効果ガスの排

出量は，1970 年～2010 年にわたって増え続け，2000 年～2010 年はより大きな明白な増

加をみせている。直近 10 年間の人口増加はその前の 30 年とほぼ同じであることから， 

経済成長が大きく影響していることが分かる。近年の人為起源の温室効果ガス排出量は史

上最高となっており，人間及び自然システムに対し広範囲に影響を及ぼしている。そして，

このままでは，更なる温暖化と気候システム全ての要素に長期にわたる変化をもたらし，

人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響を生じる可能性が高まると
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警告している（IPCC,2015）。このように，科学的に明らかになった将来の脅威に対して，

パリ協定では，長期目標として平均気温の上昇を 2℃より十分下方に抑え（2℃目標），更

には 1.5℃までに抑えるよう努力するという野心的な目標が設定されている。 

 また，2015 年に SDGs が採択された背景にも，MDGs の達成状況に課題が残ったこと

があげられる。MDGs の目標は全体としては達成したものの，個別にみると，多くの格差

が生じていた。特に最貧国地域や農村部の人々，女性，といった最も脆弱な人々は，依然

として厳しい状況におかれたままとなっている1。また，気候変動や森林破壊，生態系の

破壊といった環境問題が深刻化していることは，特に貧困層の人々に最も被害をもたらし

ており，貧困の撲滅にとって脅威となっている。このような現状を受けて，後継の SDGs

では，あらゆる形態と様相の貧困を撲滅することを最優先の目標としつつ，地球環境保護

についても重視した包括的で野心的な目標となっている。 

 パリ協定と SDGs は，先進国と開発途上国を含む世界全体が取り組むべき普遍的な目

標とされ，いずれも，現状の延長線上では達成が難しく，大きな変革が求められていると

いう共通点がある。2021 年 2 月に国連環境計画が発表した報告書においても，気候変動，

生物多様性，環境汚染を，地球が直面する 3 つの緊急事態として，その重大性に対して，

さらなる取り組みの強化が叫ばれている（UNEP, 2021）。 

 ここで，環境悪化の主な原因は，人口増加と経済成長にあるとされている。特に，経済

活動は，企業活動がグローバルに進展することによって大きく拡大してきたが，このこと

が，多くの環境問題を引き起こしてきた。温室効果ガスの拡大においても最大の影響を及

ぼしているのは経済活動であり，国際的に環境問題が議論されることとなったのも，経済

活動の拡大によるものであった。このことは，経済活動の主人公である企業が持続可能な

社会の実現にむけて行動を変革することの重要性を示している。これまで規制の強化によ

ってある程度の改善はみられたものの，現実に気候変動や生態系の劣化等は進行しており，

企業活動に根本的な変革が求められているといえる。 

 企業に変革（行動変化）をもたらすには，ステークホルダーからの誘因によって，企業

がそれを問題として認識し，積極的に解決のために取り組んでいくことが必要である。主

なステークホルダーは規制当局や投資家であるが，他にも，消費者，従業員，コミュニテ

ィ，NPO なども含まれる。現在，この意味で大きな影響力を持つようになっているのが

資本市場における投資家である。投資判断において，企業の収益性や安全性といった財務

的側面に加え，環境や社会，ガバナンスへの取り組みといった非財務的な側面を考慮する

ESG（Environment，Social，Governance）投資は，近年急速に発展しており，投資の主

流となりつつある（水口,2017,pp.17-22）。他方で，このような投資家は，将来の企業価値

 
1 例えば，サブサハラアフリカでは，1 日 1.25 ドル以下で生活する人の割合は 1990 年

57％，2015 年 41％であり，半減させるという目標からは大きく下回っている。

（UN,2015a,p.14） 
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への影響に関連して ESG を評価しており，地球環境の視点は間接的なものとなっている。

しかし，先にみたように，本来問題にされているのは，持続可能な開発の基にある，地球

環境の持続可能性（環境サステナビリティ）であり，これは現代における世界共通の要請

となっている。投資家による環境情報開示の要請は高まっているが，それに応えるだけで

は，環境サステナビリティの達成は困難であり，環境サステナビリティのための情報開示

が真に求められているといえる。 

 ところで，投資判断において重要な役割を果たしているのは，財務報告書などの会計

情報である。会計情報は，投資判断のみならず，様々な制度（税制，許認可，取引な

ど）に組み込まれることで，社会経済の重要なインフラとしても機能している。一般的

に，会計の目的はアカウンタビリティと意思決定支援にあるとされている。会計は，特

に，制度に組み込まれることでアカウンタビリティや意思決定支援の機能を遂行してき

た。会計は，現在の社会経済システムにおいて不可欠の要素となっているが，これは会

計が大きな力を有していることを示している。それは，現実に過去何世紀にもわたり，

会計の実践が続いているという事実からも説明が可能である。Power（1994）による

と，会計は，経済的な環境と組織の間の媒介であり，環境の不確実性に対するフィルタ

ーとして機能し，（攪乱を）意思決定目的のために管理可能なものに変換する。会計は，

組織の外にあったものを，情報として内部の構成要素とすることから，規制装置として

の特別な能力を持つことになる。それは，伝達上のルールに従ってフィルターをかける

ことで，特定の組織の合理性の形式を促進する（Power,1994,p.375）。パワーは，このよ

うな会計の力がもたらすリスクについて批判的に述べているが，他方で，組織に新しい

事実の世界2をもたらす概念が，組織の変化のための重要な技術であるとして，生態系と

企業の間を結合させる，サステナビリティの概念に言及している（Power, 1994, pp.383, 

385）。このように，会計は，規制や組織行動の推進力となり，さらには，情報開示によ

って外部のステークホルダーに対する意思決定にも働きかけることができる。このよう

な会計の機能を考えると，その枠組みを活かすことで，環境サステナビリティのための

有用なツールとなることが期待できる。 

 地球環境問題への関心を背景に，環境の要素を取り込んだ会計を環境会計と呼ぶように

なるのは 1990 年代であり，21 世紀の最初の 10 年間を通して領域の拡張が進行したとさ

れている（國部,2011,pp. 6-10）。環境会計という用語について，一般化された定義はない

が，会計学辞典では「環境にかかわる活動および影響を認識して，主に貨幣単位で測定・

評価し，情報を伝達する行為を意味する」（神戸大学会計学研究室, 2007，p.185）と説明

されている。また，國部（1998）では，貨幣計算レベルに関わるものは狭義の環境会計と

 
2 現在の事実の世界における新たな行動よりも，新しい事実の世界が問題になるとして

いる。（Power, 1994, p.383） 
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し，「非貨幣計算レベルおよび記述情報レベルを含む場合を広義の環境会計として理解す

ることができる。」（國部,1998，p.3）としていることから，まずは，「環境にかかわる活動

及び影響を認識して，測定・評価し，情報を伝達する行為」と定義しておくこととする。

ここでは，測定を要件とすることで，定量化された環境情報がその範囲に入ることになる

とともに，環境会計を貨幣単位に限定しないことで，現在，実践されている環境情報開示

の取り組みを環境会計と捉えて分析対象とすることが可能になる3。環境会計を上記のよ

うに定義すると，現在では，幅広くこのような環境会計の開示に関するフレームワークが

存在するとともに，実際の開示も広がっている。日本では，環境省が環境会計のガイドラ

インを公表して以来，大企業を中心に，環境会計を作成し開示する企業が増加してきた（牟

禮，2018a）。しかしながら，これまでの環境会計が環境サステナビリティに対して効果的

であったとは言い難い状況にある。それは，これまでの環境会計が必ずしも，環境サステ

ナビリティの特性を考慮した形で構築されたとは言えないからである。さらに，近年では，

多様なフレームワークの乱立を背景に，利用者，とりわけ，近年急速に関心を高めている

金融セクターや投資家によって，その情報の一貫性や比較可能性を求める声が高まり，そ

のような声に呼応した標準化の動きが活発化するようになってきている。しかしながら，

そのような動きが，必ずしも本来求められている環境サステナビリティの実現につながる

とはかぎらない。なぜなら，そのような動きは，環境サステナビリティの持つ多元的な特

性が考慮されていないだけでなく，企業価値を評価する観点で進められているからである。

企業価値に焦点をあて，それによって，環境サステナビリティとの両立をめざすウィン・

ウィンのアプローチは，既存のシステムの中で段階的な変化を実現することには比較的成

功しているものの，会計基準設定における資本市場の視点の優位性など，サステナビリテ

ィへの移行に必要な，既存の前提，構造，プロセス，技術に対するより根本的なチャレン

ジを提供することはできなかったとの指摘もなされている（Brown＆Dillard, 2014, 

p.1123）。 

そこで，本研究では，環境サステナビリティに焦点をあて，そのために有効な環境会

計を提示することを目的する。 

 

1.2 研究方法と全体構成 

 本研究の目的は，環境サステナビリティという現代の喫緊の課題への解決につながる

ような環境会計を提示することにある。環境サステナビリティを考えたとき，地球環境

問題やサステナビリティについての研究成果や，環境問題の外部性についての経済学に

おけるこれまでの研究が重要となってくる。環境会計についてのこれまでの研究では，

 
3 環境会計について，一般的な会計と同様に，その情報提供目的によって財務会計と管

理会計に分類できるが，本研究では，主として外部への情報開示を目的とする会計（財

務会計）を対象としている。 
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アカウンタビリティの視点からアプローチされてきたが，そのアプローチについても再

考することが必要である。具体的には，従来は会計学のアカウンタビリティの枠組みを

延長した形で議論されることが一般的であったが，そのような方法論では限界があるた

め，アカウンタビリティのあり方そのものを検討することが必要であると考える。この

点，近年，政治学，行政学の分野において，アカウンタビリティのあり方についての包

括的な研究がなされており，そのような成果を参考にすることが有益であると考えられ

る。本研究は，規範研究であり，理論的な研究を中心にしているが，環境サステナビリ

ティという問題の学際性から，会計学のみならず，環境学，経済学，政治学といった学

際的なアプローチでこの問題に取り組んでいる。 

 本稿の構成は以下のとおりである。 

まず，第 2 章では，環境会計の目的に関連する，環境サステナビリティについて考察す

る。具体的には，サステナビリティが議論されるきっかけとなった地球環境問題が持つ不

確実性や相互関係性から生じる複雑性という特性を明らかにするとともに，サステナビリ

ティの用語の原点である，持続可能な開発（Sustainable Development）についての多義

的な意義についても分析することで，環境サステナビリティの特性を明らかにする。そこ

から，達成すべきサステナビリティについて，強いサステナビリティと弱いサステナビリ

ティという２つの異なる考え方が導かれており，それは現在の政策にも大きく影響してい

るが，それぞれの考え方がどのような特性を持つのかを明らかにしたうえで，本研究で前

提とする環境サステナビリティの視座について明らかにする。 

 第 3 章では，環境会計の測定についてのこれまでの議論を考察する。まずは，環境会計

が議論されるきっかけとなった，外部性との関係について検討するうえで，経済学におけ

る外部不経済や社会的費用の議論を取り上げる。特に，企業と社会的費用との関係は，直

接的に会計の問題となることから，会計上の取り扱いについて関心が注がれてきた。この

ため，経済学における外部性の議論と，会計上の議論について示したうえで，既存の環境

会計における測定上の問題を取り上げ，環境会計として何を測定すべきかについて考察す

る。 

第 4 章では，環境サステナビリティの実現にむけ，会計を用いる意義について考察す

る。そこには，会計の持つ機能が大きな意味を持つことから，会計の機能を広く考察し

たうえで，会計の重要な構造となる測定について検討する。会計上の測定のための基礎

として，井尻（1968）の会計測定の公理をベースに，環境会計における会計測定の基礎

には何が必要となるのかを考察する。 

 第 5 章では，環境会計の目的について，アカウンタビリティの視点から考察する。環境

会計の理論的意義について，財務会計におけるアカウンタビリティの議論をベースに，そ

れを拡張する形で展開されてきた社会的アカウンタビリティの考え方について考察する。

さらに，このような社会的アカウンタビリティの論拠について，環境サステナビリティを
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考えるうえで限界があることを明らかにする。 

 第 6 章では，既存の社会的アカウンタビリティとは異なる視点からのアプローチとし

て，政治学・行政学の分野で展開されているアカウンタビリティの議論を用いて，環境会

計のための新たなアカウンタビリティの枠組みを検討する。これらの分野においては，ア

カウンタビリティの再考にともない，分析枠組みを提供するために，アカウンタビリティ

を包括的に検討しようとする傾向がみられる。そこで，政治学・行政学の分野におけるア

カウンタビリティの議論を基に，環境サステナビリティのための環境会計に適合するアカ

ウンタビリティの枠組みを検討する。 

第 7 章では，現実の環境会計の開示において，大きな影響力を持っているフレームワー

クに注目する。ここでは，主要なフレームワークにおける，サステナビリティ，アカウン

タビリティの考え方にどのような違いがみられるのかを検討し，これらのフレームワーク

がどのような観点から環境会計を求めているのかを分析する。 

第 8 章では，近年急速に進んでいる，フレームワークの統合化や標準化，規制強化に向

けた動向を検討する。中でもマテリアリティの考え方にその特徴が表れているため，マテ

リアリティに焦点を当てた考察を行い，環境サステナビリティのための環境会計の考え方

から見た課題を明らかにする。 

第 9 章では，これまで考察してきた内容を基に，環境サステナビリティのための環境会

計を提示する。第６章において検討したアカウンタビリティの枠組みを，環境サステナビ

リティの観点から展開したうえで，その枠組みにおいて開示すべき内容として，環境会計

を位置づけ，最後にその内容を提示する。 
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２. 環境サステナビリティの特性 

 

本研究では，環境サステナビリティのための環境会計を構想している。このため，まず

は，環境サステナビリティに関してその特性を分析することから始める。そこで，この問

題の基点としての地球環境問題と，サステナビリティの用語の原点である持続可能な開発

の意義を分析したうえで，環境サステナビリティの特性を明らかにする。その後，達成す

べき環境サステナビリティについての 2 つ考え方について検討したうえで，本研究で前提

とする環境サステナビリティの視座について明らかにする。 

 

2.1 地球環境問題 

地球環境問題とは，一般的には，その影響が国境を超えて，地球規模に広がる環境問題

のことをいう4。この用語は，今では一般的な用語となっているものの，定まった定義は

ないとされている（不破・森田, 2002, p.9）。環境基本法では，地球環境保全を，「人の活

動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行，海洋の汚染，野生生物の種の減少

その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全で

あって，人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの

をいう」（環境基本法 第 2 条第 2 項）と定義しており，本稿でも，地球環境問題を，その

影響が地球規模に広がる環境問題として定義する。 

 このような地球環境問題への関心が高まってきた 1990 年の環境白書では，地球環境問

題の全体像を先進国と途上国からの要因という形で示している（図 1）。 

 

  

 
4 国境を超えるが地球全体に及ばない問題を地域環境問題と呼ぶこともある。（不破・森

田, 2002; 山口, 2000） 
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図 1 地球環境問題の相関図 

 

（出典）環境庁, 1990, 第 3－1－20 図 

 

 この図では，地球環境問題の原因に，高度な経済活動と人口の急増があり，そのような

人間活動が地球環境に過大な負担をかけていることが示されている。特に，地球温暖化の

原因となる温室効果ガス（GHG）の排出量の増加や酸性雨の発生等は，経済活動の量的

拡大によって発生したものであり，熱帯林の減少，砂漠化の進行，野生生物種の減少等は，

人口増加を背景とした人間活動の拡大が，特に土地に負荷をかけたことが大きな要因とな

っている。さらに，フロンガス等によるオゾン層の破壊や，化学物質による汚染，有害廃

棄物の越境移動等の問題は，人類により新たに作り出された様々な物質が経済活動の拡大

と相俟って大量かつ広範囲に使われることとなったことに起因している。（環境庁, 1990） 

 ここで，高度な経済成長は先進国に，人口増加は途上国に顕著な要因であるが，グロー

バリゼーションによって，環境問題が先進国と途上国の間で密接にかかわるようになり，

そのことが，特に途上国の環境問題に影響している。例えば，先進国で環境規制が強化さ

れた結果，規制のゆるい途上国に生産を移転することによる，汚染の移転の問題がある（地

球環境研究会, 2008）。また，途上国ではその国の経済が，農作物の輸出に依存している場

合が多いが，農作物は価格変動の影響を受けやすく，価格の低迷が，累積債務の増大等を

もたらした結果，換金作物への作付転換等が行われ，経済の維持のために，生態系を犠牲

にするといった状況につながっていった（環境庁, 1988; WCED, 1990, pp. 28-31; 日本語

訳, 1987, pp.49‐52）。 

 地球環境問題は相互に絡み合って問題を拡大していくという特徴を有している。森林の

減少は二酸化炭素（CO2）の吸収量の減少を通じて温暖化を加速する。温暖化が進むと，
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気候の変化に植生の変化が追いつかなくなる恐れがあり，また，降水パターンが変化し，

森林は弱り，砂漠化が進むことがある。また，熱帯林の減少は，野生生物の種の減少の最

大の要因になる。さらに，海洋汚染は海による CO2の吸収を妨げ，温暖化を進行させる。

一方で，過去に地下水汚染を引き起こしたトリクロロエチレン等の有機塩素系溶剤に代替

して，生体毒性のないフロンの利用拡大が進んだが，そのフロンガスがオゾン層の破壊の

原因物質になるなど，一つの環境問題を解決するための技術対応が他の環境問題を引き起

こすこともある（環境庁, 1990）。近年の例では，オゾン層を破壊する特定フロン（CFC，

HCFC）が 1987 年に採択されたモントリオール議定書において規制された結果，代替フ

ロン（HFC）への転換が進んだが5，これらの代替フロンの温室効果が極めて高いことか

ら，2016 年には，モントリオール議定書の改正が採択され，これらの代替フロンについ

ても，製造や輸入が段階的に制限されることとなった（環境省, 2021b）。 

 地球環境問題は，以上のように，様々な要因が相互に絡まりながら発生するという特徴

があるが，さらには，その影響が現れるのに長期間を要するため，被害を受けるのは現代

世代よりも将来世代の方が大きくなる。また，影響が明らかになるまでは，問題が顕在化

しにくいという特徴を持つため，現代世代において対策へのインセンティブが起こりにく

い。他方で，環境破壊は不可逆性を有するため6，対応が遅れるとその解決が困難になっ

てしまう。さらには，そもそも環境問題の原因には，人為的な要因以外にも自然的な要因

（自然災害や自然の復元作用，自浄作用）もあるが，温暖化のように，両者を明確に区別

できないものも存在しており（石, 2002），その解決を困難にしている。 

 地球環境問題の深刻さとその解決の必要性についての認識は，1980 年代後半より，急速

に浸透していき，多くの国際的な取組が進展していった。しかしながら，2021 年 2 月に

国連環境計画が発表した報告書においては，気候変動，生物多様性，環境汚染を，地球が

直面する 3 つの緊急事態として，その重大性に対して，さらなる取り組みの強化が叫ばれ

ている（UNEP, 2021）。気候変動，環境汚染は，最終的には，人間の生活基盤となる自然

資本に影響を与えることになる。ここで，自然資本とは，自然資本連合（NCC：Natural 

Capital Coalition）の自然資本プロトコルでは，「地球上の再生可能／再生不可能な天然

資源のストックを意味する言葉で，これら天然資源がまとまって人々に便益（サービス）

のフローを生み出す」（NCC, 2016,p.12; 日本語訳, p.12）と定義して，自然資源をストッ

クとして捉え，人間や企業活動等に対して何らかの便益（サービス）を生み出すものとし

ている。自然資本には，植物，動物，大気，土壌，鉱物などがあり，サービスとしては，

生態系サービスと非生物的サービスがある。生態系サービスとは，木材，繊維，花粉媒介，

 
5 日本での 2019 年度の HFC の使用量は，2013 年度比で 54.8％増加，2005 年度比では

288.9%増加している。（環境省, 2021b） 
6 顕著なものとしては，種の絶滅がある。現在，地球上では大絶滅が起きているとされ

ている。（コルバート, 2015） 
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水調整，気候調整，レクリエーション，メンタルヘルスといった，生態系から人々への便

益であり，非生物的サービスとは，生態学的プロセスに依存せず地質学的プロセスから起

こる人々への便益で，鉱物，金属，石油と天然ガス，地熱，風，潮流，季節を含んでいる。

また，生物多様性は自然資本の一部であるとともに生態系サービスを下支えするものであ

る（NCC, 2016, p.12; 日本語訳, p.12）。すなわち，自然資本とは，人間を含む生命全てに

とって，不可欠なものを提供してくれる基盤であり，自然資本を健全に維持するためには，

生物多様性や生態系を保全することが，何よりも重要となる。しかしながら，生物多様性

や生態系が重大な危機にあるという認識が広がってきている。この問題の要因とその影響

について，IPBES 7が 2019 年に作成した「IPBES 生物多様性と生態系サービスに関す

る地球規模評価」の政策決定者向け要約（IPBES,2019）では，次のように分析している。 

過去 50 年の間に，人類史上かつてない速度で地球全体の自然が変化しており，その変

化の直接要因は，影響が大きい順に，土地と海の利用の変化，生物の直接採取（漁獲，狩

猟含む），気候変動，汚染，外来種の侵入である。土地利用変化で，最も顕著なものは，

農業や畜産のための農地拡大であり，他にも都市化，インフラ8の拡大が影響しているが，

このほとんどは，森林，湿地，草地から転換されたものである。これらの土地利用変化は，

大気，水，土壌の汚染を伴い，温室効果ガスの増大にもつながり，結果として生物多様性

や人の健康に深刻な影響を与えている。また海洋生態系に対しては，漁業（地理的拡大や

深海への展開など）による影響が最も大きく，さらに，海域利用の変化（沿岸開発や沖合

での水産養殖など）や土地利用変化（沿岸の土地開発など）によって，環境悪化が深刻化

している（IPBES, 2019, pp.12, 28-29; 日本語訳, 2019, pp.14, 30₋31）。 

途上国では，輸出向けの鉱山採掘や産業伐採などのために先住民や地域コミュニティが

追放されたり土地を脅かされたりする場合，それは自然劣化だけでなく，紛争の原因にも

つながっている。地域で大きく異なる資源アクセスや資源の消費スタイルは，貿易を通し

て，全世界の自然に広く影響を与えている。さらには，政策がもたらす影響も大きく，自

然に害をもたらすような農業補助金や漁業補助金の存在が自然の劣化を加速させており，

違法・無規制な資源へのアクセスを放置することも，自然劣化の要因となっている（IPBES, 

2019, pp.29-31; 日本語訳, 2019, pp.32‐33）。 

さらに，気候変動は，生物多様性と生態系機能に対して負の影響を及ぼしている。具体

的には，極端な気象現象やこれに伴う火災，洪水，干ばつの頻度や強度の増加，海面上昇

によって，種の分布，生物季節，個体群動態，群集構造，生態系機能に変化をもたらして

 
7 IPBES （Intergovernmental Science- Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services）は，科学的見地から，生物多様性，生態系について政策提言を行

う政府間組織であり，130 を超える加盟国が参画している。 

8 ここでは，舗装道路，ダム，石油やガスなどのパイプラインなどが例にあげられている。

（IPBES, 2019, p.30; 日本語訳, 2019,p.32） 
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おり，またその変化が加速している。個体群の大幅な減少と局所絶滅も広範囲に起こって

いる。これは，多くの種が，急速な気候変動に対して進化や行動によって局所的に対応で

きないことなどが原因とされている（IPBES, 2019, pp.13, 29; 日本語訳,2019,pp.15, 31）。

気候変動による絶滅の危険性への影響は，気温がどれだけ上昇するかによって，異なる予

測がなされている9。すなわち，将来のシナリオによって，大きく影響が異なってくるが，

他方で，気候変動の対策のために，大規模で集約的なバイオエネルギー作物の生産や造林，

森林再生などが実施されると，生物多様性に負の影響を及ぼし，食料や水の安全保障など

にも影響を及ぼす可能性がある（IPBES, 2019, p.18; 日本語訳, 2019, p.21）。 

IPBES の報告書では，その評価にあたって信頼度を，十分確立，確立しているが不完

全，競合する解釈あり，検証不足の 4 段階に分類して，それを表示している10。つまり，

影響の可能性はあるが，まだ十分な検証がなされていない内容も存在しており，それは今

後の研究結果によって明確になっていく項目であると考えられる。さらに，報告書では，

不足している情報（知識）の一覧も示されており，生態系プロセスや生物間の相互作用，

汚染による長期的影響，統合的なシナリオ・モデル研究など，結果に大きく影響を及ぼす

知識がまだ十分ではないことも示されている（IPBES, 2019, pp.54-56; 日本語訳, 2019, 

pp.56-58）。 

以上，要約すると，地球環境問題は，最終的には，自らの生命の基盤としての，自然資

本の毀損につながるという意味において，人類に課せられた最重要課題といえる。また，

これは将来世代に最も大きな影響を及ぼす問題であるが，他方で，途上国の環境問題は，

次節でとりあげるように，貧困の問題とも関連して，解決すべき喫緊の課題であり，その

要因には途上国だけでなく先進国の経済活動も大きく関係していることから，現代世代の

課題でもある。しかしながら，地球環境問題をもたらす要因や影響は多様であり，またそ

れらは相互に作用することで，さらに複雑化していることがその解決を困難にしている。 

地球環境問題の特性として，まずは，問題間のトレードオフが生じ得るという点がある。

気候変動は，生態系の毀損といった他の問題に一般的に負の影響を及ぼすが，気候変動の

対策によって，逆の影響を及ぼす場合もあり，問題相互間の関係性も単純ではないため，

どのような政策を重視するのかによって影響が変わってくる可能性がある。このことは，

どの問題解決を優先するのかを明らかにしておくことの必要性を示している。次に，問題

の要因や影響には不確実性が大きく，いまだに解明されていないことも多くあるという点

がある。近年，気候変動についての政策対応が加速しているが，気候変動も不確実性が大

きいテーマの一つである。このような不確実性が大きい問題に対して，積極的に対応を実

 

9 絶滅の危機に晒される生物種の割合は，2℃上昇で 5％，4.3℃上昇で 16％と予測されて

いる。（IPBES, 2019, p.37; 日本語訳, 2019, p.39） 

10 ここで記載した内容は，「十分確立」とされたものを基本にしている。 
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施する根拠としては，結果が確実になるのを待っていては手遅れになるということが言わ

れている。不確実な環境問題への対策について，対処療法的方式よりも予見的方式を実施

すべき理由としては，遅延によって不可逆的な損害が想定されること，持続可能な開発の

基本的な理念からは，将来世代に負担させるという考え方が支持されないということが言

われている（ピアスほか, 1994, pp.11₋16）。従って，どのような仮定の基に，問題解決を

図ろうとしているのかという点を明らかにしておくことが必要となってくる。 

 このように，地球環境問題の解決は困難ではあるものの，生存基盤としての地球環境が

毀損されている事実が明らかにされている以上，それに対処すべく，行動することが求め

られている。現在では，持続可能な開発，サステナビリティが世界共通の目標として共有

され，それに向けて，政策や企業活動が動いている。しかし，この用語自体，多義的な解

釈がなされていることを理解しておく必要がある。よって，次節では，持続可能な開発と

サステナビリティの用語について検討することで，環境サステナビリティの特性につなげ

ることとする。 

 

2.2 持続可能な開発 

 サステナビリティという用語は，今や様々な場面で使われているが，その内容が明示

的に示されることは少ない。またこの用語を，持続可能な開発と区別せずに用いられて

いることもある。他方で，持続可能な開発の意味については，多様な解釈がなされてい

るため11，サステナビリティの意味内容も文脈によって異なったものとなっている。本

研究では，環境のサステナビリティを対象にしているが，その意味するところを明確に

しておく必要があるため，まずは，多くのサステナビリティ概念が準拠もしくは言及す

る用語である「持続可能な開発」の意味について考察することとする。 

 Sustainable Development という用語は，日本語では「持続可能な開発」または「持

続可能な発展」と訳されている。国連の一連の公式文書の日本政府の訳では「持続可能

な開発」とされていることから，本稿でも基本的にはこの訳を用いることとする12。こ

の点，日本語の「開発」の持つニュアンスが，development の意味するところを正確に

伝えられていないという点で「発展」という訳があてられることも多いのではないかと

思われるが，他方では，「持続可能な開発」の意味内容の変化を表しているとも考えられ

る。すなわち，起点としては「開発」の概念があり，その後「発展」に内容が変化して

いると考えられるのである。 

持続可能な開発という用語は，1980 年に，国際自然保護連合（IUCN）が国連環境計画

 

11 エリオット（2003），ピアスほか（1994），森田・川島（1993）など参照。 

12 文脈によっては，development に対して「発展」を用いることがある。また文献の引用

にあたっては引用元の用語を使用する。 
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（UNEP）と世界野生生物基金（現，世界自然保護基金）とともに公表した「世界保全戦

略」において，はじめて言及されたものである。ここでは，開発が持続可能であるために

必要な条件として，自然環境保全を掲げており，「持続可能な開発」の内容は，環境保全

の側面に焦点が絞られたものとなっていた（IUCN, 1980）。その後，この用語が，国際社

会において注目を集めるようになったのは，ブルントラント前ノルウェー首相を委員長と

する，環境と開発の世界委員会（WCED）の報告書，Our Common Future（以下，ブル

ントラント報告書）の発表を契機としている。ブルントラント報告書において，持続可能

な開発13は，「将来の世代が自らの欲求を充足する能力を損なうことなく，今日の世代の欲

求を満たすこと」（WCED, 1990, p. 8; 日本語訳, 1987,p.28）であると定義され，この定

義が多くの文献で引用されている。 

その根底にあるのは，将来に対する危機感であり，その背景にあるのが 1980 年代に

おいてより鮮明になった，開発と環境の問題である。開発については，それまでの開発

政策に対する課題が示されているが，それは，1960 年代，1970 年代に進められた国連

の開発計画の根底にあった考え方に起因する問題である。当初の開発思想は，繁栄をも

たらすのは，経済成長と近代的な科学・技術知識の適用であり，それによって，先進工

業国がたどったような形で経済発展がもたらされるという考え方が基底にあった。これ

は，先進国から資金や技術，経験を移転することで，そのような経済発展が達成される

という考え方である（エリオット, 2003, p.7）。この結果，一部の途上国においては，経

済的成長を達成したものの，必ずしもその成果は平等には分配されず，世界全体でみる

と貧困層は増大していた。また 1990 年代により大きな問題となる，途上国の債務危機

の原因につながる構造的な問題をもたらすものでもあった。このような反省から，開発

を単なる経済成長という量の問題から福祉の向上といった質の問題へと変換させること

が求められるようになったのである。環境については，途上国と先進国における問題を

区別するとともに，それが経済の問題と相互に関連していることが示された。途上国に

おいては，貧困に根差した，特に生活圏における環境汚染の問題が深刻化しており，そ

れは，健康・衛生上の問題だけでなく，生産性の低下や災害の増大という生存に直接影

響する問題を引き起こしている14。また，国際的な貿易に組み込まれた途上国経済は，

1980 年代の国際経済の低成長の影響で，経済危機に直面し，そのことがさらに自然資源

の乱開発を加速させていった。他方，先進国においては，近視眼的な繁栄の追及がもた

らす過剰な資源の消費と汚染の発生が，地球全体に広がる環境問題の深刻化や災害の増

加をもたらしていた（WCED, 1990, pp. 27-37; 日本語訳, 1987, pp.48‐58）。これら

 

13 環境庁訳（1987）では「持続可能な開発」は「持続的開発」と訳されている。 

14 ダスグプタ（2007）は，途上国の貧困の罠について説明している。（ダスグプタ, 2007, 

pp.92‐98） 
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は，経済と環境の相互関連性を示しており，途上国と先進国両方に関係する問題であ

る。環境への圧力の増大は，現在及び将来の開発に影響を及ぼすことから，環境と開発

についての統合的な，新たなアプローチが必要とされた。新たなアプローチとは，すべ

ての国が生産プロセスに資源の保護，強化を取り込んだ開発方式を目指すことで，適切

な生産基盤と資源の公平な利用の両方を組み合わせた開発方針を目指すことである。こ

れはあらゆる国の政策に変化を求めるものであり，またそのための国際協力のメカニズ

ムが必要とされる（WCED, 1990, pp. 39-41; 日本語訳, 1987, pp.61‐63）。他方で，経

済成長との関係については，基本的な欲求を満たすためには，経済成長を最大限に追求

することも必要であり，途上国においては経済成長が必要とされるのは当然のことであ

り，他の地域（すなわち先進国）においても，持続可能性と他国の資源搾取をしないと

いう原則を反映していれば，経済成長は持続可能な開発と両立するとされた（WCED, 

1990, p. 44; 日本語訳, 1987, p.67）。このように，報告書では今後の開発においても引き

続き経済成長が重視されていたことから，それに対しては批判的な見解も示されていた

（エリオット, 2003, p.25）。 

ブルントラント報告書では，持続可能な開発において，基本的な欲求が満たされてい

ない途上国の経済的な開発（主として経済成長）が優先されることを重視している。た

だし，それを達成するときには，環境を意思決定に入れることが中心的なテーマとなる

が，問題の解決のためには，環境以外にも多様な視点が必要となることから，持続可能

な開発のための提言には，環境だけでなく，人口，食料安全保障，都市問題，平和とい

った包括的な内容が含まれたものとなっている。このため，持続可能な開発に対しては

多義的な解釈がもたらされたといえる。さらには，持続可能な開発の概念が持つ魅力

（そして危険性）は，その多様な解釈が可能であり，あらゆる範囲の利害関係，あるい

は主張を裏付けるためにそれが利用できるという点にあるといった指摘もされている

（エリオット, 2003, p.2）。植田（2015）は，「持続可能な発展という考え方は，結局の

ところ，持続可能性（sustainability）と発展（development）という一見すると矛盾す

る２つの概念の合成物であるとみることができる。」（植田, 2015, p.13）として，合成の

させ方，どちらに軸足を置くかによって，目指す発展のパターンの内容が異なることに

なるとしている（植田, 2015, pp.13－14）。 

ブルントラント報告書の提起した持続可能な開発の概念は，その後，1992 年の環境と

開発に関する国連会議（UNCED）（リオ・サミット）において，リオ宣言，アジェンダ

21 へと結実し，各国の環境政策の基本に取り込まれていった。リオ・サミットでは，気

候変動枠組条約，生物多様性条約，森林原則声明が採択され，その後の国際的な環境政

策の基礎が形作られた。 

その 10 年後（2002 年）に開催された，持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハ

ネスブルグ・サミット）においては，アジェンダ 21 の進捗を確認し，持続可能な開発に
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関するヨハネスブルグ宣言が採択された。その間に開催された国連ミレニアムサミット

（2000 年）で採択されたミレニアム宣言を基に策定されたのが，ミレニアム開発目標

（MDGs）である。MDGs は，貧困の撲滅を目指し，2015 年を達成期限として，8 つの

目標が掲げられたものである15。そしてリオ・サミットから 20 年後の 2012 年に開催さ

れた，国連持続可能な開発会議（リオ＋20）においては，これまでの行動の再確認とと

もに，MDGs を引き継ぐための新たな目標である持続可能な開発目標（SDGs）の策定

に向け，政府間交渉プロセスの立ち上げが合意された。2015 年の国連サミットにおいて

採択された，持続可能な開発のための 2030 アジェンダにおいて示された，17 の持続可

能な開発のための目標（SDGs）と 169 のターゲットは，現在では，全世界が目指すべ

き目標として共有されたものとなっている(UN,2015b)。このように，持続可能な開発の

概念は，ブルントラント報告書から，SDGs へと引き継がれているが，MDGs から

SDGs への移行においては，これまでの開発目標に関する議論を持続可能な開発のため

の目標に一本化したうえで，SDGs の策定を目指すとの方針が示されたことで，単なる

MDGs の後継ではない，新たな方向性が示された（竹本, 2021, p.2）。すなわち，SDGs

においても，貧困の問題は重視されているものの，より包括的な内容として，持続可能

な開発の三側面（経済，環境，社会）を考慮したものとなっている（UN, 2015b）。

SDGs は，人間，地球及び繁栄のための行動計画であるとしており，経済の面では，持

続的な経済成長が謳われている（UN, 2015b）。このことは，経済の側面を，従来のよう

に，単に途上国の開発のみで考えるのではなく，先進国も含めた全体のテーマにするこ

とで包摂的なものとしている。 

経済，環境，社会を考慮するという考え方は，トリプルボトムラインと呼ばれている

が，もともとは，イギリスのコンサルタント会社である SustainAbility 社の創業者，J.

エルキントンによって名づけられたものである。ボトムラインとは，決算書の最後の行

に示される利益を指しており，従来，企業はこの経済的なボトムラインしか見てこなか

ったが，サステナビリティを目指すためには，経済的な繁栄，環境の質，社会的な公正

を考慮することが必要であるとして，経済，環境，社会の３つのボトムラインの進捗16

を評価することの必要性を提起するとともに，資本主義の変革を求めるものであった

（Elkington, 1999b）。この考え方は多くの政策や実務の中に浸透していったが，現在で

は，3 つのバランスをとるという捉え方が一般的となっている17。しかしながら，SDGs

 

15 8 つの目標のうち，6 つが，途上国の貧困に関連する項目（貧困率，教育，幼児死亡率

など）であり，残りの２つは，環境とパートナーシップの構築である。（UN, 2015a） 

16 最終的な展望としては，3 つの測定と管理を統合することが必要であるとしている。

（Elkington, 1999a,p.21） 
17 エルキントンは，トリプルボトムラインの用語ができて 25 年を迎えるにあたり，こ

の用語が，トレードオフのバランスをとる方法として理解されていることに懸念を示
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では，経済と環境や社会問題をトレードオフではなく，両立を目指すものとしており，

従来のやり方の変革を求める必要性から，野心的な目標が設定されている。 

以上，要約すると，持続可能な開発の概念については，国連の文脈においても，環境

を踏まえた経済成長（途上国の開発）に焦点をおいていた内容から，環境を中心とする

議論，貧困の撲滅に焦点をおいた議論を経て，より幅広い，経済・環境・社会の目的を

含む，トリプルボトムラインの考え方に変化している。国連以外の文脈においては，さ

らに多様な使われ方をしており，そこから派生したサステナビリティの用語は，さらに

多義的な意味で用いられている。このため，環境会計を議論する際にも，どのような意

味でサステナビリティを用いているのかを明確にしておく必要がある。環境問題の議論

の根底には，自然資本の毀損があり，これが将来世代に大きな影響を与えるという危機

感がある。そのため，自然資本の生み出すサービスや価値を将来世代が現代世代と同じ

ように享受できる状態にしておくという意味で環境サステナビリティを理解することが

基本といえる。他方で，途上国での優先すべき貧困の問題を考えると，開発（経済）と

のバランスを考慮した形で環境サステナビリティを考える必要がでてくる。この点に関

連して，達成すべきサステナビリティには２つの考え方があり，それは具体的な政策へ

も影響することとなるため，次節では，この相違点について検討する。 

  

2.3 環境サステナビリティの考え方 

 これまで，サステナビリティを具体的な政策に落とし込むために，多くのモデルが研

究者の間で展開されてきたが，そこでは，達成すべきサステナビリティについて，異な

る前提が置かれていた。それは，大きく分けると，弱いサステナビリティと強いサステ

ナビリティとして議論されているものである18。弱いサステナビリティとは，自然資本

とその他の資本を含む，総資本のストックが維持されること（減少しないこと）をサス

テナビリティの達成であると考えるのに対して，強いサステナビリティでは，自然資本

のストックが維持されること（減少しないこと）がサステナビリティの達成であると考

える。また，これらの違いは，結果として，誰を重視しているのかの違いに帰結するも

のと考えることができる。すなわち，弱いサステナビリティでは，自然資本とそれ以外

の資本とのバランスを重視するため，経済とのバランスを考慮するという点で現代世代

（とりわけ途上国）を重視することにつながる。他方，強いサステナビリティでは，自

然資本そのものの維持を考えるため，環境の持続性に焦点をあてており，将来世代を重

視することにつながっている。 

 以下，弱いサステナビリティのモデルとして，P.ダスグプタのジェニュイン・インベ

 

し，用語のリコールを呼びかけている。（Elkington, 2018） 
18 植田（2015）, 森（2009）, 佐々木（2010）参照。 
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ストメントの考え方を，強いサステナビリティのモデルとして，H.デイリーの定常経済

の考え方を用いて，その相違点を明らかにし，さらにそこから展開される政策の違いに

ついて検討する。 

 

2.3.1 弱いサステナビリティ 

弱いサステナビリティの考え方は，自然資本以外の資本も含めて，資本を維持させる

という考え方であり，経済と環境のバランスを考慮したモデルとして捉えることができ

る。この例として，ここでは，ダスグプタのジェニュイン・インベストメントをとりあ

げる19。 

ダスグプタは，ブルントラント報告書の持続可能な開発の定義を，各世代は，それぞ

れの人口統計的基盤と比較して，前の世代から受け継いだのと少なくとも同じくらい大

きい生産的基盤を，その後の世代に遺さなければならないというものであるとしてい

る。すなわち，t 時点の社会的福祉（Vt）と t＋1 時点の社会的福祉（Vt＋1）とを比較し

て，Vt＋1≧Vt であれば，持続可能な発展経路をたどっていると考える。福祉を富の創造

と捉えると，持続可能な開発とは，富の創造ということになる。ある国の富とは，その

国の資本資産の社会的価値であり，それは，ある時点における富として，人工資産，人

的資本，自然資本，知識ストックの量に計算価格をかけたものの総計で表現される。こ

こでは福祉の指数として，富は諸資産について線形であるという長所を持っている。（ダ

スグプタ, 2007, pp.169‐180） 

ここでいう計算価格とは，シャドウ・プライスとも呼ばれるもので，財・サービスの

社会的希少性を反映したものである。財・サービスの社会的価値は，その社会的希少価

値（財の社会的機会費用）と同じである。計算価格の算定は，完全最適の状況では市場

価格と等しくなるが，現実はそうなっていないために，何らかの推定が必要となる。そ

のための具体的な計算方法としては，支払意思額，期待される利潤フローの割引現在価

値，代替可能な市場財の計算価格，仮想評価法（CVM），ヘドニック価格法などの方法

があるが，いずれにおいても，正確な計算には限界がある。しかしながら，可能な計算

によっても，最低限の価値は示されるので，それによって有益な判断が示されることが

あるとしている。（ダスグプタ,2007,pp.147‐167） 

ここでは，富を表す数値それ自体に意味はないが，富の差異には意味があると考え

る。t 期のジェニュイン・インベストメントとは，t 期における富の変化を測定したもの

であり，人口が一定であると仮定すると，それは，社会的福祉の変化率に等しい。よっ

て，ジェニュイン・インベストメントが正であれば，その国は富むことになり，負であ

 
19 この考え方は，国連大学の包括的富の考え方においても採用されている（国連大学, 

2014）。 
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ればその国は貧しくなる。人口変動を考えると，一人当たりジェニュイン・インベスト

メントを持続可能性の基準として考えることができる20。（ダスグプタ, 2007, pp.179‐

182.） 

このモデルでは，自然資本とそれ以外の人工資本なども合計した富を計算のベースと

していることから，自然資本が減少し，代わりに人工資本が増加したとしても，合計の

富が増加していれば，持続可能性が達成されていることになる。これは，自然資本と他

の資本との間に代替可能性が存在するということを前提にした考え方ということになる

が，ダスグプタ自身は，自然資本の完全な代替可能性については否定的である。そし

て，代替可能性に限界がある状況（自然資本が枯渇するような状況）では，希少価値を

示す計算価格が非常に高い価格となり，結果として，ジェニュイン・インベストメント

は正の値にはならないとしている（ダスグプタ, 2007, p.181）。 

 弱いサステナビリティにおける，経済と環境の関係性についての捉え方は，経済に対

する様々なインプットの一つとして環境を捉えるというものである。これは，新古典派

経済学の考え方を，社会的富という形で拡張した考え方をとることで，サステナビリテ

ィの問題に対処しようとしたものと考えられる。この考え方を政策に適用した最も分か

りやすい例が費用便益分析である。あるプロジェクトの政策評価をする際には，そのプ

ロジェクトが経済の富に与える影響，すなわち社会的利益フローの割引現在価値を計算

する。そして，その値が正であれば社会的福祉を上昇させるため，そのプロジェクトは

受け入れられるべきであると判断されることになるのである。（ダスグプタ, 2007, 

pp.201-206）これは，単純な経済的価値だけではなく，環境の価値を評価することで，

環境の側面を意思決定に組み入れることを可能にするものとなっている。ただし，この

ような線形的な考え方に基づくと，すべてを通約可能な形（通常は金額）に置き換える

必要がある。ここでは，これまでは，市場価格のあるものに限定されていた環境の価値

を，いかに拡張してそのモデルに取り込むのかという，価格付けが重要な役割を果たす

ことになる。 

 環境の価値は，大きくは利用価値と非利用価値に分類され，利用価値のうち，森林にお

ける木材生産のように，資源として消費するものは直接的利用価値とよばれ，森林を景観

として楽しむように，資源としては消費しないものは間接的利用価値とよばれる。また，

将来利用可能な選択肢として残しておくという価値はオプション価値とよぶ。他方，環境

には利用しなくても価値が存在することがある（非利用価値）。世界遺産に登録されてい

るような自然環境は，利用しなくても将来世代のために遺すことに価値があり（遺産価値），

利用しなくても，貴重な生態系が存在するような場合に，それが存在し続けることに価値

 

20 実際には，調整計算が必要であるが，その方法が開発されるまでは，この基準で何とか

やっていかねばならない，としている。（ダスグプタ, 2007, p.182.） 
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が見出されるものもある（存在価値）（鷲田, 1999; 栗山・馬奈木,2016）。このような多様

な価値を計算する具体的な方法のうち，期待される利潤の割引現在価値，代替可能な市場

財の計算価格，ヘドニック価格法は，利用価値の一部にしか適用できない。支払意思額，

仮想評価法（CVM）は，多様な環境の価値を総体的に捉えることのできる方法とされて

いるが，表明された評価額と実際の評価との間にバイアスが現れるために，推定された評

価価値が手法などのわずかな変化によって変わってしまうといった不安定性が指摘され

ている（鷲田, 1999）。従って，環境の金額的な評価は限定的なものであり，また，不確実

なものであるという条件が付されることになる。 

一方，このような弱いサステナビリティに反対する考え方が，強いサステナビリティ

の考え方である。 

 

2.3.2 強いサステナビリティ 

強いサステナビリティでは，自然資本には，他の資本との代替可能性に限界があるこ

とや不可逆性といった特性を有することを考慮して，自然資本を他の資本とは区別して

維持すべきものと考える。ここでは，デイリーの持続可能性の原則を基に，その考え方

を検討する。 

デイリーは，量的拡大を「成長」，質的改善を「発展」と呼び，持続可能な発展を，

「成長なき発展‐スループットの成長が環境の再生力と吸収力を超えることのないこ

と」と定義する（デイリー,2005,p.101）。これは，経済という下位システムが，それを

包含する生態系によって恒久的に維持ないし扶養できる限度を超えて成長することはで

きないということを示すものである。デイリーは，成長を目標とする経済学21は，経済

というシステムに対して，生態系をサブシステムと捉え（経済システムへの原料の投入

と，廃棄物の受け入れを担当する部門），経済成長には制約がないという前提をおいてい

るが，これは，生物物理学的な限界と倫理社会的な限界に突き当たるとして批判してい

る。逆に，経済を生態系のサブシステムと捉えると，経済には最適規模が求められるこ

とから，基礎的な生態系機能を脅かさない規模で安定した人口と増加しないスループッ

トで維持された「定常経済」を目指すことが必要となってくる（デイリー, 2005, pp.37-

44）。この考え方は，物質とエネルギーのスループット22は熱力学の法則（質量保存の法

則とエントロピーの法則）に従うものであり，また，再生可能資源の再生能力や生態系

の再生・廃棄物23吸収能力には制約があるため，無制限に，経済システムへ原料を投入

 

21 主流派経済学（新古典派経済学）のことを指している。 

22 スループットとは，原料インプットから廃棄物アウトプットまでの代謝フローを指し

ている。（デイリー・ファーレイ,2014,p.31） 

23 ここでの廃棄物は，CO2なども含む汚染物質のすべてを指している。（デイリー・ファ
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し，廃棄物を受け入れることはできないということを根拠にしている。このことから，

次の，持続可能性の 3 原則が導かれる。（デイリー・枝廣, 2014, pp.22-23） 

 

①「再生可能な資源」の持続可能な利用速度は，その資源の再生速度を超えてはなら

ない。 

②「再生不可能な資源」の持続可能な利用速度は，再生可能な資源を持続可能なペー

スで利用することで代用できる速度を超えてはならない。 

③「汚染物質」の持続可能な排出速度は，環境がそうした汚染物質を循環し，吸収

し，無害化できる速度を上回ってはならない。 

  

前述した，持続可能な発展の定義は，この原則から導かれたものである。 

 持続可能な発展に向けた経済政策としては，持続可能な規模，公正な分配，効率的な

配分という基本目的を達成することが必要となるが，このうち，規模の問題が直接的

に，環境サステナビリティに関連する。3 つの政策は，独立的に考えるべき問題であ

り，まず考慮されるのが，規模の問題であり，それが決まった後に，分配の問題，最後

に効率的な配分の問題（市場による解決）への対応が必要になる。つまり，最初に，規

模の制約を課すということが求められるが，規模とは，人口に一人当たりの資源使用量

を乗じたものとして，総資源使用量で測定される。総資源使用量は生態系が経済という

下位システムを維持するための資源・エネルギーのスループット量（新陳代謝のフロ

ー）のことである。規模は量的な制約であるため，取引可能な許可制度が有用な政策手

段になるとしている（デイリー, 2005, pp.225,313-315）。 

 強いサステナビリティにおける，経済と環境の関係性についての捉え方は，環境の中

に，経済があるという見方をしている。つまり，環境に限界が生じれば，経済にも限界

が生じるという見方である。従って，経済活動を考えるときには，環境制約という条件

をおくことが最も重要となってくる。この考え方を適用した政策の代表例としては，排

出量に上限（キャップ）を設定するというものがあり，特に，気候変動対策において用

いられている。例えば日本政府は，温室効果ガスを，2030 年度に 2013 年度から 46％削

減，2050 年にはネットゼロを目指すことを表明しており24，これは環境制約を条件とし

て，社会経済活動を実施していくことを意味する。この考え方において重要な点は，い

かに環境制約を設定するのかという点である。気候変動に関しては，その科学的根拠と

して，IPCC が，今世紀末に気温上昇を 1.5℃，2℃に抑える（これ以上になると，不可

 

ーレイ,2014,pp.206‐209） 

24 外務省 日本の排出削減目標（令和 4 年Ⅰ月 11 日）より 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000121.html （2022/7/16 アクセス） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000121.html
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逆的な影響が生じるとされている）ためには，2050 年にネットゼロが必要になるという

考え方を示しており（IPCC, 2021），これがパリ協定において採用されたことで，各国

の政策に展開されている。 

 同様に，様々な地球環境問題について，制約（閾値）を考える方法としては，エコロ

ジカル・フットプリントやプラネタリー・バウンダリーなどがある。エコロジカル・フ

ットプリントとは，ある一定の人口あるいは経済活動を維持するための資源消費量を生

み出す自然界の生産力，廃棄物処理に必要とされる自然界の処理吸収能力を算定し，生

産可能な土地面積に置き換えて表現したものである（ワケナガル・リース, 2004）。2018

年の数値をみると，世界全体では，経済活動を支えるのに地球 1.7 個分の資源が必要で

あると算定されており，地球環境の容量を超えた経済活動が行われていることが示され

ている。また，国別にみると，アメリカは 5.1 個，日本は 2.9 個である一方，イエメン

0.3 個，ハイチやルワンダは 0.4 個と，先進国では比較的負荷が大きいのに対して，貧困

国では負荷が小さくなっている2526。これは，現状では，地球の環境収容力を超えた生活

をしているということに加えて，世代内の公平性にも問題があることを示している。 

プラネタリー・バウンダリーは，科学的知見を基に，地球の生物物理学的な限界を計量

しようというもので，安定した状態の地球で人類が安全に活動できる範囲を定義しよう

とする試みである。生態系が変化に抗する回復力がなくなると，突然に転換点を超え，

ある均衡状態から別の均衡状態に不可逆的に移行してしまうことが想定されており，そ

れはサステナビリティの能力を弱めることになる。そのような破壊的な転換を引き起こ

すリスクを回避し，地球の安定性を維持するには，どのような状態を維持しなければな

らないのかを定量化しようとするのが，プラネタリー・バウンダリーの考え方である

（ロックストローム・クルム, 2018）。例えば，気候変動に関しては，多くの科学者によ

って CO2濃度が 350ppm から 450ppm のどこかで限界値を超える可能性が高いと主張

されているが，その閾値を正確に特定することは難しい。また，地球システムの複合的

影響を考えると，その値は最も保守的に設定することが必要となる。そのため，ここで

は最低値である 350ppm をプラネタリー・バウンダリーとして設定している（ロックス

トローム・クルム, 2018，p.62）。ロックストローム・クルム（2018）では，プラネタリ

ー・バウンダリーのうち，9 つのプロセスを最重要としたうえで，このうちの 7 つにつ

いては限界値を定量化している27。いずれにしても，限界（閾値）の設定は，不確実性

 

25 Global Footprint Network 

 https://www.footprintnetwork.org/ （2022/7/16 アクセス） 

26 佐々木（2010）では，2004 年のデータをもとに，エコロジカル・フットプリントと GDP

との間に正の相関関係があることを示している。 

27 ①気候変動，②成層圏オゾン層の破壊，③生物多様性の損失率，④化学物質汚染，⑤

https://www.footprintnetwork.org/
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が大きく，一定の仮定の基で算定されることになる。 

  

2.4 環境サステナビリティの捉え方 

 地球環境問題は，その原因に人間活動があり，特に，経済とのトレードオフが問題に

なることから，その両立を目指す持続可能な開発の考え方が展開されるようになってき

た。しかしながら，それは簡単なことではなく，軸足として，環境を優先する議論（リ

オ・サミット）から開発（途上国）を優先する議論（MDGs）へと変わってきた。これ

は，一方を優先することで他方の問題が大きくなってきたということを繰り返してきた

結果ともいえ，現在の SDGs では，環境と経済の持続性のどちらも達成することが目指

されている。しかし，これは極めて野心的な目標を定めたものとされている。なぜな

ら，経済活動と環境負荷との間には，相変わらず相関関係がみられるからである。例え

ば，GDP と CO2排出量の関係をみると，経済が停滞したときに，CO2排出量も減少す

るという相関関係がみられる。IEA の世界のエネルギー起源 CO2の 1990 年から 2021

年の推移をみると，2009 年と 2020 年に下降がみられるが，2009 年は金融危機，2020

年は COVID-19 の影響でいずれも GDP がマイナスとなっていた時期である28（図 2）。 

 

図 2 世界のエネルギー起源 CO2排出量の推移 

 

（出典） IEA, 2021, p.11 

 

 

海洋酸性化，⑥淡水の消費，⑦土地利用の変化，⑧窒素およびリンによる汚染，⑨大気

汚染またはエアロゾル負荷，の 9 つのプロセスであり，このうち，④と⑨については，

限界値の定量化に至っていない。（ロックストローム・クルム, 2018, p.62）。 
28 1990 年から 2021 年の間で GDP が減少に転じたのは，2009 年と 2020 年の 2 回だけ

となっている。（IEA, 2021, p.4） 
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これは，一般的な経済と環境の関係性を示すものといえるが，近年，一部の国におい

ては，GDP と CO2排出量が比例しないという現象（デカップリング）がみられること

があり，このような関係を達成するというのが，SDGs の考え方である。すなわち，環

境の制約下で経済を発展させるという理想的な状況を目指したものといえる。最終的に

目指すべきは，このような理念ではあるが，現実には，どちらかに軸足を置いて考える

にあたり，強いサステナビリティと弱いサステナビリティのいずれかを前提にした実践

が模索されていると考えられる。 

2 つの前提の相違の中でも弱いサステナビリティへの批判は，自然の代替可能性に関

するものである。デイリーは，環境上の制約に対して，技術と人工資本による代替可能

性によって解決が可能であるという批判に対して，代替が可能であるのは，ある形態の

低エントロピーの物質・エネルギーを別の形態の低エントロピーの物質・エネルギーで

代替するということだけであって，高エントロピーの廃棄物を低エントロピーの資源に

代替することは決してないと主張する。また，他の再生可能な資本が，資源に対する代

替物になるという主張には，資本が資源とは無関係に生産できるとの仮定をしている点

に問題があるとしている（デイリー, 2005, pp.47-48）。人工資本と自然資本は根本的に

補完財であって，限定的な場合にのみ代替財となる。例えば，同じ木造家屋を半分の木

材と倍の大工やのこぎりで建てることはできないが，これは，人工資本と自然資本の基

本的な関係が補完性であって代替性ではないことを示している。以上のことから，弱い

サステナビリティは，現在の慣行に対する改善にはなるが，究極的には強いサステナビ

リティの概念が適切であるとして，強いサステナビリティを提唱している（デイリー, 

2005, p.110）。 

IPBES（2019）においても，自然の寄与のほとんどは完全には代替できないものであ

り，全く代替できないものもあるとしている。例えば，系統学的多様性や機能的多様性

などの多様性の消失は，新しい作物として栽培されたり遺伝的改良に利用されたりする

可能性のある野生種などの，将来の複数の選択肢を永久に失うことを意味する。また，

いくつかの自然の寄与を代替する人工物が創り出されているが，その多くは不完全であ

るか多大な費用がかかるため，一般的には，代替の人工物からは，自然から得られるも

のと同等の幅広い便益が得られないことが多いとしている（IPBES, 2019, p.22; 日本語

訳, 2019, pp.24,26）。 

環境の特性である不可逆性を考えると，単純な線形での考え方には疑問があり，さら

に，金額評価における問題点（この点は，後の章で改めて検討する）を考慮すると，弱

いサステナビリティの考え方を肯定することはできない。また政策においても弱いサス

テナビリティの考え方から強いサステナビリティへの転換がみられる。例えば，気候変

動の議論においては，京都議定書での目標設定は，各国の経済事情などを考慮した交渉

の産物であり，そのため，経済的メカニズムなど経済に配慮した措置が認められたが，
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パリ協定では，IPCC のような科学的知見を基にした目標を設定することで，制約をお

くことを第一にした政策に移行している。これは経済とのバランスを重視した弱いサス

テナビリティから一定の制約をおいた強いサステナビリティの考え方に移行しているも

のとみることができる。 

 本研究では，環境サステナビリティのための環境会計を目的としていることから，強

いサステナビリティを前提とするアプローチを採用する。この場合においても，環境問

題は多岐にわたり，それらの間の相互依存性やトレードオフが起こりうることを考える

と，どの環境問題を優先するのかという重点の置き方を考える必要がでてくる。 

ところで，弱いサステナビリティは，人間にとっての富を最大化することを目的とし

ており，また強いサステナビリティでも，最適な規模（制約）として，人間にとって必

要な環境の規模を考えるのであれば，どちらも人間にとっての必要性の観点から環境サ

ステナビリティを考えていることになる。つまり，環境サステナビリティを達成しなけ

ればならないのは，人間にとって不利益になってしまうから，という発想である。この

ような考え方は，人間中心主義に基づく考え方であるといわれ，生態系中心主義

（Ecocentric）の考え方からは批判的に捉えられている。生態系中心主義の考え方は，

主に，環境倫理学の分野で展開されてきた思想や運動29であるが，その根底には，地球

環境問題の解決には従来の思考方法の延長では解決が困難であり，発想の転換が必要で

あるという認識がある（青木, 2010; 加藤,1991）。デイリーは，最適規模をどう設定する

のかによって，人間中心主義にも，生態系中心主義にもなるとしており，生態系中心主

義からみた最適規模は，人間中心主義の最適規模よりも小さくなることを示している

（デイリー, 2005, p.73）。 

 すなわち，保護の対象として何を優先するのかについて，生態系全体を考えるのか，

人間であっても将来世代なのか，現代世代なのか，という違いが生じることになるが，

強いサステナビリティの考え方では，保護対象の置き方によって，操作が可能になると

いう利点があるといえる。 

 このように，強いサステナビリティを前提にした場合，何を優先するのかを決定する

際には価値判断が入ることになる。また，最適規模についても，自然科学的な知見が十

分に定まっていない項目が多くある点に留意することが必要となる。 

本章で明らかにした環境サステナビリティの特性を基礎として，次章以降では，環境会

計において考慮すべき要素を検討する。まずは，これまでの環境会計の議論が，どのよう

な背景で進展してきたのかを検討するにあたり，経済学の議論との関係を整理したうえで，

環境会計の測定対象について考察することとする。 

  

 

29 代表的な運動に，アルネ・ネスが提唱したディープエコロジーがある。 
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３．外部性と会計 

 

 企業を対象とする環境会計は，企業の環境経営の状況を会計的に示すもので，1970 年

代に社会環境会計として発生したものが，1990 年代には環境会計として理論・実践の両

面において確立したものである30。環境会計は，伝統的な会計慣行における，財務的記述，

経済的事象，明確化された組織体，特定の利用者への情報提供という狭い特性の妥当性に

問題を投げかける形で，議論がなされてきたものであり，そのため，少なくともこれらの

特性のいずれかを拡大させる形で検討がなされてきた（グレイほか, 2003, p.5）。 

 環境会計への関心の背景には，環境問題の深刻化があるが，なかでも，経済学において

外部不経済や社会的費用が議論されてきたことも関係している。特に，企業と社会的費用

との関係は，直接的な会計の問題となることから，会計上の取り扱いについて関心が注が

れてきた。そこで，本章では，経済学において外部性がどのように議論されてきたのかを

示したうえで，会計における議論の展開を示したのちに，既存の環境会計における測定上

の問題を取り上げ，環境サステナビリティのための環境会計においては，何を測定すべき

かについて考察する。 

 

3.1 経済学における外部性 

 経済学における環境思想について，大森（2020）では，J.S.ミルに発し，A.マーシャ

ル，A.C.ピグーに引き継がれ，それが，K.W.カップにより批判的に継承された点を重要

な系譜とみている。外部性の用語を最初に使ったのはマーシャルであるが，企業の生産

活動や消費者の消費活動に与える第三者の実物的影響という形での外部性概念（技術的

外部性）を最初に指摘したのは，ピグーであるとされている（植田ほか, 1991, pp.63₋

69）。ピグーは，特に資源配分上の歪みに帰結する社会問題群を対象に，処方箋を示して

おり，その中には現在の環境問題が含まれていた（大森, 2020, p.77）。これらの問題群

について，「社会的限界純生産物と私的限界純生産物の乖離」といった分析枠組みを用い

ており，これが，「社会的費用と私的費用の乖離」として言及されている（大森, 2020, 

pp.94₋94）。ピグーは，社会的費用が私的費用よりも大きくなるとき，すなわち外部不

経済が存在する状況に対して，課税や補助金による解決策を提示した。現在，多くのテ

キストで環境税をピグー税として紹介しているのはこれに由来している。新古典派経済

学から連なる環境経済学では，外部不経済を市場の失敗とみなし，これに対処するため

に，公的な介入として，規制や経済的インセンティブの付与といった政策が主張されて

いる（植田ほか, 1991）。具体的には，外部性が存在しない場合，生産量は，私的限界費

用曲線（PMC）と需要曲線（D）の交点（Ep）で均衡するが，外部費用を考慮した場合

 

30 國部ほか（2009），山上（1996）など参照 
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の社会的限界費用曲線（SMC）は，私的限界費用曲線よりも上方に位置するため，本来

の最適な均衡点（Es）における生産量（Qs）は，当初の均衡点での生産量（Qp）より

も小さい値になる（図 3 参照）。このように，外部不経済が生じる場合には，生産量

（Qp）は，社会的に望ましい水準（Qs）よりも過大になることから，私的限界費用と社

会的限界費用との差の部分に対して税（Ｔ）を課すことで，結果的に，最適な生産量を

達成しようというものである（植田, 1996）。 

 

図 3 ピグー税 

 

（出典） 植田（1996）p.120 図 7₋1 を基に筆者作成 

 

 他方で，外部性に関する事象を市場の失敗という例外的な事象として捉えることを批

判したカップは，社会的費用論を展開して，この問題を正面から取り組む必要性を強調

した。カップは，社会的費用について，「社会的費用という語は生産過程の結果，第三者

または社会が受け，それに対しては私的企業家に責任を負わせるのが困難な，あらゆる

有害な結果や損失について言われるのである」（カップ, 1959, p.16）と定義し，社会的

費用の具体的な内容として，空気の汚染，水の汚染，動物資源の減少と絶滅，エネルギ

ー資源の早期枯渇，土壌の浸蝕・地力の消耗および森林の濫伐，といった環境問題をと

りあげている（カップ, 1959）31。 

 カップの社会的費用の用語をめぐっては，その概念に混乱があるとして批判がなされ

ていた32。これは，カップが社会的費用を社会が受ける損失（社会的損失）と定義して

 
31 環境問題以外にも，技術的変化など幅広い内容が対象となっている。 
32 植田ほか（1991）,ミハルスキー（1969）, 寺西（1983）, 寺西（1984）参照。 
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いるにもかかわらず，その中に性格の異なる概念を含めて考察していたことによる（寺

西, 1984）。カップは，社会的費用の実質的な数量化や計測を行おうとすると最大の実務

的困難にぶつかるとしつつも，間接的に量的，貨幣的に表す方法があるとして，いくつ

かの方法を示していたが，その中には，損害補償費用や発生防止費用が含まれており，

（カップ, 1975, pp.107-108），その点について，概念上の混乱があるとされていた。 

 しかしながら，カップがこの外部性の問題に対して，企業の競争的行動に起因するこ

と（カップ, 1959, pp.16-17），企業が，会計上の利潤最大化という形式的合理性によっ

て行動している点を指摘したことは（カップ, 1975, pp.96₋103），企業会計との接点を考

える際の重要な視座となる。カップは，「問題は，自然環境の汚染を防止すればどれだけ

『もうかる』かではなく，きれいな水にどれだけの重要性をおくかということである。

これらの目標のどれを評価する場合にも，汚染された空気や水が市民の健康や他の価値

に及ぼす影響をぜひとも知らなければならないのである。」（カップ, 1975, p.111）とし

て，形式的合理性の視点からは，社会的費用の問題を解決できないことを強調してい

る。そして，社会的費用への解決策として，実質的合理性，すなわち，人間の不可欠の

欲求や行動に関する実質的理論からしか得られない基準を基にした，社会的最低限とい

う考え方を提示している（カップ, 1975, p.174）。具体的には，大気汚染などについての

汚染物質の最大許容濃度や，再生可能資源についての臨界ゾーン（それを超えて消耗さ

せると資源の破壊が進行して元にもどらなくなる）を規定することで，社会的な安全水

準を作るという考え方である（カップ, 1975, p.104）。 

 カップの社会的最低限の考え方は，環境基準や環境目標という国際的な環境政策に組

み込まれるとともに，社会的費用を内部化するための汚染者負担原則へとつながってい

った（大森, 2020, pp.175‐176）。 

 なお，経済学の中でも環境問題を扱う領域には，多くのアプローチがあるが33，第 2

章で示した，弱いサステナビリティに関連する領域は，新古典派経済学の流れを受けた

環境経済学として，強いサステナビリティに関連する領域は，エコロジー経済学として

展開されており，カップの社会的費用論は，制度学派の環境経済学として継承されてい

る（大森, 2020）。エコロジー経済学者のデイリーと制度学派の環境経済学者である P.セ

ーデルバウムは，いずれも，新古典派経済学の環境経済学を従来のアプローチの部分的

拡張にすぎないとして批判し，環境問題の複雑性や独自の論理（経済の論理とは異な

る）から，貨幣への一元的な還元を批判するとともに，より根源的な変革を求めるサス

テナビリティの経済学を志向している（デイリー, 2005; セーデルバウム, 2010）。すな

わち，経済学においては，ピグー税のように，既存の経済学の分析枠組みを使って，外

部性への対応を図るアプローチと，従来の分析枠組みを超えて，外部性や持続可能性へ

 
33 植田ほか（1991）では，環境経済論の諸系譜とそのアプローチが整理されている。 
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の対応を根源的に考えるアプローチが存在しているといえる。 

 カップの社会的費用論は，直接的に環境問題の外部性を扱ったものであり，社会的費

用には，企業に内部化を求める費用も含まれていたことから，企業会計にも大きく影響

を及ぼすものであった。会計学においては社会的費用や外部性は，外部コストとして議

論されてきたため，次節では，その内容について検討する。 

 

3.2 会計学における外部コスト 

 経済学において展開された社会的費用の問題は，60 年代後半以降，会計学の分野でも

脚光を浴びるようになってきた（原田, 1974, p.1175）。この背景には，先進国における公

害問題の深刻化と，それに伴う企業への社会的責任の要請がある。AAA（アメリカ会計学

会）は 1970 年代に，環境や社会的な領域について，いくつかの報告書を発行しているが，

このうち，AAA（1973）は，組織の行動が物理的環境に及ぼす影響34について，内部及び

外部の利用者に伝達するために有用な測定及び報告方法を開発することを目的としたも

のである。当時の時代背景として，公害問題が社会的に大きな関心を集め，企業に対する

規制強化が，対策費用の負担を著しく増加させるとともに，場合によっては企業の存続に

も影響するということがあった。AAA（1973）では，公害の一因には，企業が経営上の意

思決定において，全ての費用を考慮しなかったことがあり，考慮されなかった費用が，社

会的費用又は外部不経済と呼ばれるものであり，これらの外部コストを内部化すれば，意

思決定においても考慮されるようになるとしている。（AAA, 1973, p.76）。さらに，環境

管理のための支出の増大が，重要性を増してきており，財務諸表利用者の意思決定にとっ

ても重要であるとして，情報開示の問題を議論している（AAA, 1973, p.91）。具体的には，

現状の財務諸表には，必要な環境対策コストが適切に反映されていないことから35，本来

計上すべき負債が計上されていなかったり，環境基準を満たさない資産の陳腐化が反映さ

れていなかったりすることが，比較可能性を阻害するとともに，そのような状況を放置す

ることは，環境基準に違反している企業を助長させることにもつながるといったことが，

会計監査上の問題であるとしている（AAA, 1973, pp.93₋94）。 

 そこで，内部的には，経営上の意思決定に組み込むために，情報のインプットとして非

財務的なものも含めた新たな要素を組み込んでいかなければならないとして，環境影響を

測定する方法を見つけ，それを情報処理，報告，意思決定モデルのいずれにも組み込んで

いかなければならないとした（AAA, 1973, pp.77₋78)。一方，外部報告に関しては，個々

 
34 物理的影響については，事業者が大気，水，土地に与える影響（公害問題）に限定し

て取り扱うこととされた（AAA, 1973, p.75） 
35 AICPA（米国公認会計士協会）が 1969 年と 1970 年の，汚染度の大きい 5 つの産業

を調査した結果では，開示されているほとんどが定性的な記述であり，財務諸表内での

開示はほとんどなく，あるとしても偶発事象としての脚注への開示となっていることが

紹介されている。（AAA, 1973, pp.91₋93） 
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の企業に起因する環境の外部コスト（環境損傷に対する社会的なコスト）を合理的に正確

に測定する手法を見出すことはできなかったため，現時点では，外部コストを測定して報

告することを試みるべきではないと結論づけた。その上で，会計の主要な目的は利益の決

定にあることから，既存の会計手法（減価償却費や不良債権の見積りなどと同様の手法）

を用いて公害防止コストを算定することや，環境負債については，発生主義を適用して，

過去の取引から生じた将来の重要な公害防止費用を開示すること，さらには，環境影響に

ついての追加的な情報開示として，財務諸表上，環境に関する費用や資産，支払額などを

別掲するとともに，組織の行動が環境に及ぼす影響については，言葉で説明することを推

奨している（AAA, 1973, pp.79₋80）。 

 このように，AAA（1973）では，外部性の問題を企業利益との関係で捉えたうえで，外

部報告については，主として既存の財務報告の枠組みにおける改善提案を行っている。 

 さらに，AAA（1975）では，この頃多く見られるようになった，社会的会計の報告（環

境も含めた多様な報告）36に関して，企業活動が社会や物理的環境に及ぼす影響の測定や

報告の文脈で用いられている社会的コストを対象に，その現状や課題を分析している。特

に社会的業績の測定については，次の 4 段階に分類している。（AAA, 1975, pp.64₋65） 

 

 レベル 1：社会的に関連性を持つ一連の活動を確認する。活動の棚卸の実施。 

 レベル 2：インプットレベル。特定された社会的に関連ある活動についての努力の程度

を，使用された資源や取られた行動によって示す。 

 レベル 3：アウトプットレベル。行動やプロセスからの直接的なアウトプットを測定す

る。 

 レベル 4：結果の価値の評価。何が達成されたのかを明らかにすることと，その達成が

社会にとってどのような価値があるのかを評価することの両方が含まれる。これは，単な

る直接的な結果ではなく，二次的，三次的な波及効果，代替案，置き換えられた活動など

を考慮する必要がある。 

  

このレベル 4 の測定が，社会的測定では要請されているが，そのような測定をどれだけ

早く開発できるかは，深刻な問題であるとしている（AAA, 1975, p.65）。具体的には，こ

の問題についていくつかの例を挙げて説明している。例えば，大気汚染の場合，これを何

らかのモデルによって測定を行うことになるが，様々な条件下で正確かつ網羅的に関連性

を測定することは，非常に困難であり，コストもかかるとしている（AAA, 1975, pp.71₋

72）。 

 
36 企業の社会的責任のための会計，社会会計，社会的監査として，当時関心が高まって

いたものをさす。1971 年には，フォーチュン 500 のうち 47.8％，1972 年には，57.5％

が社会的な情報を開示していた。（AAA, 1975,pp.57₋58） 
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 レベル 4 では，社会に対する影響を把握するという点で，社会的費用や外部性を直接

測定することが求められるが，その測定は困難なものとされていた。他方で，これを試

行する動きもみられ，R.エステスは，組織が環境に与える影響を体系的にモデル化し，

社会的便益から社会的費用を控除することで社会的余剰を示す社会的報告書を提案した

（Estes,1976）。ただし，それに対しては，測定上の困難性や，示されている社会的ベネ

フィットから社会的コストを差し引いた社会的業績の実質的な意味についての批判がな

されていた（畑田, 1992, pp.133-135）。 

なお，これらの初期の研究や提案の基本的な考え方は，その後の環境会計のベースに

なっている。1990 年代以降に進展がみられた環境管理会計の分野では，ライフサイク

ル・アセスメント（LCA），ライフサイクルコスト（LCC），フルコスト，環境コスト，

環境原価計算，業績評価システム，投資評価などの様々な手法が研究されているが，そ

の中では，環境影響について物量やコストとして把握することが示されている（國部, 

2004; 経済産業省, 2002）。外部公表のための環境会計については，日本では，環境省の

「環境会計ガイドライン」37において，環境会計のフレームワークが提示されている。

そこでは，環境負荷の削減量として物量で把握される環境保全効果と，企業が負担した

環境保全コストの開示が，環境会計情報に含まれている3839（環境省, 2005）。 

以上のように，会計上は，外部コストを内部化していくことや，追加的な情報開示を

行うことで，環境問題への対応を図ろうとしていたと考えられる。ここでは，外部コス

トをいかに測定するかという点に焦点があてられており，また，金額での測定という財

務会計の枠組みでこれを捉えようとしていたことから，経済学でみられたような，外部

コストを金額評価すべきかどうかということよりも，いかに測定するべきかという技術

的な視点に関心が向けられていたものと考えられる。金額として一元的に会計の枠組み

で捉えようとする考え方は，経済学における既存の枠組みの延長としての考え方に通ず

るものがあり，一定の制約の中での会計のあり方を考えるという志向とは異なるものと

なっている。強いサステナビリティを前提とすれば，制約の中での会計のあり方を検討

する必要があり，これには従来の会計の延長とは異なる枠組みが必要であると考えられ

る。 

それでは，環境会計では，そもそも何を測定対象として設定するべきなのだろうか。

自然資本を持続可能な状態にするということは，環境負荷を一定の範囲内に抑えていく

 
37 現在は，「環境報告ガイドライン」の中に引き継がれている。（環境省, 2018） 
38 環境省の環境会計ガイドラインは，1999 年に最初に公表されたときは「環境保全コ

ストの把握及び公表に関するガイドライン」として，コスト情報が中心であった。（環境

庁, 1999） 
39 環境会計ガイドラインにおける環境会計の構成要素には，上記の，環境保全効果，環

境保全コスト以外に，経済効果（企業の利益への効果）が含まれている。（環境省, 

2005） 
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ということであり，それは，すなわち，外部コストを一定の範囲内に抑えていくという

ことになる。AAA（1975）では，社会的業績の測定として，インプット（レベル２），

アウトプット（レベル３），結果の価値の評価（レベル４）を測定の段階としている。イ

ンプットは，結果を得るために投入されたコストや資源がこれに該当する。アウトプッ

トは，それによって，直接的に生み出された結果であり，製品，廃棄物，汚染などの排

出物がこれに該当する。最後の結果の価値とは，アウトカムと呼ばれる内容に近い概念

である。これが段階として示されているのは，本来はアウトカムが求められるが，現実

的には，それを直接測定することが困難なことが多いためであり，代替的にインプット

やアウトプットが測定の対象として示されたものと考えられる。環境会計では，外部コ

ストが一定の範囲内に抑えられたかどうかを測定することが求められるが，同様に，そ

れを直接測定することが難しい場合，インプット，アウトプットについても考慮に入れ

ることが必要である。この点，環境会計としての測定対象をどのように捉えることがで

きるのかについて，さらに検討を深める。 

 

3.3 環境会計の測定対象 

環境会計の測定対象としては，インプット，アウトプット，アウトカムが想定される

が，AAA（1975）では，アウトカムが最も望ましいものとされている。これらの概念

は，行政の業績評価においても用いられてきたものであり，インプットや手続きから，

成果に焦点をあてた責任への移行に伴い，特に成果という意味でアウトカムの概念が重

視されるようになってきた（山本, 2013, pp.117‐118）。アウトカムは，近年，関心が高

まってきている概念であり，その定義について，統合報告のフレームワークを策定して

いる IIRC（国際統合報告評議会）と，インパクト投資を推進する GSG 国内諮問委員会

の報告書を参照する。 

 IIRC のフレームワーク（詳細は第 7 章で検討）は，2013 年に公表後，2021 年に改訂

されたが，改訂版では，アウトプットとアウトカムの違いを明確にしたうえで，アウト

カムと価値の維持や低下のシナリオを報告することを強調している40。IIRC（2021）で

は，アウトプットを「組織の製品およびサービス，ならびに副産物および廃棄物」

（IIRC, 2021, p.54），アウトカムを「組織の事業活動やアウトプットの結果として，資

本41にもたらされる内部および外部の結果（正および負）」（IIRC, 2021, p.53）と定義

し，アウトカムには「内部アウトカム（従業員のモラル，組織の評判，収益，キャッシ

 
40 2021/1/19 IIRC News “ IIRC publishes revisions to International <IR> Framework 

to enable enhanced reporting”. https://www.integratedreporting.org/news/iirc-

publishes-revisions-to-international-framework-to-enable-enhanced-reporting/ 

(2022/5/30 アクセス) 
41 資本は，財務，製造，知的，人的，社会・関係及び自然資本と広範に捉えられており,

自然資本も資本に含まれている。（IIRC, 2021） 

https://www.integratedreporting.org/news/iirc-publishes-revisions-to-international-framework-to-enable-enhanced-reporting/
https://www.integratedreporting.org/news/iirc-publishes-revisions-to-international-framework-to-enable-enhanced-reporting/
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ュ・フローなど）と外部アウトカム（顧客満足，納税額，ブランドロイヤリティ，社

会・環境影響など）。正のアウトカム（すなわち，資本の純増をもたらし，それによって

価値を創造するもの）と負のアウトカム（すなわち，資本の純減をもたらし，それによ

って価値を損なうもの）」（IIRC, 2021, par.4.19）が含まれるとしている。ここで，負の

アウトカムの概念について，環境の側面で考えると，まさに自然資本を毀損することに

つながる外部コストに相当するものと捉えることができる。 

また，アウトプットとアウトカムの関係については，「組織の中核には，様々な資本を

インプットとして取り込み，事業活動を通じてアウトプット（製品，サービス，副産

物，廃棄物）に転換するビジネスモデルがある。組織の事業活動とアウトプットは，資

本に及ぼす影響という点でアウトカムにつながる。」（IIRC, 2021, par.2.23）と説明して

いる。 

近年，関心が高まっているインパクト投資42の分野においては，アウトプットとアウ

トカムをインパクト測定・マネジメントの指標と考えている43。ここでは，インパクト

を「事業や活動の結果として生じた，社会的・環境的な変化や効果（短期・長期問わな

い）を指す」（GSG 国内諮問員会, 2021, p.20）としており，社会的インパクト評価を，

「社会的・環境的インパクトを定量的・定性的に把握し，事業や活動について価値判断

を加えること」（GSG 国内諮問員会, 2021, p.20）と定義している。また，アウトプット

とは「組織や事業の活動（アクティビティ）がもたらす製品，サービスを含む直接の結

果。（例）活動回数，活動期間，参加者数等」（GSG 国内諮問員会, 2022, p.9），アウト

カムとは「事業や取り組みのアウトプットがもたらす変化，便益。プログラムや活動の

実施後の影響として，受益者に現れてくる変化。（例）就労に関するスキルの獲得，気持

ちの変化（前向きになる），職につく等」（GSG 国内諮問員会, 2022, p.9）と説明してい

る。ここからは，インパクトの指標としては，本来的にはアウトカムが該当するものと

考えられるが，代替的にアウトプットによって測定することも肯定されているものと思

われる。また，この前提として，アウトプットからアウトカムがもたらされるとの関係

性が示されている。 

 環境サステナビリティの文脈では，負のアウトカムとなる外部コストを一定の範囲内

に抑えることができれば，環境サステナビリティが達成されるが，一定の範囲を超えて

しまうと，環境サステナビリティが達成困難な結果になっているということであり，そ

 
42 GSG 国内諮問委員会では，インパクト投資について，「財務的リターンと並行して，

ポジティブで測定可能な社会的及び環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する

投資行動」を指すとしている。https://impactinvestment.jp/impact-

investing/about.html （2022/7/16 アクセス） 
43 GSG 国内諮問員会（2022）によると，アウトカムの指標を必須とするか，アウトプ

ットの指標のみでも可とするかについて，基準を設けておらず，国際的にも足並みが揃

っていないとしている（GSG 国内諮問員会, 2022, p.9）。 

https://impactinvestment.jp/impact-investing/about.html
https://impactinvestment.jp/impact-investing/about.html
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れを測定することが，環境会計の究極的な目的ということになる。従って，環境サステ

ナビリティのための環境会計において測定すべきは，アウトカムであり，それが一定の

範囲内にあるかどうかを示すことが最も重要なことといえる。しかしながら，強いサス

テナビリティにおいて言及したように，そこには，どのように範囲を設定するのかとい

う問題がある。エコロジカル・フットプリントやプラネタリー・バウンダリーのような

基準を使うとしても，これは，あくまでマクロベースの基準であり，これをどのように

個々の企業に展開していくのかということが問題となってくる。気候変動に対しては，

SBT（Science Based Targets）というイニシアティブにおいて，パリ協定に整合した形

での温室効果ガスの削減目標を企業が策定し，実行していくことが推進されている44。

このような目標設定が，気候変動以外にも適用できれば，環境サステナビリティを評価

することができる範囲を設定できるということになるが，現状では，全ての環境問題に

ついて適用することはできない。このため，いかに目標を設定すべきなのかについて検

討することが必要となってくる。 

また，そもそも，アウトカム（外部コスト）をどのように測定するのかという問題が

ある。この問題を考えるにあたっては，負のアウトカムである外部コストが，どのよう

な経路を経て生じるのかを検討する必要があるため，まずは，インプット，アウトプッ

トとアウトカムの関係を検討することとする。 

従来，環境省の環境報告のガイドラインでは，マテリアルバランスとして，図 4 のよ

うなインプットとアウトプットの全体像を開示することを求めていた45。ここで，マテ

リアルバランスとは，「事業活動に投入された資源・エネルギー量（インプット）と，製

造された製品・サービスの生産・販売量，廃棄物・温室効果ガス・排水・化学物質等の

環境負荷発生量（アウトプット）を，分かりやすくまとめたもの」（環境省, 2012, 

p.129）と説明されている。 

 

  

 
44 https://sciencebasedtargets.org/ （2022/7/17 アクセス） 
45 2012 年までのガイドラインではこの開示が求められていたが，2018 年の改訂ガイド

ラインでは，「『マテリアルバランス』全体を網羅的に報告するのではなく，事業者が

『事業活動が直接的・間接的に環境に与える重要な影響』を自ら判断して，事業者が対

応すべき重要な環境課題について報告を求めるように変更｣したとしている。（環境省, 

2018, p.3） 

https://sciencebasedtargets.org/
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図 4 マテリアルバランスのイメージ図 

 

（出典）環境省, 2012, p.36 

  

図 4 のインプットに示された項目とアウトプットの下段（温室効果ガス排出量以下）

に示された項目は，一般的には，環境負荷情報や環境パフォーマンス情報と呼ばれるも

のである。ここで，環境負荷とは，環境基本法においては，「人の活動により環境に加え

られる影響であって，環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。」（環

境基本法 第 2 条）と定義されている。 

インプットからアウトプットを経てアウトカムにつながる例としては，エネルギーの

使用（インプット）によって CO2が排出され（アウトプット），それが，地球温暖化を

引き起こした結果，自然資本を悪化させる（アウトカム），という経路がある。しかし，

インプットには，アウトプットを伴うことなく，アウトカムにつながるものも存在す

る。例えば，水の使用は水資源の減少を通じて，干ばつや砂漠化が，生態系へ悪影響を

及ぼすことから，インプットからアウトカムへ直接的につながっている。また，木材な

どの天然資源の使用（インプット）も，それ自体が，生態系や地球温暖化への影響（ア

ウトカム）をもたらすものであり，さらに，それは，廃棄物（アウトプット）となった

あとに，環境汚染（アウトカム）をもたらすものでもある。 

すなわち，アウトカムは，インプット，アウトプットを通して発生するという経路が

みられる。そして，これまでの環境会計においては，主として，インプットとアウトプ

ットが測定対象とされてきた。IFAC（2005）では，環境管理会計において検討対象と

される情報を，物量と金額に分けて分類している46。物量情報としては，マテリアルの

インプット，アウトプット情報があり，インプットには，原材料・補助材料，包装材

料，製商品，消耗品，水，エネルギー，アウトプットには，製品（製品と副産物）と，

 
46 情報の収集は，目的に応じて，組織全体，個別のサイト，インプットマテリアル，廃

棄物の流れ，プロセスライン，設備ライン，製品ライン，サービスラインを対象にする

ことができる（IFAC, 2005, p.31; 日本語訳, 2006, p.38）。 
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廃棄物と排出（固形廃棄物，有害廃棄物，排水，大気排出）がある（IFAC, 2005, p.33; 

日本語訳, 2006, p.40）。金額情報としては，環境関連コストと収入額があり，環境関連

コストは，マテリアル・コスト（製品と製品以外のアウトプット），廃棄物と排出の管理

コスト，予防その他の環境管理コスト，研究開発コスト，潜在的コストに分類している

（IFAC, 2005, p.9; 日本語訳, 2006, p.11）。環境管理会計では，効率的な環境管理を目

的としているため，物量情報とコスト情報を関係づけることが極めて重要であるとして

いる（IFAC, 2005, pp.8, 37; 日本語訳, 2006, pp.10, 45）。このうち，アウトカム（外部

コスト）に関連するのは，潜在的コストであり，ここでは，金額情報の１つとして位置

付けられている47。なお，IFAC（2005）のインプット，アウトプットの物量情報には，

組織が利用する固定資産は含まれていないが，IPBES(2019)によると，自然の改変にと

って最も影響が大きいのは，土地利用であるとされており（IPBES, 2019, p.12; 日本語

訳, 2019, p.14），固定資産も対象に含めることが必要といえる。 

また，環境省の環境会計ガイドラインでは，外部報告のための開示様式が示されてい

るが，そこでは，環境保全コスト（金額情報），環境負荷の削減量を示す環境保全効果

（物量情報），環境保全対策に伴う経済効果（金額情報）が環境会計の構成要素となって

いる。環境保全効果には，事業活動に投入する資源に関する環境保全効果（インプッ

ト）と事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境保全効果（アウトプッ

ト）に加えて，事業活動から産出する財・サービスに関する環境保全効果（サプライチ

ェーンでのインプット・アウトプット），物流･輸送（サプライチェーンでのアウトプッ

ト），ストック汚染として汚染土壌の面積・量が対象となっている（環境省, 2005）。ア

ウトカムについては，2002 年版ガイドラインにおいて，「本ガイドラインで取り扱う環

境保全コストには，いわゆる社会的コストは含まれないこととします。社会的コスト

は，企業等によって通常負担されるコストとは異なり，第三者としての社会が負担して

いるコストとします。」（環境省, 2002, p.7）と，これを対象としないことが明記されて

いる。 

このように，従来の環境会計では，インプット，アウトプットが中心となっており，ま

た環境保全コストのようなインプットとなる金額情報も重視されている一方で，アウトカ

ムは重視されているとは言えない。従来の環境会計においてコストが重視されていたのは，

企業活動の効率性といった観点によるものであるが，環境サステナビリティのための環境

会計において最も重視されるのは，外部コストとなる負のアウトカムが一定の範囲内にあ

るかどうかである。ただし，その測定には，限界があるため，それを補足する情報として，

アウトカムに影響するインプット，アウトプットの情報が測定対象となってくる。つまり，

 
47 具体的な手法としては，回避コスト手法，損傷コスト手法，回復コスト手法，排出の

貨幣価値換算が紹介されている（IFAC, 2005, p.52; 日本語訳, 2006, pp.62‐63）。 
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ここでのインプット，アウトプット情報は，単に数値を出すだけではなく，アウトカムと

のつながりで示すことに意味がある。 

このように，環境会計の測定対象としては，アウトカムが中心となり，補足的にイン

プット，アウトプット情報を含めることになる。さらに，この測定のあり方について考

察する必要があるが，そのために，まずは，会計にはどのような機能があり，測定とは

どのような意味を持つものであるのかについて，次章で検討することとする。 
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４．会計の機能と測定 

  

環境サステナビリティの達成という目的に対して，会計以外にも様々な方法が考えら

れる。しかしながら，本研究では，会計には，他の方法にはない特別な意義があると考

えて，環境サステナビリティのために会計を用いることを提案している。それは，会計

が持っている特別な機能によってもたらされるものである。そこで，本章では，改めて

会計の機能を考察したうえで，会計の重要な構造となる測定について検討する。会計上

の測定のための基礎としては，井尻（1968）の会計測定の公理をベースに，環境会計に

おける会計測定の基礎には何が必要となるのかを検討する。 

 

4.1 会計の機能 

 会計の機能として，一般的には，利害調整機能と意思決定支援機能があると説明される

（桜井, 2022, pp.5-11）。また，会計の目的としては，意思決定に有用な情報を提供する意

思決定説とアカウンタビリティを果たす会計責任説があるとされている（井尻, 1976）。

アカウンタビリティは会計責任とも言われるように，会計の歴史的な成り立ちから会計の

本質を示すものであるとされている48（安藤, 2018）。FASB や IASB などの国際的な会計

基準設定主体の概念フレームワークにおいては，財務会計（財務報告）の主たる目的は，

経済的な意思決定に有用な財務情報の提供にあるとされており（FASB, 2010; IASB, 

2018），現在では，意思決定支援機能が重視されている。他方で，アカウンタビリティを

果たすことは，会社法などの法制度においても要請されており，結果として，様々な利害

調整に役立つものとして機能しているといえる。 

 青柳（1991）では，会計を言語とみる見方から，言語行為を機能的に３つに分類した言

語行為論との関係で，会計情報の機能を捉えている。すなわち，言語行為には，発語行為，

発語媒介行為，発語内行為があり，発語行為は，発話が，明瞭な意味を伴って対象に言及

し，対象を表示する行為であり，会計言語でいうと，財務諸表の作成が，企業の財政状態

や経営成績を表示するという行為である。発語媒介行為は，発話によって，聴者・話者・

その他の人の感情・思考・行動に結果として効果を生じる行為（人に影響する行為）であ

り，会計言語でいうと，財務諸表の作成が，会計主体や利害関係者の意思決定や行動に影

響や効果を及ぼすということである。発語内行為は，何事かを言いながら何事かを行って

いるという行為であり，例えば，発話によって約束や命令が生じるといった機能を示して

 
48 井尻（1976）では，会計の本質を，現在の定説である意思決定説ではなく，会計責任

にもとづく考え方（会計責任説）にあるとしているが，その根拠としては，会計が，過

去何世紀にもわたり会計責任を果たしてきたこと，会計責任が，会計を社会や組織にお

ける他の情報システムから区別するものであること，などをあげている（井尻, 1976, 

p.49）。 
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おり，会計言語でいうと，測定するや評価する（判定宣告型），陳述するや伝達する（言

明解説型）といった行為が該当する49。発語内行為は，対象に言及する発語行為が従属節

として存在し，文全体が発語内行為となっているため，発語内行為は発語行為を基礎とす

るものである。また，発語内行為（伝達など）が，説得や納得といった発語媒介行為につ

ながることから，発語内行為は発語媒介行為の手段となる。（青柳, 1991, pp.296‐305）

通説的には，会計の測定を発語行為，伝達を発語媒介行為とみるのに対して，測定も伝達

も発語内行為とみている。持分保護と情報提供機能は，会計機能についての規範的な見方

であるが，現実の会計の基本的な機能は発語内行為としての利害裁定にある（青柳, 1991, 

pp.310‐312）。つまり，一定の測定や評価を伴って算定された資本と利益に基づいて配当

を確定する簿記の機能は，配当請求権や徴税権が行使される状況を創造することで，会計

は所得分配の言語行為を営む（青柳, 1991, pp.50‐52）。これは，富と所得の配分によっ

て各種利害を裁定する機能であり，会計の創造的・政治的性格を示しており，発語内行為

が，他の 2 つの機能を仲介する。（青柳, 1991, pp.310‐312）。よって，会計の社会的な機

能を考慮したうえで，発語行為としての対象の表示や発語媒介行為としての意思決定への

影響を考える必要性を説いている。さらに，青柳（1991）では，会計のこのような機能が，

法や経済（市場），社会などを統合する力を持つものとして説明されている。 

Power（1994）においても，会計の持つ社会的機能，創造的機能が重視されている。す

わなち，会計は不確実な環境を認知する際のフィルターとして働き，それによって，管理

可能な対象に変換することで，組織内部で情報としての新たな現実を構成することができ

ることから，会計は規制装置としての特別な可能性を持つものである（Power, 1994, 

p.375）。また，会計は様々な利害を結び付け，表現する共通言語として機能するため，幅

広いコミュニケーションの役割を持つことができることから，社会的な技術でもある

（Power, 1994, pp.376‐377）。つまり，会計技術によって新しい情報のカテゴリーを生

み出すことができるが，その言語化は，あくまで選択的なものであるため，言語化に際し

て政治的な競争が行われることで，特定の可能性が排除されることや，言語化が抑止とし

て働くこと50，また，言語化によって新たな規制が生み出された場合に，規制を免れるた

めの行動を生み出すということもリスクとして存在する（Power, 1994, pp.374, 377, 382）。

このため，現実の行動の変革につなげるには，新しい詳細なルールを作るのではなく，新

たな概念を作ることが重要であるとしている（Power, 1994, p.383）。また，このような新

たな会計言語は，より広範なアカウンタビリティの概念と関連する（Power, 1994, p.384）。 

 
49 例えば，繰越商品の借方記録（100 万円）という会計表現によって，期末商品棚卸高

を 100 万円で評価するという意味になり，勘定表現が発語内行為になっている。（青柳, 

1991, pp.301-302） 
50 井尻（1976）では，人間が言葉にある意味があることを学ぶと，それに固執してそれ

以外の意味や用途を考える融通性を失うという，心理学の機能的固定について説明して

おり（井尻, 1976, p.215），これは，パワーのいう抑止的な側面に該当すると思われる。 
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 このように，会計は，経済や法律，社会との間をつなぐ強い社会的機能をもつ。これは，

会計言語の発語内行為としての機能であるが，それは，発語行為としての，内容選択によ

って影響を受け，発語媒介行為としての他者への影響のおよび方も変わってくるというこ

とになる。環境サステナビリティのための環境会計は，企業が環境サステナビリティに向

けた責任をいかに果たしているのかを社会に示すという意味で，社会へのアカウンタビリ

ティと強く結びついている。その意味で環境会計とは，社会的な機能としての会計の本質

を体現するものともいえる。Power（1994）では，外部性を起点として，組織の現実に変

化を起こし，それを内部の情報システムにつなげることが重要であるとしており（Power, 

1994, pp.385‐387），アウトカムに焦点をあてた環境会計は，そのような意義を有するも

のと考えることができる。 

 このように，会計の社会的，創造的機能を考えると，会計としての言語化によって，環

境サステナビリティの認知を向上させることができれば，環境サステナビリティに向けた

行動の変革をもたらし，結果として社会への責任を果たすことにつながるといえる。ただ

し，それは，どのように言語化するのか，すなわち，どのように，会計の構造を規定する

のかによって影響を受けることになる。 

 ここで，会計の構造とは，発語行為としての会計に該当するものであり，会計が伝達し

ようとする意味は，規約によって生成されるため，この規約が構造を規定することになる

（青柳, 1991, p.35）。本稿では，ひとまずは，環境会計を「環境にかかわる活動及び影響

を認識して，測定・評価し，情報を伝達する行為」と定義した（1.1）。会計の特徴として，

対象を定量的に測定することが出発点となり，何をどのように測定するのかという規約に

よって，構造の基礎が与えられるといえる。そこで，以下では，環境会計の測定構造を規

定するための規約として，測定基礎を考察する。 

 

4.2 環境会計のための測定基礎 

財務会計において，測定とは，財務諸表に計上される諸項目に貨幣額を割り当てるこ

とを意味するものとされており（企業会計基準委員会, 2006, 第４章 par. 2），そのため

に，歴史的原価，公正価値，使用価値，現在原価，といった金額の種類を属性と捉え

て，どれを割り当てるべきかが議論されている（万代, 2011; IASB, 201851）。しかし，

環境会計が測定対象とするアウトカムや関連する環境負荷に対して，貨幣額を割り当て

るべきかどうかは，改めて議論すべき要素である。井尻（1968）では，測定とは，数字

を物に割り当てることをいい，測定の目的は物の間のある与えられた関係を数の間に前

もって決められている関係によって表現する点にあるとしている（井尻, 1968, p.28）

 
51 IASB (2018) では，測定基礎と表現している（IASB, 2018, par. 6.1）。 
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52。また，青柳（1991）でも，測定とは，言語機能では対象の表示としての表現であ

り，その表現は数学的意味を持つもので，関心のある対象もしくは事象の何らかの属性

を表現するために数が割り当てられる過程であり，測定方法とはその規約であるとして

いる（青柳, 1991, pp.229‐230）。このような測定の原理的な定義53からは，測定の中

に，評価というプロセスが織り込まれている。このことから，先にみた環境会計の定義

は「環境にかかわる活動及び影響を認識して，測定し，情報を伝達する行為」と置き換

えることができ，これを，本稿における環境会計の定義とする。 

井尻（1968）においては，測定の本質から，会計測定において必要となる公理を示し

ており，環境会計においても，測定の本質からアプローチするために，この公理を基に

して，どのような測定基礎を考えるべきかを考察する。 

井尻（1968）では，会計を，本体（経済事象など）を表現するために用いられる記号の

一種と捉え，その表現は，記号から経済事象が推定されるような規則に従わなければなら

ないとする（井尻, 1968, p.1）。ここで，測定とは，言語の特別な場合であり，それは数の

システムにおいてあらかじめ決められている数（number）とその間の関係を利用して，

実世界の現象を表現しようとするものである。数字54は記号の一種であるが，数のシステ

ムの中であらかじめ決められている数の間の関係を利用するという点で，通常の言語には

見られない特徴を持っている。（井尻, 1968, p.25）よって，測定は，物の間の関係を規定

するために行われるもので，物に割り当てられた数を，他の物に割り当てられた数と比較

することによって，これらの数の間の関係から物の間の関係が確定されることに意味があ

る。このため，本体における関係を把握することで，それがどの写体関係によって表現さ

れているかを明確にすることが必要不可欠といえる（井尻, 1968, pp.37-39）。 

 そして，現在の会計では，経済事象が対象になっていることを前提に，会計測定は，支

配，数量，交換という３つの公理によって規定されるとする（井尻, 1968, p.92）。まず，

「支配」について，会計では，与えられた主体の支配下にある経済財のみを問題とするた

め，財がその主体の支配下にあるかどうかを判断する支配規準が必要となる（井尻, 1968, 

pp.93‐94）。つまり，どの主体が対象になっているのかを明示することと，支配規準55を

明確にすることで，支配下にある財とそうでない財が明確に区分されることになる56。次

 
52 AAA（1971）においても，この定義を引用して，測定の一般的な定義の特徴を表した

ものであるとしている（AAA, 1971, p.46）。 
53 AAA（1971）では，「会計測定とは，過去または現在の観察に基づき，規則に従っ

て，企業の過去，現在または将来の経済現象に数値を割り当てること」と定義している

（AAA, 1971, p.47）。 
54 井尻（1968）では，数字を数の表現という意味で使っており，数字は必ずしもアラビ

ア数字で表現される必要はないとしている。（井尻, 1968, p.28） 
55 慣習的会計では，法律上の所有権が支配規準になっているとしている（井尻, 1968, 

p.94）。 
56 さらに，将来，主体の支配下に置かれ，支配下から出ていくと予想される財（未来財



41 

 

に，「数量」とは，財を同質性に基づいて分類したうえで，各クラスに対して数量で表現

することを意味しており，そのための数量測度が規定される（井尻, 1968, pp.100‐101）。

この段階では，必ずしも金額で測定する必要はないが，通約可能な測定単位（金額など）

を使用した場合，財産や利益を一つの単位で示すことが可能となる。最後の「交換」は，

得た財と失った財を関係づけること，すなわち，財の増減を単純に記録するのではなく，

交換を認識することで，価値測度による単一の単位での表現を可能にするものである（井

尻, 1968, pp.117‐118）。 

 このように，3 つの公理は，財務会計上，何をどのように測定するのかについての基礎

を明らかにしている。環境会計においても，測定の基礎を明らかにすることで，会計の構

造を規定することができる。そこで，環境会計における測定の基礎を明らかにするにあた

って，財務会計上の公理が適用可能かどうかを検討していく。 

 財務会計においては，会計の主体（エンティティ）は，法的な実体と一致させる必要は

なく，部門，支店など法的実態よりも狭い単位で設定することも，連結グループなど，法

的な実体を広げて設定することも可能である。環境会計においても，主体（エンティティ）

の設定そのものについては，財務会計と同様に捉えることが可能といえるが，決定された

主体のどの活動を捉えるのかという点について大きな違いが生じる。つまり，財務会計に

おいては「所有」を基に，測定範囲を決めているが，所有という概念は，私的財において

成立する概念であり，環境のような公共財としての性格を持つものには成立しない。この

ため，「所有」とは別の基礎を求める必要がある。 

環境会計の測定については，第 3 章において，アウトカムを対象とすべきことを示し

た。これは，主体からのインプット，アウトプットをベースにそれが，地球環境に対して

どのような結果をもたらすのかを表現することであるが，その対象には，主体が所有して

いなくても，バリューチェーン全体におけるインプット，アウトプットからのアウトカム

を考慮することが必要になってくる。その根拠は，環境問題の責任の捉え方の原則が，汚

染者負担原則，拡大生産者責任といった，汚染の原因をもたらす行為に対して責任が規定

されるという点にある。汚染者負担原則は，リオ宣言の第 16 原則に，「国の機関は，汚染

者が原則として汚染による費用を負担するとの方策を考慮しつつ，また，公益に適切に配

慮し，国際的な貿易及び投資を歪めることなく，環境費用の内部化と経済的手段の使用の

促進に努めるべきである。」（UN, 1992）として示されたことで環境政策の基本となって

いったものである。さらに，拡大生産者責任は，OECD の 2001 年のガイダンスマニュ

アルによって世界的に循環型社会形成のための基本理念となった考え方であり，「製品に

対する物理的および，または経済的な生産者の責任を，製品のライフサイクルの使用済み

 

産）を規定するのに，支配規準だけでなく，認識規準が必要であるとしている（井尻, 

1968, p.97）。 
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段階まで拡大する環境政策のアプローチ」とされている（田崎, 2018）。このような責任の

原理を基本に考えた場合，環境会計においては，アウトカムをもたらす原因となる行為を

起点にその範囲を捉える必要がある。この場合，川上から川下まで含めたバリューチェー

ンをその対象に含めるのは，主体の判断次第で，バリューチェーンへの影響が決まってく

るからであり，アウトカムの原因にかかわるものとして，責任を認定するものである。す

なわち，ここから導かれる測定基礎は「責任」であり，アウトカムに責任を負う範囲が，

環境会計として測定すべき範囲であると考える。 

 次に，「数量化」については，環境会計においても，何らかの同質性のあるクラスに分

けて，それらについて数量化を行うという意味においては，必要な基礎といえる。このた

め「数量化」の公理そのものは，環境会計においても適用可能なものである。ただし，具

体的な適用方法については，財務会計をそのまま使うことができないため，検討が必要で

ある。まず，財務会計で扱うクラスは，通常は勘定として統合され，最終的には表示の規

約に従って，決算書上に反映されるが，勘定は，形態別または機能別に分類されたもので

ある。この段階では，必ずしも，貨幣単位のような統一尺度である必要はなく，それぞれ

に対して測定属性が用いられることになる。財務会計では，経済財は，貨幣が交換尺度と

して一般化されているため，取得原価，時価といった金額の種類を属性と捉えており，そ

れぞれのクラスにおいて，どのような属性が妥当であるかについての具体的な規約が定め

られる。前章では，環境会計においては，測定対象として，アウトカムを中心にそれに影

響するインプット，アウトプットが測定対象になるとした。インプット，アウトプットと

なる環境負荷物質を測定する行為は，現実に行われている部分もあり，測定器を用いた直

接測定のほか，理論的な計算によることもあるが，測定単位（物量単位）はそれぞれ異な

っている。さらにこれらを，最終的にアウトカムとして表現しようとする場合，その測定

属性はどのようなものが妥当であるのかは，改めて検討する必要がある。 

最後の公理である「交換」については，経済財の交換を認識することで，利益や資産な

どを価値測度による単一単位で表現することを可能にするものである。環境会計において

は，最終的にはアウトカムを測定することが望ましいが，それは，インプット，アウトプ

ットから生じるものである。ここで，インプット，アウトプットからアウトカムへの過程

について，インプットやアウトプットとしての環境負荷物質が犠牲となって消滅し，アウ

トカムが成果として生まれるという「交換」の概念で捉えることは難しい。よって，別の

測定のための基礎を考察する必要がある。 

ここで，最終的なアウトカムについて，自然資本への結果という形で，統合した表現が

可能である場合，それは，環境影響領域ごとの影響を統合したものとなる。また環境影響

領域ごとの影響とは，インプット，アウトプットの環境負荷が各環境影響領域にどのよう

な影響を及ぼすのかという自然科学的知見に基づくものである。つまり，それは交換とし

てではなく「影響」として捉えられるものである。その影響は，形態別の環境負荷物質が
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機能別にどのように影響するのかを表現するものとして捉えることもできる。この過程で

は，異なる尺度で測定されたものを通約することが必要になってくるため，どのような通

約尺度を用いることができるのかを検討することが必要である。測定とは，本体の関係を

表現することを目的とするということから考えると，通約することで関係性が見えなくな

ったり，誤解を与える結果になれば，測定の意味をなさないため，計算可能であればどの

ような尺度を用いてもよいということにはならない。これは，「数量化」における，アウ

トカムとしてどのような測定属性を用いるべきかに通ずる問題でもあることから，「数量

化」と「影響」の問題を合わせて，アウトカムの測定問題として検討することとする。 

アウトカムの測定にいたる経路は，インプット，アウトプットとしての環境負荷を測

定し，それを自然科学的知見によって環境影響領域ごとに集約したあと，各影響を，何

らかの共通化できる尺度を用いて，最終的に統合して測定するという流れになる。例え

ば，最後の段階で金額評価を行うことで統合化する場合には，環境経済学において研究

されてきた環境評価手法を用いることができる。弱いサステナビリティ（2.3.1）におい

て言及したように，環境の価値評価において，市場価格を用いると部分的な評価しかで

きないため，環境の持つ多様な価値を積極的に評価するため，支払意思額，仮想評価法

（CVM）といった手法が開発されてきた。 

アウトカムの測定や，それが困難な場合に，インプット，アウトプットの情報とアウ

トカムとのつながりをどのように示すことができるのかについては，環境影響評価のプ

ロセスから考察する必要がある。ライフサイクル・アセスメント（LCA）の国際規格で

ある ISO14040，14044（環境マネジメント−ライフサイクル・アセスメント−）では，

環境影響評価手法の手順を端的に示しているため，これを基に，具体的な検討を行って

いくこととする。 
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図 5 環境影響評価手法の一般的手順 

 

（出典）伊坪・稲葉, 2018, p.5. 図 1.1₋1 

 

 図 5 は，ISO14044 に基づく，環境影響評価の手順を示したものである。評価の範囲

は目的に応じて設定できるが，例えば，CFC などのフロンガスや CO2の排出量が最初の

インベントリであり，これが，インプットやアウトプットとしての環境負荷量である。さ

らに，これらはいずれも温暖化の原因となるので，地球温暖化という影響領域に集約され

る。このとき，CFC も CO2も単位はトンであるが，単純に合計することはできない。こ

れは，フロンガスと CO2では，1 トン当たりの温室効果の影響が異なるためであり，温暖

化係数を用いて，CO2トン当たりに換算して合計することが必要となる。さらに，温暖化

以外の環境影響（オゾン層破壊，人間毒性，酸性化など）についても，それぞれ同様に，

自然科学的な知見を基に，各影響領域別に算定することができる。次に，これらを，例え

ば，人間健康，生態系，資源への影響といったカテゴリに集約することで，各環境影響領

域を統合することができ，さらには，これらを単一指標として統合化することもできる。 

LIME（Life-cycle Impact assessment Method based on Endpoint modelling）は，環

境への排出物や資源の消費が人間の健康や生物多様性などへ及ぼす被害量を推定し，さら

にそれを金額換算するという被害算定型の環境影響評価手法である。統合化の方法として

は，被害算定型以外にも，環境領域間の問題比較型があり，問題比較型では，影響領域間

の重要度に重みづけをする一方，被害算定型では，環境問題を通じてどの程度の被害を受

け得るのかという評価結果を基に，環境影響をエンドポイント（保護対象）レベルで集約

し，最後に，単一指標による統合化を行う（伊坪・稲葉, 2010, pp.54‐57）。この単一指

標のための統合化に使われるのが，コンジョイント分析という手法であり，アンケートに

よって，各保護領域（人間健康，生態系，資源など）を保護するための支払意思額を聞き
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57，それを属性によって統計解析することで，重みづけの係数を算定する（伊坪・稲葉, 2010, 

pp.578‐580）。被害算定型も問題比較型も，価値判断を含むものであるが，被害算定型に

おいては，価値判断の領域が最終段階に限定されるという意味で，より客観的な方法であ

るとされている（伊坪・稲葉, 2010, pp.54‐57）。LIME は，日本における被害算定型の

ライフサイクル環境影響評価手法であり，日本における環境影響を適切に評価することを

目的として，日本の環境条件や環境思想を反映した手法論と係数の開発が行われてきた58。

2018年に発行された LIME3では，日本のみならず世界規模での影響を評価できるよう，

世界 193 カ国で発生する環境影響の評価が可能となっており，世界各国の環境意識の違

いを反映させたものとなっている（伊坪・稲葉, 2018）。 

LIME では，保護対象として，人間環境，社会資産，一次生産，生物多様性の 4 つに対

して，環境影響が統合化されており，このうち，環境サステナビリティに直接関係するの

は，一次生産と生物多様性である。一次生産とは，植物が光合成によって有機物を作り出

すことをいい，この一部が植物をエネルギー源とする食物網（消費者）や微生物（分解者）

に流れることから，生態系のエネルギーフローの重要な基盤と位置づけられる。ここでは，

一次生産への被害量を表す指標として，純一次生産量（NPP）が用いられており，生物多

様性への被害を表す指標としては，環境負荷により発生する絶滅種数増分期待値（EINES）

が用いられている（伊坪・稲葉, 2018, pp.23-24）。以上からは，環境サステナビリティを

評価するための最終的なアウトカムとは，主体の活動に起因して生じる様々な環境負荷物

質（インプット，アウトプット）による一次生産と生物多様性への影響を統合した結果と

いうことになる。そこで，LIME3 の係数を用いて，具体的にこの関係を例示することと

する。 

 資源の消費や廃棄物の最終処分は，一次生産と生物多様性に影響を及ぼす。例えば，表

1 の事例では，各資源，廃棄物の量が 1 トン（1,000kg）であった場合，インプットとし

ては，各資源の投入量（1,000kg/合計 3,000kg），アウトプットとしては，各廃棄物の排出

量（1,000kg/合計 3,000kg）という物量情報が測定され開示される。しかし，これらの生

物多様性，一次生産への被害の影響の程度はそれぞれ異なっており，それは被害係数とし

て示されている。資源の中では生物多様性への影響は，森林資源が最も大きく，一次生産

への影響は，アルミニウムが大きいことが分かる。同様に，廃棄物の中では紙くずの生物

多様性への影響が大きいことが分かる。また，生物多様性への影響（EINES で評価），一

次生産への影響（NPP・kg で評価）をそれぞれ統合して示すことができる。 

  

 
57 実際には，いくつかの選択肢の中から最も望ましいものを選択してもらう選択型が採

用されている。（伊坪・稲葉, 2010, p.579） 
58 LIME2 は，LIME の改良版で 2010 年に発行された。 
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表 1 インプット・アウトプットとアウトカムの関係① 

 

（出典）LIME3 の係数（日本，利率 5％，インプット（生産国）を採用）を基に筆者作

成。伊坪・稲葉（2018）参照。 

 

さらに，これを金額評価したものが表 2 であり，コンジョイント分析を用いて金額とい

う統一指標への換算を行っている。その評価は，生物多様性への影響と一次生産への影響

の選好によって変わってくるが，各影響を合計することで，最終的にアウトカムを 30.55

ドルとして評価できるところに特徴がある。 

 

表 2 インプット・アウトプットとアウトカムの関係② 

 

（出典）LIME3 の係数（日本，利率 5％，インプット（生産国）を採用）を基に筆者作

成。伊坪・稲葉（2018）参照。 

 

 すなわち，これまで，単純にインプット，アウトプットの数量で表現していたものを，

いくつかの通約尺度を用いて，統合化していくことで，アウトカムにどのような影響を与

えたのかを明らかにすることができる。環境サステナビリティの評価につなげるためには，

このような測定を行うことが望ましく，それは，「責任」，「数量化」，「影響」という測定

被 係数

EINES/kg
EINES

被 係数

NPP/kg
N   kg 

ア ミニウム 1,000kg 6.87E-14 6.87E-11 0.057 56.584

鉄 1,000kg 1.38E-14 1.38E-11 0.006 6.051

森 資源 1,000kg 2.32E-12 2.32E-09

アウトプット   

 プラ 1,000kg 1.96E-14 1.96E-11

 油 1,000kg 6.54E-15 6.54E-12

紙くず 1,000kg 3.46E-14 3.46E-11

6.08E-11 62.635

   

 計

一次  へ     多様 へ   

 類 イ プット   

資源

統    

US$/kg ド US$/kg ド ド 

ア ミニウム 1,000kg 0.0008 0.76 0.003 3.16 3.92

鉄 1,000kg 0.0002 0.15 0 0.33 0.49

森 資源 1,000kg 0.0255 25.47 25.47

アウトプット   

 プラ 1,000kg 0.0002 0.22 0.22

 油 1,000kg 0.0001 0.07 0.07

紙くず 1,000kg 0.0004 0.38 0.38

27.04 3.5 30.55

  多様   値  一次    値  

　 計

 類 イ プット   

資源
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基礎によって導かれるものと考えられる。 

 しかしながら，このような計算には，多くの不確実性が含まれており，不確実性への対

応についても検討する必要がある。 

 

4.3 環境会計と不確実性 

 先に見た，環境影響評価の計算には多くの不確実性が含まれている。まず，このような

評価が可能になるには，ある程度の科学的知見の蓄積が必要となるため，評価すべきもの

の全てが網羅されているわけではない。表 3 は，LIME によって評価された範囲の一覧を

示したものであるが，評価が求められるものの，実際には評価ができなかった項目が×で

表記されている。例えば，気候変動については，生物多様性への影響は評価しているが，

一次生産への影響は評価されていないということである。 

 

表 3 LIME における評価範囲 

 

（出典）伊坪・稲葉（2010;2018）を基に筆者作成 

〇は LIME2 あるいは LIME3 において評価対象とされた項目。 

×は定量化が望まれるが情報不足や信頼不足で評価が困難とされた項目。 

 

 さらに，より詳細に，気候変動について，生物多様性，一次生産に与える影響の算定対

象を見てみると，表 4 に示すように，多くの項目が，定量的な情報が乏しいとして算定対

象に入っていないことが分かる。つまり，気候変動の生物多様性への影響として具体的に

算定が可能になっているのは，陸域生態系に関する影響のみということである。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護 象

  領域 関連  イ プット，アウトプット 

  多様 一次  

気候変   O2 〇 ×

           － 〇

大気    O2,NOx － 〇

     O2,NOx － 〇

光   キシダ ト NOx － 〇

            〇 －

 態毒       〇 －

 資源消費   × ×

土 利  利 面積 〇 〇

資源消費     ，鉱 資源 〇 〇

森 資源消費 森 資源 〇 〇

    最終処分  〇 〇
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表 4 気候変動に対する算定対象 

保護対象 カテゴリエンドポイント 算定対象 

生物多様性 陸域生態系：気候変動に伴う陸生生物の種構成変化 〇 

水域生態系：気候変動に伴う水生生物の種構成変化 × 

一次生産 陸域生態系：陸上植物の生産力の変化 × 

水域生態系：植物プランクトンの生産力の変化 × 

土地損失：海面上昇に伴う水没による土地の損失 × 

（出典）伊坪・稲葉, 2018, p.40 表 1.3‐1 を基に筆者作成 

×：算定対象外となっているもの 

 

 このように，評価範囲は，科学的知見の蓄積状況によって変わってくる。さらには，科

学的知見の蓄積によっては，従来の評価結果そのものが変わることもありうる。例えば，

地球温暖化の影響領域に集約される温室効果ガスには，CO2以外にも，フロンガスなどが

あり，これらは，温暖化係数を用いて，CO2単位当たり重量に換算される。フロンガスの

中には極めて温暖化係数が高く，中には CO2 の 1 万倍以上になるものもある。一般的に

この係数は，IPCC の報告に基づいたものが使用されるが，係数は科学的研究の発展に伴

い変化することがあり，例えば，HFC-23（トリフルオロメタン）の場合，IPCC 第 2 次

報告では 11,700，第 4 次報告では 14,800，第 5 次報告では 12,400 と大きく変動してい

る59。 

 さらに，最も不確実性が高いのが，最終的な金額評価に使われる係数である。LIME3 で

は，G20 各国60を対象としたアンケート調査が実施されているが，その結果をみると，国

による違いに加えて，先進国（G8）と新興国（その他の 11 カ国）の違いがみられる。 

 

表 5 重みづけ係数の比較 

 人間健康 社会資産 生物多様性 一次生産 

G20 0.34 0.13 0.29 0.23 

G8 0.30 0.10 0.34 0.26 

G8 を除く G20 0.44 0.18 0.19 0.19 

（出典）伊坪・稲葉, 2018, p.258 表 3.1₋2 

 

 
59 経済産業省「主な温室効果ガスの温暖化係数一覧」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/kagaku_busshitsu/flon_tais

aku/pdf/003_s03_00.pdf （2022/5/8 アクセス） 
60 G20 に属する 19 カ国（先進諸国 8 カ国（G8）と新興諸国 11 カ国，欧州連合は除

く）が対象となっている。（伊坪・稲葉, 2018, p.241） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/kagaku_busshitsu/flon_taisaku/pdf/003_s03_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/kagaku_busshitsu/flon_taisaku/pdf/003_s03_00.pdf
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 表 5 は，コンジョイント分析から得られた結果を基にした，重みづけ係数（全体の和が

1 になるように調整済み）である。それぞれ，環境問題に起因する各損失への対策のため

に支払ってもよいと考える金額を聞いた結果を基礎にしている。人間健康では，寿命の減

少，社会資産では，資源（農作物，鉱物，化石燃料など）の喪失，生物多様性では，生物

種の喪失，一次生産は森林の喪失がその対象となっている。表 5 において，数値が高い方

が重要視されていることを示している。全体では，人間健康が最も高いものの，先進国（G8）

では，生物多様性の方が高い数値となっている一方で，新興国（G8 を除く G20）では，

生物多様性は低いが，人間健康は高い数値となっている。これについて，人間健康の違い

は，新興国では環境汚染による環境影響が自国を含む地理的に近い範囲で発生している一

方で，先進国の多くが，平均寿命が 80 歳に達しており，汚染による健康影響がある程度

抑制されていること，生物多様性については，先進国では，生物種の絶滅や保全に関する

情報共有や環境教育などが進んでいることなどが原因として分析されている（伊坪・稲葉, 

2018, pp.258₋259）。このように，価値判断の部分は，評価者が置かれている環境や状況

によって影響を受けるため，先進国と新興国の違いや国ごとの違いとして表れてくるが，

同じ国でも性別や年齢，居住環境などによって違いが生じることが想定される。 

すなわち，最終的な金額評価においては，主観的な判断に基づいた評価となるため，誰

が評価をするのかで，結果に大きな違いが生じる。金額評価は，最終的に一元的な評価が

可能になるというメリットがある一方で，金額評価については，サステナビリティの経済

学を志向するカップ，デイリー，セーデルバウムらによって強く批判がなされていた。そ

れは，生態系の固有の価値といったものを金額的に表現することは不可能であり，結果と

して部分的な評価による意味のない数値になるという点，自然資本の不可逆性を考えると，

一定の線形モデルで仮定されるような数式で示すことができないという点，環境影響は多

元的，空間的に広がることを考えると，それを一元的に示すこと自体に意味がないという

点など，環境サステナビリティの持つ特性が根拠とされている。また，金額評価に還元す

ることの問題点は，価値換算の変動（たとえば，通貨の変動）が，本体の関係を崩してし

まい，測定本来の目的を達成し得ない可能性が生じる点にもある。すなわち，環境サステ

ナビリティの特性を考えると，一元的な答えを求めることには意味がなく，アウトカムへ

の方向性を捉えるための測定を志向することが望ましいと考えられる。 

 このように，環境影響を統合化して評価しようとする場合，必ずしも網羅的に環境負荷

物質からの環境影響が評価されているわけではなく，自然科学的に方法論が確立されてい

ないものについては，測定対象に入ってこないという結果となっている。また，測定が可

能であってもその方法論の中には，多くの仮定（もしくはその後の変動が想定されている

要素）が入っていることもあり，測定結果に不確実性が高いという点を排除できない。こ

れらの不確実性は，環境サステナビリティの特性から当然に生じるものであり，環境会計

においては，この不確実性への対応を考慮することが不可欠となってくる。そこで，この
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点について，測定対象の不確実性と測定結果の不確実性に分けてその対応を考えていく。 

 まず，測定対象の不確実性とは，そもそも，科学的な知見が十分ではないために，対象

（特に環境影響）を把握する方法論が確立していないというものである。このような場合，

通常は，無視されるという結果となるが，環境サステナビリティの特性を考えると，後々

になって，重要な影響を及ぼすような結果となることがあるため，どのように対応するべ

きかを検討する必要がある。 

ここで，環境などの不確実性への対応について，Leach など（2010）では，アウトカム

と可能性についての知識の状況から，４つのレベルに分けてその評価の手法の概要を示し

ている（図 6）。ここでは，アウトカムと可能性についての知識がある程度高い場合に限っ

て「リスク」と捉え，その場合には，一般的なリスク評価のアプローチが可能であるが，

それ以外の場合には，従来のリスク評価の手法は有用ではないことを示している。つまり，

未知の部分が広いエリアについて，リスク評価によって焦点を狭めてしまうことによる問

題点が指摘されているのである（Leach et al., 2010）。環境管理を行ううえで重要なのは，

知らないことがあることをできる限り知ることであり，知識と予測可能性には限度がある

ことを認めたうえで，不確実性をもたらす本質的な要因に対応できる管理方法を確立する

ことにある（レヴィン, 2003, p.313）。 

よって，知識が十分に定まっていないような「無知」の分野（本稿では広く不確実性と

している）では，モニターや順応的な管理が重要になってくる。 

 

図 6 不十分な知識についての対照的な状況に対する評価の方法 

 

（出典）Leach et al., 2010, p.109. 図 5.2 を基に筆者作成 

 

 この考え方は，広く化学物質管理において採用されている PRTR（Pollutant Release 

and Transfer Register）制度の考え方とも整合するものと考えられる。PRTR 制度とは
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「人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が，事業所から環境（大気，水，土

壌）へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を，事業者が自ら把握

し国に届け出をし，国は届出データや推計に基づき，排出量・移動量を集計・公表する

制度」61のことで，リオ・サミットのアジェンダ 21 をきっかけに，各国における化学物

質管理の基本的な政策として取り入れられたものである。これは，はっきりと有害性が

認められてはいないものの，潜在的に有害性のある化学物質については，モニタリング

とリスクコミュニケーションを図ることで，企業に対しては自主的な削減を促すととも

に，蓄積された情報を新たな知見に活かすことで，化学物質の適正な管理につなげよう

とするものである（浦野, 1997; 2000）。環境会計の観点からは，幅広いモニタリングの

ために，一次的な測定が可能なインプット，アウトプットについては，広く測定対象に

含めるとともに，その結果をコミュニケーションしていくことが必要と考えられる。 

 次に，測定結果の不確実性への対応については，不確実な部分が結果に対してどのよう

に影響するのかということを追加的に説明することが考えられる。ISO14040，14044 で

は，インプット，アウトプットの測定の段階を LCI（ライフサイクルインベントリ分析），

その後の環境影響の評価の段階を LCIA（ライフサイクル影響評価）と呼び，評価を実施

した後に，結果の解釈を行うことが求められている。LCIA の結果については，重要度分

析，不確実性分析，感度分析などの，データ品質の分析を実施し，必要であれば，もとの

評価を修正することがある。これは計算過程において生じる様々な要因に関係している。

例えば，LCI の段階においては，全てのインプット，アウトプットのうち評価対象に含め

るべきものを判断するためのカットオフ基準が設けられるため，排除されたデータの中に，

環境的に重要なものが入ってしまう可能性がある。また，データの収集プロセスにおいて

も，欠落データの存在，計算又は推定データの存在があり，データ値の変動性，調査方法

の整合性といった点も，LCI の結果に影響を及ぼす。さらに，LCIA の段階においても，

方法論の選択によって結果が大きく影響されることがある。このため，結果の解釈の段階

においては，不確実性を理解し，結果の妥当性を判断するため，完全性点検，整合性点検

などを行い，最終的な結果を評価することが求められている。（日本規格協会, 2010） 

 このように，LCA では個々の計算過程が及ぼす最終的な結果の不確実性に対して，追

加的な調査や分析を求めており，環境会計においても，不確実性を理解するために，この

ような追加的な分析と情報開示が必要であると考えられる。 

 本章を要約すると，環境会計は，会計の社会的機能，創造的機能の観点から有用なもの

と考えられるが，その目的を達成するためには，どのような会計の構造とすべきなのか，

その測定構造が鍵となってくる。そこで，測定基礎について考察した結果，「責任」「数量

 
61 経済産業省ホームページ 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/ （2022/6/5 アクセ

ス） 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/
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化」「影響」を環境会計の測定基礎として規定した。これによって，環境サステナビリテ

ィの評価に有用なアウトカムの測定を志向することが可能となる。他方で，環境会計に付

随する不確実性については，技術的な問題と価値判断の問題があり，技術的な問題につい

ては，測定対象の不確実性と測定結果の不確実性に分けてその対応を考察した。一方の価

値判断の問題については，金額評価を求める中でそのような評価が入ってくることを指摘

した。しかしながら，環境サステナビリティのために，いかに目標（制約）を設定するべ

きなのかという根本的な問いも価値判断を伴う問題である。つまり，何を優先するのか，

誰に向けての環境会計なのかによって求めるべき水準は変わってくる。これは，そもそも，

環境会計がなぜ求められるのかという点につながる問題といえる。これまでの環境会計の

議論では，アカウンタビリティを基礎にその理論的根拠が説明されてきた。会計の機能に

おいても触れたように，アカウンタビリティは会計の本質であるとも言われている。この

ため，次章以降では，アカウンタビリティの視点から，環境会計のあり方について考察し

ていくこととする。 
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5．会計とアカウンタビリティ 

 

 環境会計は，既存の会計の拡張，または新たな枠組みとして展開されてきたものである

が，前章までは，会計の中心的な構造である測定面に焦点をあてて，環境サステナビリテ

ィの観点から何を測定すべきなのかという環境会計の内容について考察してきた。本章で

は，どのような文脈の中に環境会計を位置付けることができるのか，すなわち，なぜ環境

会計を伝達するのかという環境会計の目的について検討する。 

現在，財務会計（財務報告）の主たる目的は，経済的な意思決定に有用な財務情報を提

供することにあるとされているが（FASB, 2010; IASB,2018），会計の歴史的な成り立ち

を考えると，アカウンタビリティとしての目的が重要性を持ってくる。また，そもそも環

境会計が求められてきた背景としては，企業に対して，環境も含めた社会的責任を問うと

いうことが起点にあったことから，会計の目的としては，意思決定支援よりもアカウンタ

ビリティが適合すると言える。 

すなわち，環境会計とは，企業がその責任を果たしたことを説明するために，開示すべ

きものであり，その理論的根拠としては，会計（財務会計）におけるアカウンタビリティ

の議論をベースに，従来のアカウンタビリティを拡張する形の社会的アカウンタビリティ

論が展開されてきた。本章では，財務会計におけるアカウンタビリティを考察したうえで，

どのように，社会的アカウンタビリティの議論が展開されてきたのかについて考察する。

そして，環境サステナビリティを考えるにあたって，このような考え方には，限界がある

ことを明らかにする。 

 

5.1 財務会計とアカウンタビリティ 

 会計は，意思決定を支援するためにあるという通説的な会計の目的は，意思決定有用説

とよばれているが，これに対置するものとして，アカウンタビリティ62を会計の主目的と

みるアカウンタビリティ説（会計責任説）が存在する（佐藤ほか, 2022）。井尻（1976）

では，会計が単に情報提供のためだけに存在するならば，なぜ複式簿記の仕組を用いた記

録やその証拠を残す必要があるのかという点に着目し，そこには会計責任（accountability）

の存在があるとして，これが会計の本質であるとしている（井尻,1976）。 

 会計の歴史的成り立ちを考えたとき，会計の目的は，受託責任としてのアカウンタビリ

ティから説明される。Littleton & Zimmerman(1962)によると，イギリスの封建時代の荘

園における会計記録は，モノの受払と残高管理のために実施されたもので，この時代にお

いては，各人が義務を履行すること，すなわち受託責任を履行するために記録することが

会計の本質そのものであったとされている（Littleton & Zimmerman, 1962, pp.23-24; 日

 

62 説明責任，会計責任とも呼ばれる。 
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本語訳, 1976, pp.33-34）。また，日本にアカウンタビリティの概念を最初に紹介したとさ

れる岩田（1954）では，「職制上，企業内部において，財産の受払保管に関する権限が一

定の部署や担当者に委譲され，その責任
リスポン

の
シ

範囲
ビリティ

が限定されている場合，この業務を担当す

る者は，財産の受入から払出すまでの間において委託された財産が如何に管理保全されて

いるかの顛末を，要求されれば，説明する責任を負うものである。この種の責任が，ここ

にいうところのアカウンタビリティということである。」（岩田, 1954, p.365）とし，帳簿

記録の重要な目的を，財産保全のためのアカウンタビリティの設定解除という点から説明

している。吉田（1978）においても，歴史的な会計責任として，受託財産の記録を正確に

行うという簿記責任としての会計責任をあげている（吉田, 1978, p.18）。ここでのアカウ

ンタビリティは担当者（管理者）から経営者（領主）への財産保全についての説明責任で

あり，報告によって責任が解除されるとの考え方である。岩田（1954）では経営者と出資

者との間にもこの関係をみている（岩田, 1954, p.374）。このようなアカウンタビリティ

は，財産を受託したことによって管理責任が発生したことが根拠となっている。これは狭

義の受託責任としてのアカウンタビリティと捉えることができる。 

 さらに，株式会社を前提にした場合，経営者の株主に対する受託責任は単なる財産の管

理保全にとどまらず，その運用責任にまで及ぶと考えられる。すなわち経営者の業務執行

の適否を判断するためには，受託財産の運用責任が生じ，その経過と成果を示すものとし

て会計報告が求められるようになる。吉田（1978）では，この経営者責任としての会計責

任が本来の会計責任であるとしている（吉田, 1978, p.19）。ここでのアカウンタビリティ

は，経営者から株主への資本運用結果についての説明責任であり，経営者としての受託責

任によって生じたものと考えられる。この場合，財産を受託したことを原因と考えるのが

一般的であるが，特にコーポレート・ガバナンスの観点からは，株主総会において株主が

取締役を選任したことに積極的な根拠を見出している（関, 2008, pp.21-22）。英国におけ

るコーポレート・ガバナンスに関する『キャドベリー委員会報告書』では「企業所有者た

る株主が自らに代わって事業を営む取締役を選任し，取締役に事業の進展についてのアカ

ウンタビリティーを負わせるのである。」（Cadbury Report, 1992; 日本語訳, 2000, par. 

6.1）としている。 

 なお，AICPA(1973)では「アカウンタビリティの一つの重要な局面は，企業が証券を公

開するときにおこる。そのとき，企業はその証券について経済的意思決定を行う全ての

人々に責任が生じる。言い換えると，企業は過去，現在，潜在的な全ての投資家に対して

提供された情報に対して責任を持つ。」（AICPA, 1973, p.25）として，潜在的な投資家へ

のアカウンタビリティを認識している。この根拠について吉田（1978）は，現在株主と将

来株主の衡平や利害調整の点から求められるもので，株主に対する会計責任の単純な拡大

であるとしている（吉田, 1978, p.22）。投資者に対してアカウンタビリティを拡大するの

は，潜在株主が将来株主となる可能性があるためである。よって，その内容は株主に対す
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る場合と実質的には異ならず，経営の結果としての資本運用結果が対象になると考えられ

る。 

すなわち，財務会計の文脈では，もともとは，財産の管理責任に起因した会計記録の実

践がアカウンタビリティの原始的な態様であり，さらには，株主との間の財産の管理責任

（狭義の受託責任）に起因したアカウンタビリティに，また，その管理責任は単なる財産

の管理責任から運用責任に拡大したものとして理解されている。株主への責任は，潜在株

主を含めた投資者へと拡大して解釈されたものが，現在の財務会計におけるアカウンタビ

リティである。ここでは，経営者と株主の間の受託責任関係がアカウンタビリティの根本

的な原因になっているものと理解することができる。 

 このような一般的なアカウンタビリティの考え方からは，その内容を環境会計にまで拡

大したり，報告対象を投資家以外のステークホルダーにまで拡大できるのかといったこと

が問題となる。 

 キャドベリー報告書とその後のグリーンベリー報告書を受けて作成されたハンペル報

告書では，全ての上場企業に共通する最優先の目標は，株主の投資を長期にわたって維持

し，可能な限り向上させることにある（Hampel Committee, 1998, par.1.16），とした上

で，株主に対する関係とその他のステークホルダーとの関係を区別した。すなわち，「取

締役は取締役会としてステークホルダーとの関係に責任（responsibility）を持つが，株主

に対してはアカウンタビリティを持つ」（Hampel Committee, 1998, par. 1.17）として，

アカウンタビリティの対象を株主に限定した。そして，取締役は，ステークホルダーとの

関係を進展させ，維持することによってのみ，株主への法的な義務を果たし，長期の株主

価値の目的を成功裏に遂行することができる（Hampel Committee, 1998, par. 1.18），と

して，ステークホルダーとの関係を整理している。 

 関（2008）は，環境への配慮などの社会的責任の軽視は，リスク要因となることから，

そのリスクを管理することは内部統制の一環として株主に対するアカウンタビリティで

もあるため，取締役は，社会的責任に対する間接的なアカウンタビリティを負っており，

社会的責任を果たすことは，株主に対するアカウンタビリティの実効性を高めるための手

段であるとしている（関, 2008, pp.60-61）。 

 このように，株主への会計報告としてのアカウンタビリティは，株主によって選任され

た取締役が，財産の受託責任を負うことを根拠に説明される。従って，その受託責任を果

たす上で，例えば，環境情報がリスク情報として重要であれば，株主へも開示されること

になり，さらに，他のステークホルダーへの社会的責任を果たしたことを説明することが

重要であれば，他のステークホルダーへの情報開示も間接的に生じることとなる。 

 第 3 章でみた環境会計の中でも，企業が負担した，または将来負担するコストに関する

情報は，財務会計の文脈で捉えることができるが，さらに，追加的に環境負荷や外部コス

トの情報を開示することは，以上のような範疇でしか説明ができない。このように，財務



56 

 

会計のアカウンタビリティの考え方では，株主以外のステークホルダーへ環境会計などの

情報を開示する積極的な根拠とはならない。このため，アカウンタビリティの考え方を再

検討することで，アカウンタビリティをステークホルダーに拡張する，社会的アカウンタ

ビリティの議論が展開されてきた。 

 

5.2 社会的アカウンタビリティ 

財務会計におけるアカウンタビリティにおいては，経営者と株主の間の受託責任関係が

その基礎にあるため，そこから単純に，全てのステークホルダーに対するアカウンタビリ

ティを説明することができなかった。他方で，環境や社会問題に対する関心を背景に，拡

大した報告がなされるようになっていった。これに対する説明論拠としては，R.グレイの

社会契約を根拠とする考え方が影響力を持っているが，それ以外にも多様な論拠が展開さ

れてきた。 

グレイはこのような拡大された会計（もしくは企業報告）の実践の理論的根拠をアカ

ウンタビリティの概念を拡張することで説明した。アカウンタビリティについて，「ある

ものが責任をもって展開する諸活動に関する説明（必ずしも財務報告というわけでは決

してない）あるいは計算書を提出する義務」（グレイほか,2003, p.55）と定義している。

そして，それは，特定の活動を引き受けるための責任（活動することを自制するための

責任）と，それらの活動に関する説明を提供する責任を伴うが，このような責任関係に

ついては，情報に対する全ての関係と権利を適用するために一般化できる。つまり，社

会を諸関係のセットとして考えると，諸個人間，諸組織間，国家と個人もしくは組織の

間，個人と自然環境の残りのものとの間の関係などは，全て「社会契約」として，責任

と権利の関係を捉えることができるが，その契約には，法律的契約と非法律的契約であ

る道徳的あるいは自然との契約が含まれており，アカウンタビリティは法律的契約だけ

ではなく，非法律的な契約を含めて考えることで，情報開示の責任と権利が拡大するこ

とになる（グレイほか,2003, pp.55‐58）。しかし，法律的契約であっても，必ずしも情

報開示まで求められているわけではなく，法律に基づいた行動が必ずしもアカウンタビ

リティを履行したとはいえない。さらに，非法律的契約は，準法律的契約と哲学的権利

と責任に区分することができ，前者には行動規範や自らが設定した政策や目標などが含

まれ，後者は，社会的価値を反映したものであり，その多くは時の経過によって変化し

ていくものである（グレイほか, 2003, pp.58‐61）。このように，組織と社会の関係を社

会契約と捉えると，法律上，行動の責任があるものに加えて，組織が遵守を宣言した規

範や目標，さらには，社会的価値を反映したものについてもアカウンタビリティが生じ

ることになるとされる。 

 Chen(1975)は，受託責任の概念を再考することによって，社会的アカウンタビリティ

を説明している。すわなち，スチュワードシップ（受託責任）の概念の源流には，キリ
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スト教的な思想があり，全ての物は，神によって共同で使用するために与えられたもの

であるため，その所有者は，それを専ら自分の目的のためにだけ使用，管理するのでは

なく，全体としての社会の要請を満たすように使用，管理しなければならない。この社

会的な責任は，人間が神のスチュワードとみなされるため，基本的な受託責任である。

近代になって，個人の所有権が確立し，資本主義の発展によって法人企業が台頭する

と，経営者は所有者の代理人として，所有者の利益に対してのみ責任を負うという古典

的な受託責任の考え方がでてきたが，これは二次的な受託責任となる。さらに，現代の

大企業では，所有権が高度に分散され，支配権は分散された所有者から経営者に移るた

め，経営者は，単に所有者のスチュワードであるだけでなく，従業員，顧客，社会全体

のスチュワードとして，経営的な受託責任を負うことになるが，これには，本来の基本

的な受託責任と二次的な（所有者への）受託責任が含まれている。（Chen, 1975, 

pp.534-542）。 

 さらに，Chen(1975)では，会計主体論と関連させて，古典的な受託責任の考え方は資

本主説に，経営的な受託責任の考え方はエンティティ説につながるものであるとしてい

る（Chen, 1975, pp.539₋540）。飯田（1994）においても，会計主体論との関係でアカ

ウンタビリティを説明しているが，エンティティ説に関しては，基本的にはエンティテ

ィのための会計計算が求められ，その会計責任の履行対象が株主はじめ他の利害関係者

に広がるものの，会計計算の根本原理を根底から変化させるものではないとしている。

一方，企業と社会の関係を重視した企業観および会計主体観のもとで，アカウンタビリ

ティの拡充がみられるとする（飯田, 1994, pp.25-34）。 

ASSC の『コーポレート・レポート』では，規模や構造的に重要と考えられる全ての

経済主体には，一般に報告する暗黙の責任が存在するとしており，これを公共アカウン

タビリティ（public accountability）と呼んでいる。これは社会における資産の管理者と

しての役割から生ずるものである。また，報告の対象者は，情報に対して合理的な権利

を持つ者であるが，その権利は，組織の活動が影響を及ぼすか，もしくはその可能性が

あるときに存在するとしている（ASSC, 1975, pp.15,17)。 

若杉（1975）では，株主や債権者は企業に対して，エクイティを持ち，この持分に対

するものが受託者たる企業のアカウンタビリティであるとする。エクイティは請求権と

しての性格を持つとともに，財産を信託しているがゆえに，企業行動から生じるマイナ

スのインパクトを受ける可能性があり，その対処としてアカウンタビリティが求められ

る。一方，その他の利害関係者も企業の存立上不可欠な資源を提供しており，また企業

行動からマイナスのインパクトを受ける可能性を持った存在であると考えることができ

る。よって同様にエクイティとアカウンタビリティの関係を認めることができるとし

て，エクイティ概念の拡大から，その他の利害関係者に対するアカウンタビリティの必

要性を説明している（若杉, 1975, pp.43-50）。 
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 このように，社会的アカウンタビリティの根拠としては，社会契約，受託責任，会計

主体論，持分概念といった観点において，その見方を再考することによって，説明がな

されている。これによって，株主以外のステークホルダーを直接的な対象者として環境

会計を開示することの理論的根拠が示されたことになる。 

 

5.3 環境サステナビリティとアカウンタビリティ 

 環境サステナビリティという目標のためには，企業がその責任を認識することが前提

となることから，責任を前提とするアカウンタビリティの考え方は，会計の目的として

適切なものと考えられる。この場合，アカウンタビリティの手段としての会計の内容

は，本来，アカウンタビリティの関係性によって決まってくる。 

他方で，環境サステナビリティのための環境会計では，いかに目標（制約）を設定す

るべきなのかという問題があり，これは，何を優先するのか，誰に向けての環境会計な

のか，ひいては，何のための環境会計なのかによって求めるべき水準，つまり説明すべ

き内容が変わってくることを指摘した。  

財務会計において，株主への会計情報の説明が求められるのは，株主から選任され，

委託を受けた経営者が受託責任を履行するという関係性が存在するためであった。財務

会計のアカウンタビリティでは，受託資本がどのような成果を生み出したのか，また将

来的にも成果を生み出す状況にあるのかという点を株主に報告することに焦点があてら

れる。このため，具体的には，利益（経営成績）や期末の財政状態を報告するための会

計測定が求められ，その規約は会計基準として制度的に規定されてきた。環境規制が強

化されていくなかで，環境への対応状況が経営に影響し，それは将来の企業価値にもつ

ながるとの認識にたてば，利益や将来キャッシュ・フローに影響を及ぼすような環境サ

ステナビリティへの対応状況は，財務会計のアカウンタビリティの範疇に含まれてくる

ことになる。従来の環境会計においてコストが重視されてきたのは，利益（現在，将

来）に対する影響を重視していたという側面がある。 

一方，これまでの社会的アカウンタビリティの考え方では，財務会計の考え方を拡大

し，ステークホルダーと経営者との間には，社会契約が存在するとみなすことや，受託

責任や受託資本の範囲を広げて，報告すべき対象が，株主以外にも広く存在するとみな

して，その関係を説明していた。つまり，「株主－財務資本－経営者」の関係を，「ステ

ークホルダー－自然資本－経営者」の関係に広げることによって，説明内容を財務会計

から環境会計に拡大するという理論的な説明がなされてきた。この場合，アカウンタビ

リティの対象が，ステークホルダーに広がり，その内容は，社会契約や受託された資本

の内容となるが，結果的には，自然資本の適切な管理・保全という抽象的な捉え方にと

どまることになる。すなわち，ここからは，環境サステナビリティの重点の置き方，ど

のような環境問題，達成目標を設定すべきなのかが具体化されてこないが，ステークホ
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ルダーの構成員の関心内容は一様ではないことから，具体的な報告内容を規定するため

には，何らかのプロセスが必要となってくる。この点，財務会計のアカウンタビリティ

では，株主は，経済的な関心を持つ一つの集団として，報告内容を財務的成果に絞るこ

とができるため，そのようなプロセスは重視されていなかったことから63，それを拡張

した従来の社会的アカウンタビリティにおいても，決定のためのプロセスは重視されて

いなかったと考えられる。 

結果として，従来の会計やそこから派生した社会的アカウンタビリティに基づく環境

会計は一元的な内容となっているが，このような会計を否定して，より民主的な多元的

会計や対話型会計の必要性が主張されている（Brown, 2009; Brown & Dillard, 2014; 

2015）。これは，既存の会計が，投資家（市場）の立場を強化するものであるのに対し

て，会計を民主化するという趣旨で主張されているものである。本稿では，環境サステ

ナビリティの観点から会計がどうあるべきかという視点にたっているが，そこでの会計

は，投資家に向けた会計とは異なるものとなり，さらに，環境サステナビリティの多様

な特性を考慮すると，一元的に決定されるような会計とは異なるものとなることが想定

される。よって，多元的な会計や，対話型の会計は，環境サステナビリティの特性に適

合する会計の枠組みを持つものとして捉えることができる。 

Dillard & Vinnari（2019）は，従来の財務会計の発想を基に，その開示対象を拡大す

る思考を「会計ベースのアカウンタビリティ」と呼び，そのような発想からは，本来求め

られているアカウンタビリティは実現されないとしている。すなわち，会計ベースのアカ

ウンタビリティとは，既存の会計・報告制度に修正を加えることで対応を図る考え方であ

り，情報開示は増大しているものの，本来的に利害対立のある，個々のステークホルダー

にとっての評価軸を反映したものとはなっていないということである（Dillard & Vinnari, 

2019, p.17）。そして，これに対して，多様なステークホルダーのニーズに基づいた「アカ

ウンタビリティベースの会計」への転換を主張している。アカウンタビリティベースの会

計は，組織の行動によって影響を受ける多様なニーズを持つグループが出発点となり，そ

こから，共有された問題を基礎に責任ネットワークが形成され，アカウンタビリティのた

めの基準が作成されて，その基準が組織の行動を評価するためのアカウンタビリティシス

テムに反映されるという関係性になっている。また，その開示は，双方に学習をもたらす

 
63 会計の内容を規定する会計基準は，会計基準設定主体によって設定されるが，それ

は，利害関係者の意見を取り入れて基準を策定するというよりも，規範的なものとして

設定される。ただし，現実には，基準設定に際して，利害関係者からの政治的圧力を受

けて，特定の利害が反映されることがある（アメリカの例として，Zeff（2005）参照）。

多くの国や地域に影響を及ぼす IFRS を設定する IASB では，当初はアメリカの FASB

を模倣した組織であったが，組織の正統性への懸念を緩和するため，組織構造が見直さ

れ，現在では，手続面におけるデュープロセスも重視されるようになってきている。

（Camfferman & Zeff, 2018） 
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ことで，システムの改善につながるため，双方向の継続的なプロセスとなっている。 

國部（2017）では，多元的な評価を取り入れた対話型会計の有用性を指摘しつつも，

未だ実践に適用可能な形式にはなっておらず，より実践的なアプローチが必要であると

している（國部, 2017, pp.152-158）。 

 すなわち，アカウンタビリティベースの会計では，影響を受けるグループの間にある，

複数の，時には相反するニーズや利害，力関係の存在を前提としているため，アカウンタ

ビリティは，その複雑さと多元性を認識する方法で明確化されることが必要となる。その

ためには，財務会計のように明確に規定された関係性を前提とした枠組みをベースに捉え

るのではなく，アカウンタビリティのあり方そのものを見直すことが必要となってくる。 

さらに，財務会計のアカウンタビリティでは，株主に対しては，法的に権利が保証さ

れており，経営者が誠実に責任を果たさない場合には，経営者を選任しないという議決

権を行使することで，経営者に責任ある行動を促すような仕組みができているが，ステ

ークホルダーにはそのような権利が保証されているわけではない。つまり，経営者に対

して，社会契約の履行義務や，自然資本の受託責任があるとみなしたとしても，経営者

にそのような自覚があるかどうかは定かではなく，ステークホルダーにそれを促すよう

な仕組みがない限り，アカウンタビリティの実効性の担保の面でも課題が残ることにな

る。このため，実効性のあるアカウンタビリティのあり方についても考慮することが必

要となる。 

以上の観点から，環境会計の目的となるアカウンタビリティの枠組みを新たに考える

必要性がでてくる。近年，政治学・行政学の分野においては，アカウンタビリティその

ものを包括的に検討するための研究が進展している。アカウンタビリティのあり方を再

考するには，このような議論を参考にすることが有用であると考えられるため，次章で

は，政治学・行政学におけるアカウンタビリティの議論を基に，環境会計のアカウンタ

ビリティの枠組みを検討することとする。 
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6．アカウンタビリティの枠組み 

  

アカウンタビリティは会計責任から発展したものであり，さらに環境会計を考える際の

社会的アカウンタビリティもその延長線上で捉えられたものであった。他方で，会計は，

アカウンタビリティにとって有効な手段であるという前提があるため，アカウンタビリテ

ィの構造や機能から，それが分析的に検討されることは少ない。 

一方，政府や行政機関などの公的な機関においては，従来から公的なアカウンタビリテ

ィについての議論があったが，国際的な政治ガバナンスのあり方などの問題から，政治学・

行政学64の分野において，アカウンタビリティについて再考する動きが活発化している

（高橋, 2015; Rached, 2016）。政治学・行政学の分野で展開されているアカウンタビリテ

ィの議論においては，アカウンタビリティの再考に伴い，分析枠組みを提供するために，

アカウンタビリティを包括的に検討しようとする傾向がみられる。そこで，本章では，政

治学・行政学の分野におけるアカウンタビリティの議論を基に，環境サステナビリティの

ための環境会計に適合するアカウンタビリティの枠組みを考察することとする。 

 

6.1 アカウンタビリティの構成要素 

 アカウンタビリティの語源を遡ると，会計責任（簿記責任）の意味になるが，現在では，

アカウンタビリティの用語は，会計学以外の多様な分野，文脈で使われている。山本（2013）

は，アカウンタビリティの日本語訳である説明責任には，本来のアカウンタビリティには

ない独特の意味が付加されて現在にいたっているとしているが65，アカウンタビリティの

原語的な意味66には，単なる報告義務ではなく，厳しい懲罰性を帯びたものであったこと

を重視して，アカウンタビリティを「自己の行為を説明し，正当化する義務であり，説明

者は懲罰を受ける可能性を持つもの」と定義している67（山本, 2013, p.49）。 

 Lindberg（2013）では，アカウンタビリティの意味が無秩序に広がっている状況にお

いて，中核となる意味を明確にし，アカウンタビリティの評価（弱点の評価）につなげる

 
64 行政学の分野では，90 年代以降に広まった行政改革において，市場原理や企業会計の

考え方が導入されたことをきっかけにして，アカウンタビリティの議論が活発化してい

る。（Callahan, 2006; 山本, 2013） 
65 山本（2013）では，国会会議録（1947 年～2010 年）から，用語の使われ方を分析し

ている。それによると，1998 年以降，「アカウンタビリティ」よりも圧倒的に「説明責

任」の用語が使われるようになるとともに，その意味内容が，懲罰を伴う事後的な報告

責任から，結果を説明する責任へ変化し，関係者に意思決定内容を説得し理解してもら

う責任を含む多義的な概念を生み出しているとしている。（山本, 2013, pp.32₋33） 
66 ここでは，民主国家の現代的文脈から，古代アテネ（紀元前 5 世紀）における市民社

会を指している。そこでは，民会において報告と承認が求められ，承認されない場合に

は，弾劾裁判にかけられ，死刑を宣告されることもあったとしている。（山本, 2013, 

p.46） 
67 この定義は，Bovens（2007）の定義に準拠したとしている。（山本, 2013, p.49） 
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ための，概念化を行っている。そこでは，あらゆる形態のアカウンタビリティの定義的な

特徴として以下の 5 点が含まれるとしている。（Lindberg, 2013, p.209） 

 ①説明責任を果たすべき代理人や機関（A） 

 ②説明責任の対象となるドメイン（地域，責任，領域）（D） 

 ③説明を受ける対象者（P） 

 ④D を知らせ，説明し，正当化することを A に要求する P の権利 

 ⑤D についての決定を知らせたり，説明，正当化しなかった場合に，A を制裁する P の

権利 

 

 説明すべき人（A）と説明を受ける人（P）の間に，本人－代理人の関係があるときに

は，A は代理人，P は本人となる。説明対象（D）があるということは，A には一定の権

限や責任が与えられていることを前提としている。なお，P と D は独立しており，P 自身

に関する行動に対して責任を負わせるわけではない68。なお，⑤の制裁については，これ

を含めない定義も存在するが69，その場合，A 自身が開示義務があると考える範囲を超え

て説明することが，事実上排除されることになるとして，制裁の必要性を強調している

（Lindberg, 2013, p.210）。Bovens（2007）においても，制裁を含めて定義することが，

単なる情報提供との違いになるとしている（Bovens, 2007, p. 452）。ただし，制裁の権利

は，あくまで，説明や正当化がなされなかった場合に生じるものであり，行動の結果その

ものに対する制裁の権利ではない。また，このような制裁のためには，説明すべき行動を

評価するための基準が必要になることを含意する（Lindberg, 2013, pp.210-211）。 

 すなわち，アカウンタビリティには，A と P が存在し，Ａに対する何らかの責任を基

に，説明すべき領域（Ｄ）が生じ，そのＤについて，Ａに情報を要求するＰの権利があり，

さらに，それが不十分（不適切）であった場合には，Ａを制裁するＰの権利があるという

構成要素が必要となる。アカウンタビリティは，ＰによるＡに対する統制の一つであり，

Ａの権限行使に際して裁量があることから求められる。Ｄに関して，説明すべき内容やそ

の逸脱を評価するための具体的な内容を規定するのが会計であり，それによって，この枠

組みがうまく機能することにつながることから，会計はアカウンタビリティの根幹をなす

ものといえる。 

このような関係はあらゆるところに見られるが，その関係性や個々の状況から統制の強

弱が生じることになる。例えば，A と P との関係が，内部的なものなのか，外部的なもの

なのか，P がどのレベルまで A に情報を要求できるのか，⑤の逸脱を判断するための基準

 
68 影響を受ける者と，責任を追及する権利を持つ者が必ずしも同一ではないということ

を意味する。（Lindberg, 2013, p.210） 
69 山本（2013）が指摘するように，日本語の「説明責任」には，この部分が欠落してい

る。 
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のレベル（詳細さなど），⑤の制裁として採ることのできる行動の内容や広さ，といった

ことが影響する（Lindberg, 2013, pp.212₋213）。 

Lindberg（2013）では，社会的アカウンタビリティとは，市民社会やメディアが，政

治，官僚，企業，法律上の意思決定者に，彼らの行動に関する情報や正当な理由を提供さ

せることを目的とした行動を指すものであり，この場合の統制は，比較的弱いものになる

としている（Lindberg, 2013, p.215）。 

 ところで，そもそも市民社会といったステークホルダー一般を P とした場合，何を根拠

に，④の権利を主張することができるのかが問題となってくる。これまでの社会的アカウ

ンタビリティの議論においては，財務会計のアカウンタビリティ関係である，財務資本の

受託責任関係を自然資本に拡張して，何らかの責任が存在するとみなしていたが，そこに

はっきりとした根拠があるとはいえないことから，何らかの正当な理由を求める必要が生

じてくる。 

 この点について，国際的なグローバル企業も含めた国際機関のアカウンタビリティの問

題について考察した Grant＆Keohane（2005）の議論を参照することとする。 

Grant＆Keohane（2005）では，アカウンタビリティを，アクターが他のアクターに対

して，その責任を果たしたかどうかを判断するための基準を持ち，もしも，それに合致し

ていないと決定されたなら，制裁を課す権利を持つことを意味する70，としたうえで，ア

カウンタビリティには「参加型」と「委任型」の 2 つのモデルが存在するとしている（Grant

＆Keohane, 2005, pp.29-30）。そして，世界政治の場面において，実際に機能しているメ

カニズムの種類として 7 つのアカウンタビリティを示している（表 6）。これは，世界政

治の場面を念頭においたものであるが，企業に当てはめて展開することも可能である。 

 

  

 
70 この定義は，Lindberg（2013）による定義と整合するものである。 
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表 6  7 つのアカウンタビリティのメカニズム 

 

（出典）Grant＆Keohane, 2005, p.36 表 2 を基に筆者作成 

 

委任型と参加型は，誰が権力者の責任を追及する権利を持っているのかという点につい

て２つのモデルを示しており，参加型では，その行動によって影響を受ける人々に，委任

型では，権力者に権限を委ねている人々にその資格があるとみなす。ここで，参加型には，

理想的には，個人は自由に意思決定を行うべきであり，また人々は平等に扱われるべき（平

等に発言すべき）という原則が前提に置かれている。このことから，その決定によって影

響を受ける人々に対しては，アカウンタビリティを果たすべきであると考えられている。

一方，委任型は，権力はそれを委任する人々の同意によって承認されて初めて正当なもの

になるという考え方に基づいている。権力は何らかの理由があって委譲されることから，

その本来の目的を果たす限りで正当なものとなる。よって，権限の範囲を超えて行動した

り，目的に反して行動することは，権力の濫用と認識されることになる。（Grant＆

Keohane, 2005, pp.31₋32） 

 このことから，両者の間には対立が生ずることもあり，現実には緊張関係があるとして

いる71。Lindberg（2013）においても，強いアカウンタビリティ関係にあるエージェント

は，例えば，社会の経済的な機能やマイノリティやその他のグループの権利を損なう可能

性があるとしている（Lindberg, 2013, p.217）。委任は，強い関係であるため，優先され

てしまう結果となりやすいが，逆に参加型では，その実効性に問題があり，どちらのモデ

ルにおいても完全ではないことが示されている（Grant＆Keohane, 2005,p.33）。特に，国

 
71 例として，世界銀行の高官は，米国政府に対するアカウンタビリティと貧困国に対す

るアカウンタビリティがあり，その間には緊張関係が存在する。（Grant＆Keohane, 

2005, p.33） 
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際的なグローバル企業も含めた国際機関においては，総体的に，権力行使者のアカウンタ

ビリティが欠如しており，それには，様々なアカウンタビリティのメカニズムが必要であ

るが，そのためには，既存の委任の形だけではなく，重要な影響を受ける人々が参加する

プロセスが必要であり，特に，その実効性の確保のために，基準と制裁を課すことを可能

にする構造が必要であるとしている。また，単純にアカウンタビリティを増やす，すなわ

ち，情報開示を増やすことではなく，グローバルな事業体から悪影響を受けている人々の

規範的な主張に敏感であることも必要であるとしている（Grant＆Keohane, 2005, pp.38

₋41）。 

 このように，参加型のアカウンタビリティのモデルからは，影響を受ける（又はその可

能性がある）ステークホルダーが P（説明を受ける者）になることが肯定される。Grant

＆Keohane（2005）は，委任関係は，委任された職務権限の範囲内でのアカウンタビリテ

ィという限定されたものであるのに対して，参加型は自由，平等などの民主主義の根幹と

いえる一般的な規範から求められるものであり，現在求められているのは，そのような一

般的な規範に基づくアカウンタビリティであるとしている（Grant＆Keohane, 2005）。環

境サステナビリティの要請とは，人類の生存基盤である自然資本の保護という根源的で一

般的な規範に基づくものであり，グローバル化した企業活動が，地域，時間を超えて環境

サステナビリティに広範な影響を及ぼすことを考えると，ステークホルダーによる参加型

のアカウンタビリティのメカニズムを構築することの重要性が明らかになってくる。そこ

で，まずは，Lindberg（2013）の枠組みを用いて，現状の環境会計のアカウンタビリティ

構造を分析する。 

 

6.2 現状の環境会計のアカウンタビリティ構造 

 アカウンタビリティの構成要素を基に，財務会計との比較から現状の環境会計の構造に

ついて検討する。ここでは，Lindberg（2013）のアカウンタビリティの①～⑤の構成要素

について，基本的な枠組みである①A（説明者），②D（対象），③P（説明を受ける者）と，

④P の権利の内容，⑤制裁の内容について，④⑤については，委任型と参加型がどのメカ

ニズムに該当するのかに分けて，その構造を分析する。（表 7） 
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表 7  アカウンタビリティの構造 

 

（出典）筆者作成 

 

 まず，財務会計のアカウンタビリティにおける中心的な構造は，株主から経営者への資

本の委託という，財政のメカニズムによる委任型の構造である。その結果について，株主

には報告を受ける権利があり，もしも，経営者の主張が合理的でないと判断した場合は，

経営者を支持しないという形で議決権を行使することができる。また，上場企業などは，

資本市場に参加している投資家との関係において，市場メカニズムとしての参加型の構造

も有している。いずれの場合も，法的な枠組みで P の権利について規定がなされているこ

とから，法的なメカニズムも存在し，さらに，上場会社などでは，取引所の監督下にある

ため，監督というメカニズムも存在している。このように，財務会計のアカウンタビリテ

ィ構造は，複層的で，かつ，強い統制下にあることが分かる。また，アカウンタビリティ

の対象については，第 5 章で示したように，もともとは財産の管理責任という簿記的な責

任であったものが，現在では財産の運用責任にまで拡大している。すなわち，手続き面（簿

記責任）と結果（運用成果の責任）に関するアカウンタビリティがその対象となっている。

これが，会計の内容を規定することになるが，この両者について，財務会計では，一連の

財務会計システムによって管理が可能であるため，その結果としての利益や資産・負債の

状況が財務会計の具体的な内容となってくる。 

 他方で，現在の環境会計のアカウンタビリティは，社会的アカウンタビリティとして捉

えられているが，それは，株主からの財務資本の受託という特定の関係を，ステークホル

ダーからの自然資本の受託や契約といった形に拡張して捉えたものである。つまり，そこ

では財政のメカニズムによる委任型の考え方が擬制されているといえる。また，ステーク

ホルダーとしては，包括的な捉え方をしているため，アカウンタビリティの対象は，ステ

ークホルダー全体から委任された自然資本の管理・保全責任の状況と，包括的なものとな

ってくる。よって，ここからは，報告すべき内容としての具体的な環境会計の内容が幅広

要素 財務会計のアカウンタビリティ 社会的アカウンタビリティ

①説明者（Ａ） 経営者 経営者

② 説 明 す る 対 象
（Ｄ）

財務資本の受託・運用責任の状況
自然資本の管理・保全責任の状況(包括
的）

③説明を受ける者
（Ｐ）

株主・投資家 ステークホルダー（包括的）

④権利：株主は，経営者に，財務資本の運
用を委託しており、その状況について説明
を受ける権利を有する

④権利：ステークホルダーは，経営者に，
自然資本の適切な運用を委託しているとみ
なし、その状況について説明を受ける権利
を有するとみなす

⑤制裁：経営者を選任しない（議決権の行
使）

⑤制裁：評判の低下

④権利：市場参加者としての投資家は，企
業価値の状況によって影響を受けるため、
その情報を要求する権利を有する
⑤制裁：投資を撤収。市場での評価が下が
ることで，企業や経営者の評価や評判が低
下

委任型

参加型 なし
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いものとなり，結果的には，環境保全活動に伴うインプット，アウトプットについて，経

営者が必要と判断した内容が環境会計として開示されている。また，制裁としては，開示

が十分ではない場合の，ステークホルダー一般からの評判の低下といったことが考えられ

る。 

このように，財務会計のアカウンタビリティでは，委任型，参加型において，法的な枠

組みの中で権限の内容や説明内容が具体的に規定された結果，強い統制関係が存在してい

る。他方で，従来の社会的アカウンタビリティにおいては，その内容としての会計が必然

的に具体化されないことから，基準として明確ではなく，また制裁自体も弱い内容である

ため，弱い統制関係となっている。さらに，より重要な点は，本来重視されるべき，ステ

ークホルダーによる参加型の構造とはなっていないことである。他方，近年の ESG 投資

やエコ商品市場の流れは，市場における環境への選好の現れと見ることができ，その範疇

で市場メカニズムによる参加型の構造がみられるようになっている。現在，ESG 市場（資

本市場）への情報提供として，財務情報開示の枠組みの中で環境情報開示を要請する動き

が急速に進行しているが，これは，参加型のアカウンタビリティの一環と捉えることがで

きる。ただし，市場メカニズムによる参加型は，市場参加者の選好に影響を受けることか

ら，成果として企業価値に注目する資本市場参加者にとっては，企業価値に関連する環境

情報が要請されることになってくる。すなわち，このメカニズムは，財務会計のアカウン

タビリティの範疇にあり，環境情報開示は，あくまで資本市場参加者にとって必要な情報

であるため，最も影響を受けるステークホルダー（途上国，将来世代の人々）が考慮され

ないことになる。また，企業価値に影響する環境情報と環境サステナビリティに影響する

環境情報は一致するとは限らないことからも（第 7 章において明らかにする），市場メカ

ニズムによる参加型の枠組みによるアカウンタビリティには限界がある。このため，環境

サステナビリティの観点からは，市場以外の参加型，すなわち，ステークホルダーによる

参加型のアカウンタビリティが求められる。これは，アカウンタビリティベースの会計に

おいて求められるアカウンタビリティの枠組みといえる。その実効性ある枠組みとはどう

あるべきなのか，この点について，具体的に検討する。 

  

6.3 ステークホルダーのためのアカウンタビリティの枠組み 

 現状の社会的アカウンタビリティの構造は，統制力が強いとはいえず，また，その枠組

みからは，必ずしも，環境サステナビリティを評価できるような基準が明確になってこな

い。すなわち，有効な環境会計が導き出せないため，実効的なアカウンタビリティの構造

になっているとはいえない。これを，環境サステナビリティの実現に向かうような形に転

換していくことが求められるが，そのためには，ステークホルダーの位置づけを委任型か

ら参加型にすることが必要である。しかし，ステークホルダーの範囲は広く，参加型とし

てどのようなアプローチが可能なのかについては，何らかの実践可能な枠組みが必要とい
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える。これについて，ステークホルダーを重視したアカウンタビリティについて長年取り

組んできた，AccountAbility の AA1000 をモデルとすることができる。AccountAbility

は，1995 年に設立された，サステナビリティに関する基準の策定やコンサルティングを

行っている会社である。サステナビリティについてのアカウンタビリティの原則を示した，

AA1000 AccountAbility Principles(AA1000 AP)を中核として，ステークホルダー・エン

ゲージメントの基準である AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)，

保証基準であるAA1000 Assurance Standard (AA1000AS)の3つの基準を策定している。

AA1000AP では，組織がサステナビリティをマネジメントするための原則として，以下

の 4 つを示している。（AccountAbility, 2018） 

 包括性（Inclusivity）：人々は，自分たちに影響を与える決定について発言権を持つべ

きである。 

重要性（Materiality）：意思決定者は，重要なサステナビリティのトピックを特定し，

明確にする必要がある。 

応答性（Responsiveness）：組織は，重要なサステナビリティのトピックとそれに関連

する影響について，透明性をもって行動すべきである。 

影響（Impact）：組織は，自らの行動がより広い範囲の生態系にどのような影響を及ぼ

すのかを監視，測定し，アカウンタビリティを果たすべきである。 

 

 AA1000AP では，アカウンタビリティとは，組織の方針，決定，行動，製品，サービス，

および関連するパフォーマンスの影響（インパクト）を認識し，責任を引き受け，透明性

を確保することであり，そのために，サステナビリティに関する重要なテーマや懸念事項

を特定，理解，応答する際にステークホルダーを巻き込み，自らの決定，行動，パフォー

マンスに関してステークホルダーとコミュニケーションを取り，応答しようと努めること

が示されている（AccountAbility, 2018, p.12）。 

 特に，AA1000AP の「包括性」の原則を達成するためには，ステークホルダー・エンゲ

ージメントが重要な位置づけとなっており，そのための基準(AA1000SES)が策定されて

いる。以下では，AA1000SES の内容について，概説することとする。 

 AA1000SES においては，ステークホルダーとは，エンゲージメントで取り組むべき課

題に関して，組織の活動，製品又はサービス，関連するパフォーマンスに影響を与える，

又は影響を受ける可能性のある個人，個人グループ，組織として定義されている

（AccountAbility, 2015, p.5）。そして，ステークホルダー・エンゲージメントとは，組織

が合意された成果を達成するために，明確な目的を持って関係のあるステークホルダーを

参画（engage）させるためのプロセスであり，組織のガバナンス，戦略，業務にステーク

ホルダー・エンゲージメントを統合することを求めている（AccountAbility, 2015,pp.5,9）。

そのプロセスにおいては，エンゲージメントの目的，テーマの範囲を明らかにしたうえで，
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エンゲージメントの参加者や，関与するステークホルダーを特定する必要がある。なお，

最初に，エンゲージメントのオーナーが設定されるが，それは，エンゲージメント・プロ

セスを実施または開始する個人やグループであり，エンゲージメントのレベルが低い場合

は組織自体となるが，レベルが高くなると，より協調的になっていく72（AccountAbility, 

2015, pp.15-17）。エンゲージメント・オーナーは，ステークホルダーを特定するが，その

際には，方法論を確立しなければならない。その方法は，エンゲージメントの範囲（主題，

組織の範囲，時間軸）を考慮すべきであり，さらには，依存度，責任，緊張関係，影響力，

多様な視点といった属性からも導かれる可能性がある。また，ステークホルダーには，規

制，慣習，文化，評判を通じて，これらの利害を代表していると合法的に主張できる人々

や，将来の世代や環境など声を持たない人々の利害も含まれる場合があるが，正当な代表

でない人々がその立場を主張する場合もあり，エンゲージメントを進めるにつれて，見直

すことが適切な場合がある（AccountAbility, 2015, p.17）。 

 ステークホルダー・エンゲージメントのプロセスは，①計画，②準備，③実施，④行動・

レビュー・改善のサイクルからなり，このプロセスを確立することが必要となる

（AccountAbility, 2015, p.19）。以下では，各プロセスの要点を概説する。 

 ①計画段階では，エンゲージメント・オーナーは，ステークホルダーのプロファイルと

マッピングを行うが，プロファイルにおいては，ステークホルダーを理解するため，彼ら

との関係性（親密か否か，公式/非公式，肯定的/否定的），組織への依存度，参画の意思，

影響力のレベル，種類（市民社会，政府，消費者等），地理的な状況，参画のための能力

（言語，IT リテラシー，障害），正統性と代表性，他のステークホルダーとの関係，など

の要素を理解することが必要となる。この理解に基づいて，エンゲージメントの目的と範

囲に照らして，最も重要（important）となるステークホルダーを決定するためにマッピ

ングを行う。マッピングに何らかの基準，例えば，エンゲージメントの意思に対する影響

力のレベル，影響のレベルに対するステークホルダーの種類，エンゲージメントの能力，

期待に対する主題の知識，などを使うことがある。このような明確な基準を設けることで，

不適切な判断（最も騒がしいステークホルダー，短期的なメディアの視点，管理者にとっ

て望ましいゾーン）を回避することができる。このマッピングを基に，エンゲージメント

の目的，範囲に最も適したステークホルダーとそのエンゲージメントのレベルや方法を決

定することになるが，その方法は，ステークホルダーのニーズ，能力，期待に合うように

選択される必要がある。（AccountAbility, 2015, pp.19-20） 

 ステークホルダーの参画は，双方向のプロセスであるが，その関与の性質や程度によっ

て，異なるレベルや方法があり，最も低いものとしては，一方的に抗議を受けるような受

 
72 後述のエンゲージメントのプロセス（①から④）のうち，①から③はエンゲージメン

ト・オーナーが主体となり，④は組織が主体となっている。 
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動的な対応から，最も高いものとしては，関与（インボルブ），コラボレーション，エン

パワーメントがある。エンパワーメントでは，組織のガバナンス，戦略，業務にステーク

ホルダーが統合され，ステークホルダーが組織のアジェンダ形成に役割を果たすレベルと

なっている。最後に，エンゲージメント・オーナーは，エンゲージメント・プランを作成

して，ステークホルダーが利用できるようにする。（AccountAbility, 2015, pp.21-23） 

 ②準備段階においては，エンゲージメント・オーナーは，必要な資源を特定するととも

に，エンゲージメントの能力を高める必要がある所を特定しなければならない。ステーク

ホルダーの知識やスキル，機会などについて対処すべき所を理解した結果，能力を構築す

るための支援が必要となることがある。また，エンゲージメントのリスクをマネジメント

するために，ステークホルダーのリスク（参加への不本意な姿勢，ステークホルダー間の

バランスの欠如，ステークホルダー間の対立など）と組織のリスク（評判の低下，時間や

資金，利害の衝突，批判など）を特定して，評価，対処する必要がある。（AccountAbility, 

2015, pp.25₋27） 

 ③エンゲージメント・プランの実施段階においては，エンゲージメント・オーナーは，

ステークホルダーが合理的に参加できるように招待し，ステークホルダーへの説明を経て，

エンゲージメントを実施する。このとき，建設的に意見が述べられるような基本的なルー

ルを最初に共有する必要がある。そして，実施した内容と結果が文書化されて，最後に，

その結果を分析して組織のアクションプランが作成され，エンゲージメントの参加者に，

その内容が伝達される。なお，提案，奨励されたことを実行しない場合でも，その理由を

述べることで，エンゲージメントの結果に対応することが必要となる。（AccountAbility, 

2015, pp.27₋30） 

 ④レビューと改善においては，組織が，ステークホルダー・エンゲージメントの全体的

な質を体系的にモニタリングし，評価をする。具体的には，ステークホルダー・エンゲー

ジメントのアウトプット（アクションプラン，活動の結果）と，アウトカム（意思決定，

行動の結果）について，サステナビリティのパフォーマンス全体のモニタリングや評価と

統合され，最終的には戦略策定プロセスにフィードバックされる。ステークホルダー・エ

ンゲージメントはプロセスであり，エンゲージメントの活動や経験から学習・改善するこ

とを正式なものとすることが重要である。そして，組織は，正式なアクションプランを策

定し，その結果がステークホルダーに伝達される。最後に，組織はステークホルダー・エ

ンゲージメントについて，一般に公表することが必要となる。（AccountAbility, 2015, 

pp.30-32） 

 以上のプロセスを図示すると，図 7 のようになる。ステークホルダー・エンゲージメン

トは，継続的な改善を伴う実践のプロセスとなっており，形式的ではなく実質的にステー

クホルダーを参画させることが可能となる体系的な仕組みとなっている。 
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図 7 ステークホルダー・エンゲージメントのプロセス 

 

（出典）AccountAbility（2015）を基に筆者作成 

 

 このように，参加型のアカウンタビリティでは，ステークホルダーを参画させるための

仕組みが重要となり，また，エンゲージメントの結果から，会計の内容が規定されること

になる。すなわち，アカウンタビリティが動的なプロセスとして捉えられているところに

特徴があり，既存の財務会計の延長で捉えていた社会的アカウンタビリティとは異なる枠

組みとなっている。環境サステナビリティの特性を考えると，アカウンタビリティは，対

象とするステークホルダーに合わせて多元的な開示を可能とするものでなければならず，

そのステークホルダーを特定する方法そのものが重要になってくるが，これは，継続的な

実践によって改善されていくものと考えられる。 

 環境サステナビリティのための環境会計は，このような参加型のアカウンタビリティの

枠組みによって導き出された対象について，その内容を具体的に示すものとなる。最終的

に，具体的な環境会計の提示を行うのに先立ち，次章では，現状の環境会計の実務を検討

し，そこから見えてくる課題について検討することとする。 
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7. 環境会計の実践 

 

サステナビリティへの関心の拡大によって，企業による環境会計の開示は広がってい

る。環境会計についての研究は，Mathews（1997）などが示す通り拡大しているもの

の，現実には特定のフレームワークが環境会計の開示に影響力を持っており，それが，

企業行動を牽引してきたといえる。 

様々なフレームワークは，環境会計についての開示を求めるに際して，アカウンタビ

リティやサステナビリティに対する企業の責任について，何らかの考え方を前提として

いるものと思われる。そこで，現在，環境会計の実践に影響を及ぼしているフレームワ

ークにおける，サステナビリティ，アカウンタビリティの考え方にどのような違いがみ

られるのかを検討することで，これらのフレームワークがどのような観点から環境会計

を求めているのかを分析する。 

 KPMG（2020）によると，世界の売上上位 250 社（G250）の 96％，世界 52 か国の売

上上位 100 社（N100）の 80％がサステナビリティ報告を行っており，過去からの調査で

最も高い割合となっている（KPMG, 2020, p.10）。これらの企業がサステナビリティ報告

を行う際に使用しているガイドラインとしては，GRIのフレームワークがG250で 73％，

N100 で 67％と圧倒的に多く，その他の基準は G250 で 50％，N100 で 37％となってお

り73，具体的には，SASB 基準，ISO 基準が多くなっている（KPMG, 2020, p.25）。また，

環境省が国内企業に対して実施した調査では，環境報告74の作成にあたって，参考とした

ガイドラインとしては，環境省の環境報告ガイドラインが 62.9％，GRI のフレームワー

クが 43.3％，ISO26000 が 25.2％，IIRC フレームワークが 17.2％となっている75（環境

省, 2020, p.117）。 

 このうち，ISO26000 は直接的な情報開示のフレームワークではないため76，現在の実

務慣行のベースとして，GRI，SASB，環境省，IIRC の各フレームワークを対象に，分析

を行うこととする。 

 
73 複数のガイドラインを使用していることが多いため，合計すると 100％を超える。環

境省の調査結果も同様である。 
74 環境報告は，サステナビリティ報告の主要な構成要素である。 
75 それ以外では，事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン（20.2％），

サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン

（18.5％），他社の環境報告書（38.4％），その他（16.4％），無回答（1.3％）となって

いる。（環境省, 2020, p.117） 
76 ISO26000 は，社会的責任の原則，社会的責任の認識，ステークホルダー・エンゲー

ジメント，社会的責任に関する中核主題と課題，社会的に責任ある行動を統合する方法

に関する手引を提供するものである。コミュニケーションの中で，定期的な公開報告が

示されてはいるが，この開示のフレームワークについての詳細は規定しておらず，GRI

などの他のフレームワークが参考情報として示されている。（ISO/SR 国内委員会, 

2011） 
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7.1 各フレームワークにおけるアカウンタビリティ構造 

 

①GRI スタンダード 

 GRI （Global Reporting Initiative）は，1997 年に，CERES（Coalition for 

Environmentally Responsible Economies）と UNEP（国連環境計画）の合同事業とし

て，サステナビリティ報告における質，厳密さ，利便性の向上を目的として発足した組

織である。2000 年 6 月に最初のガイドラインとなる『サステナビリティ レポーティン

グ ガイドライン』を発行し，その後，2002 年 8 月に改訂版（G2），2006 年 10 月に第

3 版（G3）（2011 年に G3.1），2013 年 5 月に第 4 版（G4）を改訂発行してきた。ガイ

ドラインのベースにはトリプルボトムラインの概念が採用され，グローバルに適用可能

なサステナビリティ報告のガイドラインの策定・普及を使命として活動が実施されてき

た。ガイドラインはマルチステークホルダー方式によって作成されており，企業・市民

団体・学術界・非政府組織・会計士・労働組合など多様な立場のメンバーが参画してい

る。 

 2016 年 10 月には， GRI スタンダード（GRI Sustainability Reporting Standards）

が発行されたが，これは，従来のガイドラインと比べて内容的に大きな変更はないもの

の，ガイドライン（指針）からスタンダード（基準）へとその性質を大きく変えたもの

となっている。また，スタンダードは，モジュール型となった一組のセットとして基準

が設定されている。最初の GRI スタンダードでは，36 の基準が設定されており，全体

に共通する一般基準（100）と，経済（200）・環境（300）・社会（400）の項目別の基

準から構成されている。項目別の基準については，報告原則（GRI101 に含まれる）に

従って，マテリアルと考えられる項目を特定したあと，該当するスタンダードを選択適

用することとなっており，基本的にはこれまでの考え方が踏襲されている。 

 スタンダードに準拠したと主張するには，一連の GRI スタンダードを一つのセットと

して使用し，これらに準拠してサステナビリティ報告書を作成することが求められてお

り，スタンダードへの準拠方法には，中核と包括の 2 つのオプションがある。中核は，

組織の性質，組織のマテリアルな項目および関連するインパクト，インパクトをどのよ

うにマネジメントしているかを理解するために必要な最小限の情報が報告書に記載され

ている報告書が該当する。包括は，中核をさらに発展させ，組織の戦略，倫理，誠実

性，ガバナンスに関する追加的な情報開示が要求されるとともに，マテリアルな項目に

ついての項目別の開示事項を全て報告することで，組織によるインパクトをより幅広く

報告することが要求される。このほか，選択した一部のスタンダード，もしくはその内

容の一部を使用して特定の情報を報告するという使い方（この場合は準拠ではなく参

照）も可能となっている（GRI 101，p.21）。  
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 本稿では，GRI のこれまでのガイドラインとスタンダードを総称して，GRI のフレー

ムワークと呼んでいる。 

 

・サステナビリティとアカウンタビリティの考え方 

 GRI スタンダードでは，サステナビリティ報告を「報告組織が経済，環境，社会に与

えるインパクト，すなわち持続可能な発展という目標へのプラス，マイナス両方の寄与

について，公に報告を行うこと」（GRI 101，p.3）と定義している。ここで，持続可能

な発展については，ブルントラント報告書の定義が用いられているが，ガイドライン設

定時よりトリプルボトムラインの概念が採用されており，スタンダードでも，全体に共

通する一般基準（100）と，経済（200）・環境（300）・社会（400）の項目別の基準か

ら構成されている。よって，GRI のフレームワークでは，サステナビリティを持続可能

な開発の目標への影響と捉えるとともに，それを，トリプルボトムラインとして理解し

ているものと考えることができる。 

 さらに，「GRI スタンダードは，組織とステークホルダーが経済，環境，社会に対する

インパクトをコミュニケーションし，理解するための共通言語となるものである。これら

のインパクトに関する情報につき，グローバルでの比較可能性と，高い品質を確保し，そ

れによって組織の透明性とアカウンタビリティを高めることを可能とする」（GRI101，p.3）

と，アカウンタビリティについて言及している。アカウンタビリティについて，これ以上

の説明はないが，「あらゆる組織は，その事業活動や関係を通じて，持続可能な発展にプ

ラスまたはマイナスの寄与をしている。そのため，持続可能な発展という目標を達成する

上で，組織の果たす役割は重大である」（GRI101，p.3）との言及からは，アカウンタビ

リティのベースとして，組織に対して，持続可能な開発に対する責任ある行動が求められ

ているとの認識があると考えることができる。 

 スタンダードでは報告内容に関する原則の一つである「ステークホルダーの包摂」に

おいて，「報告組織は，ステークホルダーを特定し，その合理的な期待や関心にどう応え

てきたかを説明しなければならない。」（GRI101，par. 1.1）としている。そして，ステ

ークホルダーについて，「合理的に考えて，報告組織の活動，製品，サービスから著しい

影響を受けると思われる事業体や個人，もしくはその行動が当該組織の戦略実践や目的

達成能力に影響を与えると思われる事業体や個人として定義される」（GRI101,par.1.1）

としたうえで「ステークホルダーには，従業員およびその他の労働者，株主，サプライ

ヤー，社会的弱者，地域コミュニティ，特に NGO をはじめとする市民社会組織などが

含まれる。報告書の内容を決定する際，組織はステークホルダーの合理的な期待や関心

を考慮する必要がある。この中には，自らの意見を表明できず代弁者（例えば，特定の

集団を代表する NGO など）を通じて懸念を表明するステークホルダーや，組織と定期

的または明示的な対話をすることができないステークホルダーが含まれる。組織はある
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項目がマテリアルか否かを判断する際に，このような意見を考慮に入れるためのプロセ

スを特定することが期待されている。」（GRI101,par.1.1）として，ステークホルダー・

エンゲージメントのプロセスに言及している。 

 以上のように，GRI スタンダードでは，サステナビリティを，トリプルボトムラインと

しての持続可能な開発と捉えたうえで，持続可能な開発への責任を基に，ステークホルダ

ーへのアカウンタビリティを求める，社会的アカウンタビリティの構造がみられる。また，

組織の行動から影響を受けるステークホルダーだけでなく，組織に影響を及ぼすステーク

ホルダーも報告の相手方とするとともに，ステークホルダー・エンゲージメントによって，

マテリアルな項目を判断することが示されている。 

 

②SASB サステナビリティ会計基準 

 SASB（Sustainability Accounting Standards Board）は，サステナビリティ会計基準

を開発し，普及させることを使命として，2012 年 10 月に米国で設立された独立の非営

利組織である。2013 年より業種別に基準の公表を始め，2016 年 3 月には，79 業種の暫

定基準の公表が完了した。そして，2018 年 11 月には，最終的な業種の見直しを経て，

77 業種（11 のテーマ別セクター）77の基準が公表されている78。SASB の会計基準は，

投資家に対して，重要で意思決定に有用な情報を開示するために役立つものとして設計

されており，具体的には，アメリカの SEC 規制に基づいて提出する報告書（Form 10-

K，Form20-F）において開示が求められる情報に関して，自主的に利用することが想定

されている（SASB, 2017，p.1）。 

 SASB では，サステナビリティ会計の開示は，財務諸表への補完として，長期価値を

創造する能力に影響する重要な要因についての企業の業績について，より完全な概観を

提供することを助けるものであるとしている。なぜなら，財務諸表は，必ずしも企業の

長期の価値創造能力に貢献する全ての要素を捉えられていないが，その多くが，環境，

社会，人的資本の管理（または管理の失敗）に関連しているためである（SASB, 2017，

pp.4-5）。 

 SASB 会計基準の特徴は，業種ごとに重要となるサステナビリティ課題を識別して，

必要な開示を限定させている点にある。また，マテリアリティ（重要性）があるとされ

た課題についても，具体的に開示を求める内容は，業種によって異なっている。それ

は，同じ課題であっても業種やビジネスモデルによってその影響が異なって表れてくる

ためである。従って，同一業種においては，共通の開示項目となるが，同じセクターで

 
77 例えば，「消費財」セクターには，家庭用・個人用の商品，多店舗展開する小売店・

専門店，電子商取引，アパレル・アクセサリー・靴，建築材料・家具，家電製品製造，

玩具・スポーツ用品の７業種がある。 
78 SASB のウェブサイト https://www.sasb.org/ 参照（2022/7/4 アクセス） 

https://www.sasb.org/
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あっても，異なる開示項目が規定されることがある。 

 

・サステナビリティとアカウンタビリティの考え方 

 SASB 会計基準では，サステナビリティや持続可能な開発の概念は，ブルントラント

報告書で定義されたものであるとしたうえで，SASB 基準の目的にとっては，サステナ

ビリティとは，長期にわたる企業の価値創造の能力を維持，強化する企業活動のことを

表すとし，サステナビリティ会計とは，そのような企業活動の測定，管理，報告を表す

ものであるとしている（SASB, 2017，p.2）。 

 サステナビリティは，環境，社会的資本，人的資本，ビジネスモデルとイノベーショ

ン，リーダーシップとガバナンス，の 5 つのトピックスから構成されており，これらの

中には 26 のサステナビリティ課題が設定されている（SASB, 2017, pp.2-3）。そして，

投資家の関心と財務的な影響の証拠を考慮して，投資家の合理的な関心になりそうなト

ピックスを特定し，その潜在的な財務諸表への影響を評価するというアプローチをとっ

たうえで，業種ごとに重要となるサステナビリティ課題を識別して，必要な開示を提示

している（SASB, 2017，pp.12-15）。 

 このように，SASB 会計基準では，サステナビリティについて，ブルントラント報告

書の定義を引用してはいるものの，サステナビリティとは，企業価値に関連するもの，

すなわち，財務的に影響を及ぼすものと認識されている。 

 SASB は，そのミッションを，投資意思決定に必要なサステナビリティ情報に投資家が

アクセスできるように，重要なサステナビリティ情報の効率的な開示を促進することにあ

るとしており（SASB, 2017, p.7），SASB 基準は，短期，中期，長期の企業価値に重要な

影響を与える可能性が高いサステナビリティ課題について，意思決定に有用な情報を投資

家に提供するものとしている（SASB, 2017, p.10）。SASB 会計基準では，サステナビリ

ティ情報をあくまで財務情報の補完と位置付けており（SASB, 2017, p.4），トピックスを

分析する際にも，投資家の関心に注目して項目を特定し，その潜在的な財務諸表への影響

を評価するというアプローチをとっている（SASB, 2017, pp.12-15）。投資家に関心を及

ぼすトピックスを選定するにあたっては，直接的な財務上の影響とリスク，法規制や政策

のドライバー，産業の規範，ベストプラクティス，競争上のドライバー，財務的な影響に

つながるようなステークホルダーの関心，イノベーションへの機会，といった要因への影

響を評価している。また，企業価値への影響については，収益とコスト，資産と負債，資

本コスト又はリスク特性，の 3 つの影響のルートを通して営業上，財務上の業績に影響を

与える（または可能性がある）トピックスを選定している（SASB, 2017，p.18）。 

 このように，SASB では，サステナビリティを企業価値に関連する企業活動として捉え

たうえで，情報の開示目的を，投資者に対する意思決定への支援としている。ここでは，

アカウンタビリティについての特段の言及はみられないが，既存の財務会計の枠組みでの
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アカウンタビリティを前提にしているものと解釈できる。すなわち，SASB では，投資家

からの受託責任（資産運用責任）による，（財務上の）アカウンタビリティの一環として，

付随的にサステナビリティ情報の開示を求めているという構造がみられる。 

 

③ 環境省 環境報告ガイドライン 

 環境省（当時の環境庁）は，日本における環境報告書の普及をめざして，1997 年に初

めてのガイドラインを策定した。2000 年には，国際的な動向を踏まえて全面改訂した

「環境報告書ガイドライン」を策定し，これが現在のガイドラインの原型となってい

る。さらに，別途公表された「環境会計ガイドライン」，「事業者の環境パフォーマンス

指標ガイドライン」の内容が環境報告書の記載事項として取り込まれており，これら一

連のガイドラインが，環境報告書のガイドラインとして機能している。 

 ガイドラインは，2003 年の改訂を経たのち，2007 年には「環境報告ガイドライン」

へとタイトルを改め，社会面の報告も含めて，多様な情報開示への対応を図っている。

2012 年の改訂を経て，最新の 2018 年の改訂版では，この間の環境報告を巡る社会動向

の変化，特に国際的な動向を踏まえて，抜本的な見直しを行っている。形式的には，本

体はコンパクトな内容としたうえで，詳細な解説書を策定しており，内容面では，特

に，環境報告を ESG 報告の枠組みで利用する投資家の情報ニーズに配慮して，投資家の

関心の高い将来志向的な情報を拡充している（環境省, 2018, pp.2-5）。 

 開示すべき環境会計情報としては，自らの判断において特定した重要な環境課題につい

て，自ら設定した評価指標，リスク・機会による財務的影響が大きい場合は，その影響額

を示すこととなっている。評価指標の例として示されている内容は，主に環境負荷情報が

中心となっており，財務的影響としては，取組を実施するために生じたコスト等（従来の

環境保全コスト）だけでなく，TCFD79の内容を踏まえた将来的な財務的影響80なども対象

とされている（環境省, 2021a,p.103）。2018 年の改訂が，国際的な規制・実務動向に合わ

せるとともに，投資家の情報ニーズに配慮したものとなっていることを考えると（環境省, 

2018, pp.2-3），ここで求めている財務的な影響は，主に投資家を対象とした内容であると

考えられる。 

 
79  TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）は，金融安定理事

会（FSB）の要請によって，気候関連の財務情報開示に関する検討を行うために，2015

年 12 月に設置された組織であり，2017 年 6 月に，気候関連の財務情報開示に関する最

終報告書を公表した。そこでは，気候関連のリスクと機会に関して，ガバナンス，戦

略，リスクマネジメント，指標と目標の 4 項目の開示を提言するとともに，これらに関

して推奨される開示内容を示している。また，これらの情報は，主要な年次の財務報告

の中で開示することが提言されている。（TCFD, 2017） 
80 具体的な例としては，気候変動による，不動産への影響，炭素税の導入による負担額

の増加，化石燃料資源の減損，建物の省エネ促進による固定資産価値の向上，新規市場

へのアクセスによる収益増加などがあげられている。（環境省, 2021a,p.103）  
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・サステナビリティとアカウンタビリティの考え方 

 ガイドラインでは，環境報告の目的について，「持続可能な社会への移行過程におい

て，事業者が，短中長期にわたり，重要な環境課題にどのように取り組み，さらに，こ

れからどのように取り組もうとしているのかを明確に伝えられるようにすること」（環境

省, 2018, p.8）と説明し，「環境報告は，事業者が，事業活動による直接的・間接的な環

境への重大な影響について，ステークホルダーに報告する行為です。重大な影響には良

い影響も悪い影響も含まれますが，それらを事業者が環境マネジメントによってどのよ

うに適切にコントロールし，その結果として持続可能な社会の実現にどう貢献している

のかをステークホルダーに伝えることが役割です。」（環境省, 2021a, p.6）としている。

また，この持続可能な社会の考え方を理解する上で最も大事なのは持続的発展（持続可

能な開発）であり，これはブルントラント報告書で明確に定義づけられた考え方である

としている（環境省, 2021a, p.2）。ブルントラント報告書の定義については，「将来にわ

たって，有限な資源を過剰消費せず，破滅的な環境破壊を避けながら，現世代が経済発

展できる道を進むようにと提言している」（環境省, 2021a, p.2）と説明し，さらに，

SDGs に言及して，「つまり，国連 SDGs の目標・ターゲットを達成することが持続的開

発なのです」（環境省, 2021a, p.3）としていることから，持続可能な開発を基本的には

トリプルボトムラインと理解して，持続可能な開発や SDGs の達成を，サステナビリテ

ィとして捉えているものと思われる81。 

 また，ガイドラインの本体においてはアカウンタビリティについての言及はないが，

解説書では，「この環境報告を実施することにより，事業者は，人類全体の共有財である

自然資源を利用して事業を行う者として必要な説明責任を果たし，また，ステークホル

ダーの判断に影響を与える有用な情報を提供するとともに，社会と事業者の間の環境コ

ミュニケーションを促進することができます」（環境省, 2021a,p.6）とアカウンタビリテ

ィに言及している。さらに，「事業者は，出資者や債権者が拠出した財務的資本だけでな

く，自然環境，労働力，社会基盤等の諸資本を利用して，事業活動を営んでいます。し

たがって，経営責任者は，これらの資本の提供者に対して，資本をどのように利用した

のかについての道義的な説明責任を負っています。環境報告は，自然環境の利用につい

て，この説明責任を果たす手段です」（環境省, 2021a, p.21）としており，広範な資本の

受託責任に基づく社会的アカウンタビリティを認識していることが読み取れる。 

 ガイドラインでは，対象とするステークホルダーについて，基本的には全てのステーク

ホルダーが含まれるとしつつも，とりわけ，持続可能な社会への移行に伴って，ESG 報

 
81 両者の関係について明言はされていないが，持続可能な社会への移行を気候変動を例

に説明するとともに，「気候変動だけでなく，持続可能な社会が国連 SDGs の目指す社会

であるとすれば」という説明がされている。（環境省, 2021a, p.4） 
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告に重大な関心を有するようになった投資家の視点に配慮して，情報を拡充したとしてい

る（環境省, 2018, p.5）。ステークホルダーの範囲については，株主，従業員，地域コミュ

ニティ，サプライヤー，消費者，行政，NGO，投資家，金融機関等，事業者と何らかの利

害関係を有する人々によって構成されるとしたうえで，その関係の強さはステークホルダ

ーごとに異なるのが一般的であると説明している（環境省, 2021a, p.6）。また，ステーク

ホルダー・エンゲージメントを実施した場合には，その状況について情報開示することが

有用であるとしており（環境省, 2018, p.11），解説書においても，その意義や内容につい

て説明している（環境省, 2021a, pp.35-36）。 

 以上から，環境省のガイドラインでは，サステナビリティについては，トリプルボトム

ラインとしての持続可能な開発として理解したうえで，広範な資本に対する受託責任に基

づく社会的アカウンタビリティによって，幅広いステークホルダーに対する情報開示を求

めるという構造がみられる。ただし，最新のガイドラインからは，投資家への比重が高ま

っていることが示唆される。 

 

④ IIRC フレームワーク 

 IIRC82は，2010 年に A4S と GRI によって創設され，IOSCO，IASB，FASB，IFAC

などの国際的な機関，投資家，会計士，規制当局，学識者なども参画して，国際的に合

意された統合報告についてのフレームワークの構築を目指して活動を開始した。2013 年

に，国際統合報告フレームワークを公表し，2021 年 1 月には，概念を明確化し，ガイダ

ンスをシンプルにした改訂版を発行している。フレームワークでは，統合報告の主たる

目的は，「財務資本の提供者に対して，組織がどのように長期にわたり価値を創造，保

護，低下させるのかについて説明すること」（IIRC, 2021, p.5）83であるとしている。当

初のフレームワークでは「価値の創造（create）」にしか言及がなかったが，「保護

（preserve），低下（erode）」という文言を追加し，価値が増加する側面の説明だけを意

図したものではないことが強調されている。なお，統合報告とはプロセスのことである

が，それは統合思考に基づいており，結果的に価値の創造・保護・低下についての定期

的な統合報告書として表わされるもので，価値の創造・保護・低下についてのコミュニ

ケーションにかかわるものである（IIRC, 2021, p.53）。長期にわたる組織の価値は組織

内部だけでなく，外部環境からの影響，ステークホルダーとの関係，多様な資源への依

存によって作られるため，その状況が分かるような開示が求められる。基礎概念の中で

 
82 IIRC は，設立当初は，International Integrated Reporting Committee（国際統合報

告委員会）であったが，フレームワーク公表時は International Integrated Reporting 

Council（国際統合報告評議会）と組織名を変更している。（略称は同じ） 
83 IIRC（2013）から変更がない部分については，日本公認会計士協会訳（2014）によ

っている。以下も同様。 
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は，多様な資本概念（財務，製造，知的，人的，社会・関係，自然）が示されている

が，このような資本は，価値のストックであり，組織の活動やアウトプットを通じて増

加，減少，変換されるものとして，価値との関係が説明されている（IIRC, 2021, 

p.18）。 

 フレームワークでは原則主義を採用しており，統合報告書の全般的な内容を統括する

指導原則と内容要素，それらの基礎となる概念について説明しているが，具体的な開示

内容や KPI については示されていない。 

 

・サステナビリティとアカウンタビリティの考え方 

 フレームワークでは，サステナビリティへの直接の言及はないが，統合報告と統合思

考を繰り返すことで，効率的で有効な資本の配分をもたらし，それは，金融の安定性と

持続可能な開発のための力として作用するとしている（IIRC, 2021, p.2）。また，環境や

社会的な情報は資本概念の中に包含されていることから，価値に関連する内容を説明す

るのに際して，環境会計を含むサステナビリティ情報の開示が求められることになる。 

 フレームワークでは，統合報告の狙いについて，「広範な資本（財務，製造，知的，人

的，社会・関係及び自然資本)に関する説明責任及びスチュワードシップを向上させると

ともに，資本間の相互関係について理解を深める」（IIRC,2021, p.2）ことにあるとして

いる。また，指導原則の一つである，ステークホルダーとの関係性の中で，「統合報告書

は，主要なステークホルダーの正当なニーズ及び関心が，ステークホルダーとの継続的

なコミュニケーション，意思決定，行動，実績を通じてどのように理解，考慮，対応さ

れているかを開示することによって，信頼とレジリエンス（変化への対応力）の構築に

不可欠な透明性と説明責任の向上につながる」（IIRC,2021, p.29），「説明責任は，スチ

ュワードシップの概念，そして，活動とアウトプットを通じて影響を与える資本に配慮

する責任，又は適切に資本を利用する責任と密接に結びついている。資本が組織に帰属

している場合，スチュワードシップに関する責任は，法的責任という形で経営陣及びガ

バナンス責任者に課せられる」（IIRC,2021, p.29），「資本が他者に帰属している場合又

は誰にも帰属しない場合も，法規制(例えば，所有者との契約や労働法，環境保護規制な

ど)によってスチュワードシップに関する責任が課せられる場合がある。また，スチュワ

ードシップに関する法的責任がない場合であっても，スチュワードシップに関する責任

を受け入れる倫理的責任を負うこととなる場合や，ステークホルダーの期待に応じる形

で，その責任を受け入れる場合がある。」（IIRC,2021, p.29）と記載されていることか

ら，広範な資本に対するスチュワードシップに基づく，社会的アカウンタビリティを想

定しているものと考えることができる。ただし，その内容は，関係性によって幅がある

ことが認識されている。つまり，正当なニーズを持つ主要なステークホルダーが対象と

されており，法的責任以外の倫理的責任や広くステークホルダーからの期待に応える責
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任については，それを当然のこととして捉えているというよりも，企業側の判断次第で

あることが示唆されている。 

 フレームワークでは，その主な目的は「財務資本提供者に対して，組織が長期にわたり

どのように価値を創造，保護，低下させるのかについて説明すること」（IIRC,2021, p.11）

にあるとして，主たる報告相手が財務資本提供者であることを明確にしている。ただし，

「従業員，顧客，サプライヤー，事業パートナー，地域社会，立法者，規制当局，政策立

案者を含む，組織の長期にわたる価値創造能力に関心を持つ全てのステークホルダーにと

って有益なものとなる」（IIRC,2021, p.11）として，副次的には，それ以外のステークホ

ルダーも対象にされている。ただし，「本原則84は，統合報告書が，全てのステークホルダ

ーの情報ニーズを満たすべきことを意味するものではない。」としており，あくまで正当

なニーズを持つ主要なステークホルダーに限定されていることが示されている。なお，こ

こでいう財務資本提供者とは，「財務資本を提供する，現在の及び潜在的な資本保有者，

債務保有者，その他財務資本を提供する者。融資者その他の債権者を含む。投資の最終受

益者，集団的な資産保有者，資産又は資金運用者を含む」（IIRC, 2021, p.54）と定義され

ている。 

 すなわち，IIRC のフレームワークでは，組織の価値に関する説明の中で，サステナビ

リティ情報の開示が求められることになるが，これは，間接的には，持続可能な開発

（サステナビリティ）につながるものと考えられており，このような前提のもとで，広

範な資本に対する受託責任を認識したうえで，社会的アカウンタビリティに基づく情報

開示を求めるという構造になっている。ただし，その報告相手は，正当なニーズを持つ

主要なステークホルダーに限定されており，中でも，主たる報告相手はあくまで財務資

本提供者とされている。 

 

 以上を要約すると，GRI と環境省のフレームワークについては，サステナビリティに

ついて，ブルントラント報告書の持続可能な開発の定義によって説明するとともに，持

続可能な開発を，いずれもトリプルボトムラインとして理解したうえで，それに貢献す

ることが目的として示されている。一方で，SASB と IIRC のフレームワークについて

は，持続可能な開発に関連したサステナビリティを直接的な目的とはしておらず，あく

まで企業価値に関する報告が主題となっており，それと関連する範囲でサステナビリテ

ィ情報が求められているものと考えられる。これを整理したのが表 8 であり，それぞれ

のフレームワークが，背景にあるサステナビリティをどのように考えたうえで，責任を

捉え，そこから，誰に対して，いかなるアカウンタビリティを考えているのかを整理し

ている。 

 
84 指導原則の一つ「ステークホルダーとの関係性」のことを指す。 
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表 8 各フレームワークにおけるアカウンタビリティの構造 

 GRI SASB 環境省 IIRC 

サステナ

ビリティ 

持続可能な開発

（トリプルボト

ムライン） 

長期にわたる

企業の価値創

造に影響する

企業活動 

持続可能な開発

（トリプルボト

ムライン） 

価値創造への取

り組みが，持続

可能な開発へも

作用 

責任 持続可能な開発

への貢献 

投資家からの

受託責任 

広範な資本の受

託責任 

広範な資本の受

託責任（財務資

本提供者が優

先） 

アカウン

タビリテ

ィ 

社会的アカウン

タビリティ 

投資家へのア

カウンタビリ

ティ 

社会的アカウン

タビリティ 

社会的アカウン

タビリティ（財

務資本提供者が

優先） 

報告相手 ステークホルダ

ー 

投資家 ステークホルダ

ー（投資家に比

重） 

財務資本提供者 

（出典）筆者作成 

 

 これを環境会計の文脈で捉えると，GRI と環境省は，サステナビリティについて，持

続可能な開発の文脈で捉えたうえで，ステークホルダーへの社会的なアカウンタビリテ

ィを果たす中で環境会計を求めており，SASB と IIRC は，サステナビリティを企業の

価値創造との関係で捉えたうえで，資本提供者（主として投資家）に対する受託責任の

枠組みの中で，関係する情報を環境会計として求めるという構造となっている。このよ

うに，環境会計を求める構造は，「持続可能な開発への責任－社会的アカウンタビリテ

ィ」と，「企業価値向上への責任－投資家へのアカウンタビリティ」として区別すること

ができる。 

 このように，どのような責任を基に，誰に対して環境会計を報告するのかという基本

構造が大きく異なる場合，本来的に報告内容は異なったものとなる。この違いについ

て，開示内容について具体的な規定がなされている，GRI と SASB を基に検討すること

で85，社会的アカウンタビリティと投資家に対するアカウンタビリティとの違いを明ら

 
85 環境省のガイドラインと IIRC のフレームワークにおいても，基本原則は示されてい

るが，具体的な開示内容について，環境省ではあくまで参考として示されており，IIRC

では，原則主義を採用していることから，具体的な指標等の明示はない。 
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かにすることとする。 

 

7.2 GRIと  A Bにおける基本原則 

 GRI と SASB の基準の体系は異なるが，GRI においては GRI101 において基本的な開

示の原則が示されており，SASB においては，概念フレームワークにおいて，開示の原

則が示されている。よって，まずは，これらの原則の違いを検討することとする。 

 

①GRI スタンダードの基本原則 

 GRI スタンダードでは，GRI101（基礎）において，報告書の内容と品質を確定する

報告原則を示している。報告原則には，報告書に含める内容の決定方法に関する「報告

内容に関する原則」と，情報の品質を確保するための「報告品質に関する原則」があ

る。 

「報告内容に関する原則」には，ステークホルダーの包摂，サステナビリティの文脈，

マテリアリティ，網羅性の 4 つの原則が示されている。ステークホルダーの包摂とは，

報告書には，ステークホルダーの合理的な期待や関心を考慮する必要があるため，ステ

ークホルダーを特定するとともに，彼らの合理的な期待や関心にどう応えてきたのかを

説明しなければならない，という原則である（GRI101，par.1.1）。サステナビリティの

文脈とは，パフォーマンス指標を提示する際，サステナビリティのコンセプトと関連づ

けて提示することを求めるものである。例としては，環境効率の動向を報告するだけで

なく，地域の生態系の汚染物質吸収能力に関連づけて汚染負荷の絶対値を示すことがあ

げられている（GRI101，par.1.2）。マテリアリティの原則は，報告書にはマテリアルな

項目を記載しなければならないとするものである。マテリアルな項目とは，組織が経

済，環境，社会に著しいインパクトを与える項目であったり，ステークホルダーの意思

決定に影響を及ぼす項目として，重要であると合理的に考えられるものである。著しい

インパクトとは，専門家コミュニティにとって大きな懸念となっているもの，インパク

ト評価やライフサイクル・アセスメントなどのツールによって特定されたものである

（GRI101，par.1.3）。網羅性の原則は，著しいインパクトが漏れなく反映されるととも

に，ステークホルダーが組織のパフォーマンスを評価するのに十分なマテリアルな項目

やその該当範囲を包含しなければならない，という原則である。ここでいう該当範囲と

は，インパクトが生じる範囲の記述とそれらのインパクトへの組織の関与を指してい

る。組織が直接的原因となって生じるインパクトだけでなく，間接的原因となって生じ

るインパクトや，ビジネス関係を通じて，組織の活動，製品，サービスに関連して生じ

るインパクトについても報告することが期待されている。また，網羅性の原則には，報

告対象期間に該当するものを網羅することも含まれるが，これには，短期的インパクト

は非常に小さいが，長期的には回避不能か不可逆的となりかねないような著しくかつ合
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理的に予測可能な累積作用を持つ活動（生物濃縮や残留汚染物質など）についての報告

も含まれている（GRI101，par.1.4）。ここでは，財務上の報告範囲である，連結財務諸

表の対象範囲を原則としつつも，サステナビリティの特性を考慮したうえで，その範囲

が異なってくることが示されている86。 

 「報告品質に関する原則」では，正確性，バランス，明瞭性，比較可能性，信頼性，

適時性の 6 つの原則が示されている。これらの原則は，財務報告の一般的な原則と概ね

一致したものと考えることができる。IASB 概念フレームワークの質的特性と比べてみ

ると，比較可能性，適時性は補強的な質的特性に該当する。また，正確性は，忠実な表

現の構成要素である「誤謬がないこと」と同様に捉えることが可能であり，明瞭性は，

理解可能性と同様の内容と捉えることができる。バランスは，報告組織のパフォーマン

スにおけるポジティブ面とネガティブ面を記載し，組織のパフォーマンスについて全体

像を偏りなく示すことを期待するものであり（GRI101，par.1.6），中立性に近い内容と

考えることができる。信頼性は，報告書の作成に用いた情報・プロセスを検証可能な方

法で，収集，記録，編集，分析，報告しなければならないとするものであり（GRI101，

par.1.9），検証可能性と同様に捉えることができる。ここには，IASB で最も重視されて

いる目的適合性が含まれていないが，報告内容に関する原則において，具体的に意図す

る内容が反映されていると考えることができる。 

  

②SASB 会計基準の基本原則87  

 SASB 会計基準は，合理的に重要であるとみなされるもの，企業と投資家にとって意

思決定に有用であるもの，報告書の作成者にとってコスト効果のあるもの，といった性

質を持つ情報を生み出すことを目的としている（SASB, 2017，p.9）。そして，このよう

な目的を達成するため，トピックスの選定については，以下の原則を掲げている。

（SASB, 2017, pp.18-19） 

 ・企業価値への潜在的な影響 

 ・投資家の関心 

 ・業種に関する関連性 

 ・企業による実践可能性 

 ・ステークホルダー（投資家と発行者）のコンセンサスの反映 

  

 
86 この点について，スタンダードの前のガイドラインにおいては，組織（連結）内と組

織外における影響の発生についての具体的な説明がなされていた。（GRI,2013,pp.30-

37） 
87 2022 年 7 月 4 日現在，SASB の概念フレームワークは改訂作業中であり，ここでは

2017 年に公表された当初の概念フレームワーク（SASB, 2017）を基に記載している。 
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 また，個別のサステナビリティのトピックについて，業績を評価するためのメトリッ

クス（具体的な指標）を選定する際の基準としては，公正（適正）な表示，有用性，適

用可能性，比較可能性，完全性，検証可能性，整合性，中立性，配分性，を掲げている

（SASB, 2017，pp.18-19）。このうち，比較可能性88，検証可能性は，IASB の概念フレ

ームワークの質的特性であり，完全性と中立性は，忠実な表現の構成要素である。公正

（適正）な表示の内容には正確な記述が含まれていることから，これは忠実な表現の構

成要素である「誤謬のないこと」に近い内容であるといえる。概念フレームワークでは

有用な情報を規定するために質的特性を示しており，有用性は質的特性そのものではな

いが，SASB 会計基準ではあえて強調されているものと思われる。適用可能性

（Applicable），整合性（Aligned），配分性（Distributive）は，SASB 会計基準に特徴

的な基準といえる。適用可能性は，業種の中の多くの企業において適応できるものであ

るということであり（SASB, 2017，p.19），業種ごとにマテリアリティを評価すること

にも関係している。また，整合性は，既存の基準や定義などから派生したものをベース

にするということで，これまでの実務慣行が重視されている。配分性は，ユーザーがト

ピックまたはトピックの側面に関する業績を区別することができるように，業種内また

は業種横断的な企業のデータを識別できるようにメトリックスが設計されているという

ことであり（SASB, 2017，p.19），企業と利用者が利用しやすいような実務的な配慮が

なされたものといえる。 

  

 基本原則に関して，いずれも，一般的な財務報告の原則（IASB の概念フレームワー

クなど）が考慮されているが，GRI では，報告内容に関する原則において，サステナビ

リティを考慮した特徴的な原則がおりこまれており，SASB では，メトリックスの選定

に関する基準において，投資家への意思決定に有用な項目を選定するための特徴的な原

則がおりこまれている。 

 

7.3 GRIと  A Bにおける開示内容 

 次に，両者の開示内容の違いを考察するため，開示すべき内容の決定方法について検

討する。 

GRI スタンダードでは，基準に準拠した場合には，一般開示事項と，特定したマテリ

アルな項目について，マネジメント手法の開示事項，項目別の開示事項（指標）の開示

を求めている。従って，組織において，該当する環境関連項目（例えば，エネルギー）

がマテリアルであると特定した場合には，当該項目について，マネジメント手法とし

 
88 ここでの比較可能性はあくまで業種内と企業内部の時系列での比較可能性である

（SASB, 2017，p.19）。 
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て，方針，コミットメント，目標およびターゲット，経営資源などを記載した上で

（GRI103），定量情報として，表 9 の該当項目（例えば，302 エネルギー）の開示事項

（指標）を開示する89。 

 

表 9 GRI スタンダード 環境項目の開示事項（指標） 

 

（出典）GRI スタンダード（GRI301 から 308）を基に筆者作成 

 

ちなみに，「305 大気への排出」の温室効果ガス（GHG）排出量のスコープ 1，2，3

とは，GHG 排出量の算定と報告の国際的な基準である GHG プロトコルにおいて規定さ

 
89 ただし，中核オプションでは，項目別の開示事項における要求事項をすべて遵守する

必要はない。 

項目 開示事項（指標）

使用原材料の重量または体積（再生不能と再生可能に区分）

使用したリサイクル材料

再生利用された製品と梱包材

組織内のエネルギー消費量（再生可能エネルギー源と非再生可能エネルギー源など）

組織外のエネルギー消費量

エネルギー原単位

エネルギー消費の削減

製品およびサービスのエネルギー必要量の削減

水源別の総取水量

取水によって著しい影響を受ける水源

リサイクル・リユースした水

保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域，もしくはそれらの隣接地域に所
有，賃借，管理している事業サイト

活動，製品，サービスが生物多様性に与える著しいインパクト（サプライチェーンを含む）

生息地の保護・復元

事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種

直接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ1）

間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ2）

その他の間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ3）

温室効果ガス（GHG）排出原単位

温室効果ガス（GHG）排出量の削減

オゾン層破壊物質（ODS）の排出量

NOx，SOxおよびその他の重大な大気排出物

排水の水質および排出先

種類別および処分方法別の廃棄物

重大な漏出

有害廃棄物の輸送

排水や表面流水によって影響を受ける水域

307　コンプラ

イアンス
環境法規制の違反（罰金，件数等）

環境基準により選定した新規サプライヤー

サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置

308　サプライ

ヤーの環境面の
アセスメント

301　原材料

302　エネル

ギー

303　水

304　生物多様

性

305　大気への

排出

306　排水およ

び廃棄物
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れているもので，温室効果ガスの直接排出（事業者が保有・管理している排出源から発

生するもの）はスコープ 1 排出量，電気の使用などに伴う温室効果ガスの間接排出はス

コープ 2 排出量，その他の温室効果ガスの間接排出（購入原材料の採取や生産，組織の

所有・管理していない車両の購入燃料，販売した製品・サービスの使用などが含まれ

る）はスコープ 3 排出量と分類される（WRI & WBCSD, 2004）。 

 一方，SASB 基準では，サステナビリティは，環境，社会的資本，人的資本，ビジネ

スモデルとイノベーション，リーダーシップとガバナンス，の 5 つのトピックスから構

成される（SASB, 2017, pp.2-3）。これらのトピックスの中には 26 のサステナビリティ

課題（issue）が設定されており，会計基準は，業種ごとに，マテリアリティがあるとさ

れた課題に対して，具体的な開示内容である会計メトリックスが示されている。このよ

うに，サステナビリティについて，５つのトピックスに対して，26 のサステナビリティ

課題に分類し，個別の開示内容としては，業種ごとに，これらの課題に関して，具体的

な会計メトリックを設定するという構造となっている。 

このうち，環境に関連する内容が含まれているトピックスは，「環境」と「ビジネスモ

デルとイノベーション」である。「環境」に含まれるサステナビリティ課題は，GHG

（温室効果ガス）排出，大気の質，エネルギー管理，水と排水の管理，廃棄物と有害物

質の管理，生態系への影響，の 6 項目である。「ビジネスモデルとイノベーション」に

は，製品デザインとライフサイクルマネジメント，ビジネスモデルとレジリエンス，サ

プライチェーン管理，資源の調達と効率性，気候変動の物理的な影響，の 5 項目があ

り，ここにも環境に関連する内容が含まれている。 

 SASB では 77 業種を対象に，それぞれ基準を策定している。このうち，「環境」と

「ビジネスモデルとイノベーション」のトピックのそれぞれのサステナビリティ課題に

ついてマテリアリティがあるとされた業種の数を示したのが，表 10 である。例えば，消

費財セクターには 7 つの業種が含まれているが，このうち，GHG 排出が重要であると

された業種は 0 であったということを示している。GHG 排出については全 77 業種のう

ち 25 業種（全体の 32.5％）については，マテリアリティがあるとされている。このた

め，それ以外の業種（52 業種，全体の 67.5％）については，GHG 排出量等の開示は求

められない。他方で，気候変動の物理的影響についてマテリアリティがあるとされた 8

業種は，全て GHG 排出ではマテリアリティがないとされた業種である。 
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表 10 SASB 基準 環境に関連する課題についてマテリアリティがあるとされた 

業種の数 

トピック「環境」 

 

 

トピック「ビジネスモデルとイノベーション」 

 

（出典）SASB Materiality Finder90を基に筆者作成 

 

 各サステナビリティ課題については，さらに詳細な開示内容である会計メトリックス

が示されており，この内容も，業種ごとに異なった内容となっている。SASB では，企

業価値へ与える影響によってマテリアリティが判断されるため，包括的に環境情報の開

示が求められる業種は限定的となっている。77 業種のうち 24 業種（全体の 31.2％）に

 
90 https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/?lang=en-us（2022/7/4 アク

セス） 

GHG排出 大気  
 ネ 

ギ   

  排 

   

      

     

 態系へ

   
計

消費財 7 0 0 3 1 0 0 4

資源   鉱 資源 工 8 8 6 3 7 6 6 36

金融 7 0 0 0 0 0 0 0

食品 飲 8 4 0 7 6 2 1 20

ヘ   ア 6 1 0 2 0 1 0 4

イ  ラ 8 2 2 2 3 2 2 13

再   資源 代替 ネ ギ 6 1 2 3 3 1 2 12

資源変換 5 2 2 5 2 4 0 15

サ   7 0 0 3 1 0 1 5

技術 コミ ニ  シ  6 1 0 4 2 2 0 9

輸送 9 6 5 1 0 1 2 15

計 77 25 17 33 25 19 14 133

  数 割 32.5% 22.1% 42.9% 32.5% 24.7% 18.2%

　　　　　　　　　サ       課 

セ   ［ 象  数］

製品 ザイ  

ライ サイ  

 ネ   ト

  ネ    

       

サプライ

チェ    

資源 調達 

効率 

気候変   

    
計

消費財 7 5 0 4 1 0 10

資源   鉱 資源 工 8 2 2 1 0 0 5

金融 7 5 0 0 0 2 7

食品 飲 8 4 0 7 5 0 16

ヘ   ア 6 2 0 2 0 2 6

イ  ラ 8 4 5 0 1 2 12

再   資源 代替 ネ ギ 6 4 0 2 3 1 10

資源変換 5 5 0 1 3 0 9

サ   7 0 0 0 0 1 1

技術 コミ ニ  シ  6 3 0 1 4 0 8

輸送 9 3 0 1 2 0 6

計 77 37 7 19 19 8 90

  数 割 48.1% 9.1% 24.7% 24.7% 10.4%

　　　　　　　　　サ       課 

セ   ［ 象  数］
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ついては，「環境」トピックの 6 つの課題全てに対してマテリアリティがないとされてお

り91，これらの業種においては，環境トピックの開示は求められないこととなる。 

 このように，ステークホルダー全体を対象とした GRI と比べて，投資家を対象とした

SASB では，その開示が限定されていることが分かる。この違いは，マテリアリティの

考え方の違いから生じている。GRI では，環境に対して著しいインパクトを与える項

目，ステークホルダーの意思決定に影響を及ぼす内容が選定されるのに対して，SASB

では，企業価値への影響の観点から，投資家の関心や財務的な影響といった，投資家の

意思決定に影響を及ぼす項目に絞って内容が選定される。このマテリアリティの考え方

の違いについては，次章において検討する。 

以上のように，現在の環境会計の実践は，大きく，投資家に対するアカウンタビリテ

ィとステークホルダー全体に対するアカウンタビリティの実践として分類でき，その目

的の違いから内容においても違いがみられる。他方で，これらのフレームワーク設定主

体の間においては統合の動きもみられる。その背景には，サステナビリティ情報開示の

規制強化の動きがあり，それは，環境会計の実践に大きな影響を及ぼすことが想定され

る。そこで，次章においては，規制強化に向けた環境会計に関する基準の統合化の動向

とその課題について検討することとする。 

  

 
91 SASB ウェブサイトより https://www.sasb.org/standards/materiality-

finder/find/?lang=en-us （2022/7/4 アクセス） 

https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/?lang=en-us
https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find/?lang=en-us
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８. 環境会計をめぐる基準の統合化と規制の強化 

 

環境会計情報への関心の高まりと実務における開示の拡大に伴い，様々な機関から開

示のフレームワークが設定されるようになってきた。他方で，その状況が開示された情

報の比較可能性を低下させているといった懸念の声を受けて，これらを統合する動きが

加速している。さらには，環境規制の強化の流れとも相まって，環境会計情報の開示を

規制する流れも加速している。特に，国際会計基準を設定してきた IFRS 財団は，サス

テナビリティ会計基準審議会（ISSB）を設定して基準策定の取組を始めており，EU に

おいても，2021 年 4 月に採択された企業サステナビリティ報告指令（CSRD）案によっ

て，サステナビリティ情報の開示規制が強化されている。いずれも，開示すべきサステ

ナビリティ情報の標準化が意図されており，今後の環境会計の実践に大きな影響を及ぼ

すことが想定される。そこで，本章では，このような動向について検討したうえで，そ

の中でも特にマテリアリティの概念に焦点を当てた考察を行う。そして，環境サステナ

ビリティのための環境会計の考え方から見た課題について検討を行う。 

 

8.1 環境会計をめぐる基準の統合化と規制強化の動向 

環境会計の開示については，第 7 章で検討した，GRI，SASB，IIRC 以外にも多くの団

体が，基準やフレームワークを策定している92。中でも，2017 年に発行された TCFD の

報告書では，気候関連情報を財務情報として開示することを提言しているが（TCFD, 2017）

93，気候変動への関心の高まりから，これに賛同する動きが活発化している。このような

状況において，サステナビリティ情報の開示を求めている主要な団体の間で連携が強化さ

れるようになってきた。2018 年に，GRI，SASB，IIRC，CDP94，CDSB95の 5 団体が情

報開示の首尾一貫性や比較可能性を高めるための活動を開始し，2020 年 9 月には，より

包括的な企業報告に必要な要素についての共有ビジョンと，この目標に向けて推進するた

めの共同声明を発表した（CDP et al., 2020a）。その背景には，投資家や経済界からのサ

ステナビリティ情報への関心の高まりとともに，グローバルに統一された基準設定への要

請が高まってきたことがある。ここでは，個々のフレームワークの位置づけや，フレーム

 
92 これらのフレームワークには，環境以外の項目を含めているものもあるが，いずれも

環境部分について，環境会計のフレームワークとしている。 
93 TCFD については，注 79 参照。 
94 CDP（旧カーボン･ディスクロージャー･プロジェクト）は，投資家，企業，国家，地

域，都市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営する

英国の NGO である。https://www.cdp.net/en/ （2022/7/19 アクセス） 
95 CDSB（気候変動開示基準委員会）は企業と環境 NGO の国際コンソーシアムであ

る。自然資本を金融資本と同等に扱うため，主要な財務報告書に気候変動と自然資本に

関連する情報を盛り込むためのフレームワークを開発している。https://www.cdsb.net/ 

（2022/7/19 アクセス） 

https://www.cdp.net/en/
https://www.cdsb.net/
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ワーク間の関係などを整理し，それぞれの存在意義や正当性を強調するとともに，可能な

限り指標の共通化を図ることが目指されている。これによって，マルチステークホルダー

に向けた，包括的なサステナビリティ情報と，投資家に向けた企業価値に関連するサステ

ナビリティ情報という 2 つの目的を満たすような情報を必要に応じて開示することが可

能となり，重複した情報開示を避けることで，企業の負担を減らすとともに，多様な利用

者に向けた比較可能なサステナビリティ情報の開示が可能になるとしている（CDP et al., 

2020a, pp.6-12）。また，5 団体からは，2020 年 12 月に気候関連財務開示基準のプロトタ

イプの例示として，TCFD の提言を踏まえた開示が示された（CDP et al., 2020b）。 

さらに，2021年 6月には，IIRCと SASBが統合してVRF（Value Reporting Foundation）

が設立され，2021 年 11 月には，国際的な会計基準設定主体である IASB（International 

Accounting Standards Board）の母体組織である IFRS 財団が，国際サステナビリティ

基準審議会（ISSB: International Sustainability Standards Board）を設立した。ISSB

は，サステナビリティ情報開示についての国際基準の開発に着手することを表明するとと

もに，2022 年 6 月までに，CDSB と VRF を統合することを発表した96。ISSB は，企業

価値の評価や投資意思決定に関連するサステナビリティ項目に関連した基準の策定を目

指しており，財務会計の基準である IFRS との互換性や接続を意識して，IASB とも密接

に協力することが示されている97。関係 5 団体の中で，特に企業価値報告に関連する 3 団

体が ISSBに統合されたことで，開示基準を統一化する動きが加速していくこととなった。 

 2022 年 3 月には，ISSB から IFRS サステナビリティ開示基準として，IFRS S1 号「サ

ステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」と IFRS S2 号「気候関連

開示」の 2 つの公開草案が公表された。この公開草案は，技術的準備ワーキンググループ

（TRWG98）が開発したプロトタイプに基づいたものとなっているが，これは，5 団体が

2020 年 12 月に公表したプロトタイプを基礎としている（TRWG, 2021）。 

IFRS S1 号では，基準の目的を「一般目的財務報告の主要な利用者が企業価値を評価し

企業に資源を提供するかどうかを決定する際に有用な企業の重大な（significant）サステ

ナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示を企業に要求することにある」

（ISSB, 2022a, par.1）としており，財務報告の利用者（主に投資者）に対する，企業価

値評価のための情報開示であることが明らかにされている。このため，「一般目的財務報

 
96 CDSB との統合は，2022 年 2 月に完了しているが，VRF との統合は 2022 年 8 月 1

日に完了予定に更新されている。https://www.ifrs.org/news-and-

events/news/2022/06/consolidation-with-vrf-expected-to-complete-1-august-2022/ 

（2022/7/4 アクセス） 
97 https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-

issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/ （2022/7/4 アクセス） 
98 TRWG には，IASB，CDSB，TCFD，VRF(IIRC と SASB)，世界経済フォーラム，

世界経済フォーラムのステークホルダー資本主義測定イニシアティブが参加した。 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/06/consolidation-with-vrf-expected-to-complete-1-august-2022/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/06/consolidation-with-vrf-expected-to-complete-1-august-2022/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/
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告の主要な利用者による企業の企業価値の評価に影響を与えることが合理的に予想でき

ないサステナビリティ関連のリスク及び機会は，本基準[案]の範囲外である。」（ISSB, 

2022a, par.9）とされている。ここで，要求されている開示内容は，ガバナンス，戦略，

リスク管理，指標及び目標の 4 項目であり，これは，TCFD の勧告に沿ったものとなって

いる。IFRS S2 号「気候関連開示」は，IFRS S1 号を具体的に展開したもので，その目的

は，「気候関連のリスク及び機会に対するエクスポージャーに関する情報を提供すること

を企業に要求すること」（ISSB, 2022b, par.1）としており，その範囲は，企業が晒されて

いる気候関連のリスク（物理的リスクと移行リスク）と企業が利用可能な気候関連の機会

である（ISSB, 2022b, par.3）。開示すべき 4 項目の概要は，表 11 で示した内容となって

いる。 

 

表 11 IFRS S2 号「気候関連開示」開示項目 

 

（出典）ISSB（2022b）を基に筆者作成 

 

また，IFRS S2 号には，産業別開示要求が付録として提示されているが，これは SASB

基準に基づいたものとなっている。戦略における気候関連のリスク及び機会の識別や，指

標及び目標の一部の情報については，産業別の指標を検討することになる（ISSB, 2022b）。

このように，ISSB の基準は，従来の投資家に対するアカウンタビリティのための環境情

報開示を収斂した内容となっていることが分かる。 

項目 内容

企業が，気候関連のリスク及び機会をモニタリングし管理するために用いるガバナ
ンスプロセス，統制及び手続。
企業は，気候関連のリスク及び機会を監督する単一又は複数の機関に関する情報，
並びにこれらのプロセスにおける経営者の役割に関する情報を開示しなければなら
ない。
・短期，中期又は長期にわたり，企業のビジネスモデル，戦略及びキャッシュ・フ
ロー，ファイナンスへの企業のアクセス並びに企業の資本コストに影響を与えるこ
とが合理的に見込まれる，重大な気候関連のリスク及び機会
・重大な気候関連のリスク及び機会が企業のビジネスモデル及びバリュー・チェー
ンに与える影響
・重大な気候関連のリスク及び機会が企業の戦略及び意思決定（その移行計画を含
む）に与える影響
・重大な気候関連のリスク及び機会が報告期間における企業の財政状態，財務業績
及びキャッシュ・フローに与える影響，並びに，短期，中期及び長期にわたり予想
される影響（気候関連のリスク及び機会がどのように企業の財務計画に含まれてい
るかを含む）
・重大な物理的リスク及び重大な移行リスクに対する企業の戦略（ビジネスモデル
を含む）の気候レジリエンス

リスク管
理

気候関連のリスク及び機会が企業によってどのように識別，評価，管理及び軽減さ
れているか
気候関連のリスク及び機会に関する企業のパフォーマンスを管理及びモニタリング
するために用いる指標及び目標
• ガバナンス，リスク管理及び戦略の各開示要求にまたがる定性的な開示を支援する

財務パフォーマンス及び結果の測定値
• 企業が，重大な（significant）気候関連のリスク及び機会に関連するパフォーマン

スの目標を測定するために用いる目標

ガバナン
ス

戦略

指標及び
目標
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一方，EU においては，従来から非財務情報報告指令（NFRD）99において，従業員 500

人以上の大規模な公共組織（PIE: Public Interest Entities）に対して，年次報告書に環境

情報の開示を要求していたが，2021 年 4 月に，開示を強化する内容の企業サステナビリ

ティ報告指令（CSRD）案が公表された。NFRD のもと，企業は様々な報告基準を用いて

開示を行っていたが，その情報には信頼性や比較可能性，アクセス可能性などに問題があ

ったとして，CSRD では，企業が報告すべき情報をより詳細に規定し，統一的な基準に沿

った報告を義務づけるとともに，監査のような保証も要請されている（EC, 2021）。この

サステナビリティ報告基準については，欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）の技術的

助言を考慮すべきこととされていた。EFRAG は，基準策定に向け，GRI，Shift，WICI

と協力協定を締結しているが100，IFRS 財団の技術的準備ワーキンググループ（TRWG）

とも意見交換が行われている（EFRAG,2022a）。そして，2022 年 4 月には，EFRAG か

ら，欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）として，13 の公開草案（表 12）が公表さ

れた101。 

 

表 12 ESRS 公開草案の一覧 

 

（出典）EFRAG（2022b）ｐ.2 を基に筆者作成 

 
99 Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 

2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and 

diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA 

relevance https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj （2022/7/6 アクセス） 
100 Shift は，国連のビジネスと人権に関する指導原則に関連した専門団体であり，WICI

は，企業報告改善のための，世界のビジネス報告のネットワーク組織である。 

https://shiftproject.org/ （2022/7/9 アクセス） 

https://www.wici-global.com/ （2022/7/9 アクセス） 
101 https://www.efrag.org/lab3#subtitle5 （2022/7/6 アクセス） 

ESRS 1 一般原則

ESRS 2 一般的事項，戦略，ガバナンス，マテリアリティ評価

ESRS E1 気候変動

ESRS E2 汚染

ESRS E3 水と海洋資源

ESRS E4 生物多様性

ESRS E5 資源の利用とサーキュラーエコノミー

ESRS S1 自社の従業員

ESRS S2 バリューチェーンにおける労働者

ESRS S3 影響を受けるコミュニティ

ESRS S4 消費者とエンドユーザー

ESRS G1 ガバナンス，リスク管理，内部統制

ESRS G2 企業行動

分野横断的

トピック別基準：環境

トピック別基準：社会

トピック別基準：ガバナンス

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj
https://shiftproject.org/
https://www.wici-global.com/
https://www.efrag.org/lab3#subtitle5
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 ESRS では，分野横断的基準である ESRS１と ESRS２が，報告の全体の枠組みを規定

しており，TCFD や ISSB のガバナンス，戦略，リスクマネジメントに相当するものとな

っている。環境，社会，ガバナンスのトピック別の基準は，セクターを問わず，全ての事

業者にとってマテリアルであると考えられる持続可能性の影響，リスク，機会に関する開

示要件を定めており，TCFD と ISSB の目標と指標に相当するものとなっている。

（EFRAG,2022a） 

ESRS は，既存の欧州の法律やイニシアティブと整合するものとなっており，特に，

2050 年までに温室効果ガス排出量をネットゼロとし，近代的で資源効率の高い競争力の

ある経済に転換することを目指した欧州グリーン・ディールの政策の一環として，サステ

ナブル金融のための規則102を補完する役割を担うものでもある（EC, 2021）。つまり，EU

の企業サステナビリティ報告指令（CSRD）案は，欧州グリーン・ディールおよび国連の

持続可能な開発目標に従って，完全に持続可能で包括的な経済・金融システムへの移行に

貢献するために，サステナビリティ報告を改善することがその目的とされており，ESRS

は，その目的を達成するための開示基準となっている（EC, 2021）。よって，EU におけ

る環境会計の開示は，投資家を重視しているものの，投資家に対しても，持続可能な開発

の目的達成に直接貢献させようとしているところが，直接的な企業価値評価を目的とした

ISSB などと異なる点である。その違いは，ステークホルダー向けの基準を開発してきた

GRI が技術的に参画していることにも反映されている。 

 このように，現在，世界的に大きな影響力を持つ IFRS と EU において，開示すべき環

境会計の内容が一元化され，開示規制が強化されようとしているが，この流れは，これま

で検討してきた環境サステナビリティの観点とは異なる方向性にあるものである。その点

についてさらに考察するため，環境会計において，開示すべき内容を決める際に実質的な

意味を持つものとして従来から重視されてきた，マテリアリティの概念に焦点をあてて，

その考え方を検討することとする。 

 

8.2 マテリアリティの考え方 

 第 7 章で検討したように，ステークホルダー全体を対象にした GRI と，投資家を対象

とした SASB では，その目的が異なることから，両者のマテリアリティの考え方にも違

いがみられた。GRI では，組織が経済，環境，社会に著しいインパクトを与える項目であ

ったり，ステークホルダーの意思決定に影響を及ぼす項目として，重要であると合理的に

 
102 サステナビリティ金融情報開示規則（Regulation (EU) 2019/2088 (Sustainable 

Finance Disclosure Regulation)）によって金融市場参加者に開示義務を負わせるととも

に，サステナブルの要件を明確にするためのタクソノミ規則（Regulation (EU) 

2020/852 (Taxonomy Regulation)）が定められている。 
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考えられるものが，マテリアルな項目とされる（GRI101，par.1.3）。他方，SASB では，

財務的に重要なサステナビリティ情報，つまり，組織がどのように企業価値を創造してい

るかを理解するうえでマテリアルな情報が特定される103。 

 このように，両者のマテリアリティの考え方は異なるものであるが，サステナビリティ

情報を統一化していく過程において，5 団体が示した両者の関係性についての考え方が，

ダイナミック・マテリアリティという概念である。まず，企業がサステナビリティ情報を

開示する際に使用するマテリアリティの概念には 2 つの考え方がある。１つは，経済，環

境，人々に対する組織の重大な（significant）影響と，ステークホルダーにとっての重要

性（importance）に基づいたマテリアリティの概念であり，もう１つは経済的意思決定を

主な目的とする利用者に情報を開示する場合に用いられる企業価値創造にとってのマテ

リアリティの概念である。前者の概念は，一般的にはサステナビリティ報告で求められる

ものであり，後者の概念は，統合報告などで求められるものである。そして，後者の結果

の一部はすでに，年次の財務諸表項目の中に反映されている可能性があるとしている。こ

の関係は図 8 で示されているように，3 つの間が点線で区切られており，最も広いマテリ

アリティが，時とともに，狭いマテリアリティに変化することがあるということを示して

いる。そのような意味で，動的な概念であることが示されている（CDP et al., 2020a, pp.4-

5）。 

 

図 8 ダイナミック・マテリアリティ 

 

（出典）CDP et al.,2020a, p.5 図 1 を基に筆者作成 

  

すなわち，広いマテリアリティで対象とされたサステナビリティ情報は，ステークホル

 
103 https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/?lang=en-us （2022/7/9 アク

セス） 
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ダー全体を対象に報告されるもので，それが，いずれは，投資家向けの企業価値に関する

マテリアリティで特定されたサステナビリティ情報として，統合報告などで報告され，最

終的には，財務諸表本体において報告されるということを示している。 

 ステークホルダーに向けたアカウンタビリティのための情報と投資家に向けたアカウ

ンタビリティのための情報は，そもそもの目的が異なるものであるが，ダイナミック・マ

テリアリティの図が示すように，両者の間には整合的な関係が想定されている。すなわち，

広範なマテリアリティ概念から抽出されたサステナビリティ情報は，企業価値のフィルタ

ーを通したマテリアリティ概念によって，企業価値に関連するサステナビリティ情報に転

換できるということであり，これによって，2 つのタイプの報告書は，整合的な関係とな

ることから，情報開示の効率性と比較可能性が担保できるということになっている。 

ISSB においても，基本的には，ダイナミック・マテリアリティの中の企業価値に関す

る考え方に基づいて，マテリアリティを捉えている。すなわち，サステナビリティ関連財

務情報としては，企業が晒されている重大な（significant）サステナビリティ関連のリス

ク及び機会の全てに関してマテリアルな情報を開示しなければならず，マテリアリティの

評価は，一般目的財務報告の利用者が企業価値を評価するために必要な情報の文脈で行わ

なければならないものとされている（ISSB, 2022a, par.2）。ここで，マテリアリティにつ

いて，「サステナビリティ関連財務情報は，その情報を省略したり誤表示したり覆い隠し

たりしたときに，一般目的財務報告の主要な利用者が，特定の報告企業に関する情報を提

供する当該報告に基づいて行う意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合

には，重要性がある（material）」とされている（ISSB, 2022a, par.56）。この考え方は

IFRS の概念フレームワークと整合させているが，一般目的財務諸表の判断との違いとし

ては，長期にわたる財務上の影響（implications）や，バリューチェーンを通じた相互作

用の財務上の影響（implications）を考慮することも必要になる点があげられている（ISSB, 

2022c, par.BC71）。企業は，サステナビリティ関連の財務情報の識別のために，自らマテ

リアリティを判断しなければならず，それは各報告日において再評価される（ISSB, 

2022a, par.59）。IFRS サステナビリティ開示基準は，重大な（significant）サステナビリ

ティ関連のリスク及び機会を識別するために参照されるものとして位置づけられており，

適用する基準が存在しない場合には，自ら判断することになるが，その場合には，産業別

の SASB 基準や他の基準設定主体の公表した文書などを考慮しなければならない（ISSB, 

2022a, pars.52₋54）。 

 一方，ESRS においては，ダブル・マテリアリティという概念が採用されている。ダブ

ル・マテリアリティとは，サステナビリティ報告書に，サステナビリティに関する事項を

含めるべきかどうかを決定するための基準を提供する概念であり，インパクトのマテリア

リティと財務上のマテリアリティの和（2 つの集合の和であり，交差点ではない）として

定義されている（EFRAG, 2022c, par.46）。インパクトのマテリアリティでは，事業者が
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短期，中期，長期において，人々又は環境に及ぼす実際の又は潜在的に重大な（significant）

影響に関連している場合，マテリアルとなる。これには，事業者が自らの業務，製品，サ

ービスにおいて直接的に引き起こした，又は貢献した影響や，契約関係に限らず事業者の

上流・下流のバリューチェーンに直接的に関連する（directly linked）影響104も含まれる

（EFRAG, 2022c, par.49）。インパクトのマテリアリティは，影響の程度（severity）（規

模，範囲，修復不可能な性質）によって決定され，潜在的な負のインパクトのマテリアリ

ティは，影響の程度と可能性（likelihood）によって決定される（EFRAG, 2022c, par.51）。

財務上のマテリアリティは，財務諸表において，どのような情報を含めるべきかを決定す

る中で使われるマテリアリティとは異なるものである。それは，サステナビリティ事項が，

事業者に重大な（significant）財務的影響を引き起こす（または引き起こす可能性がある）

場合，すなわち，短期，中期，長期において，将来のキャッシュ・フロー，ひいては企業

価値に影響を与える（又は与える可能性がある）重大なリスクや機会を生み出すものであ

るが，報告日時点で財務報告によって把握されていない（又は，まだ十分に把握されてい

ない）場合に，財務上の観点から重要であるとされる（EFRAG, 2022c, par.53）。サステ

ナビリティに関連する財務上のリスクと機会は，発生確率と財務上の影響の大きさ

（magnitude）の組合せとして測定される（EFRAG, 2022c, par.56）。ここで，ESRS が

定める全ての強制的な開示項目は，マテリアルなものと推定されているが，事業者が合理

的で裏付けのある証拠に基づいて，推定を反証することは可能であるとされている。この

場合，事業者は，マテリアリティの判定について，明示的な閾値や基準を設けて評価し，

「事業者にとってマテリアルでない」と明示しなければならない（EFRAG, 2022c, 

pars.57-59）。ESRS では，マテリアリティを評価するプロセスとその結果について開示

することを求めているが，強制的な開示項目については，反証がない限り，マテリアルな

ものと扱われることになる。 

 以上のように，IFRS サステナビリティ開示基準では，基準で開示が求められているも

のは，重大なサステナビリティ関連情報とみなされ，そこから，企業価値に関連するもの

をマテリアルなものとして抽出するというアプローチであるのに対して，ESRS では，基

準で開示が求められているものは，マテリアルなサステナビリティ情報とみなされ，そこ

から，マテリアルでないという証拠を示すことで，開示を省略するというアプローチとな

っている。いずれにおいても，企業自身がマテリアリティの判定を行うことになるが，そ

もそも開示すべき内容については，各基準でリストアップされた項目が対象となってくる

105。つまり，あらかじめ決められた開示項目の中から，企業の判断で，開示すべきものが

 
104 GHG に関して，スコープ 3 排出量はこの意味で，直接的に関連するものとしてい

る。（EFRAG, 2022c, par.50） 
105 ただし，IFRS においては，適用すべき基準がない場合，SASB などの他の基準を参

照することとなり，ESRS でも，エンティティ独自の開示項目の必要性を考慮する。 
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選定されていく形となっている。 

 これらのマテリアリティの考え方は，表 13 のように整理することができる。すなわち，

SASB や ISSB は既存の財務報告の基準（IFRS など）と整合的に，企業価値への影響と

いう観点で捉えているのに対して，GRI では環境へのインパクトとステークホルダーの

意思決定が考慮される。ESRS は折衷的に，環境へのインパクトと企業価値によってマテ

リアリティが判断される。 

 

表 13 各基準のマテリアリティの考え方 

          基準 

考慮される事項 

GRI ESRS SASB 

ISSB 

財務報告の

基準 

環境へのインパクト 〇 〇   

ステークホルダーの意思決定 〇    

企業価値（投資家の意思決定）  〇 〇 〇 

（出典）筆者作成 

 

 SASB，ISSB の基準は，あくまで投資家に向けた情報開示が前提となっており，投資

家へのアカウンタビリティの範疇に入るものである。他方，GRI は社会的アカウンタビリ

ティに分類できるが，ESRS でも，持続可能な社会の実現ということが目的にあるため，

社会的アカウンタビリティの視点が入ったものとなっている。このため，GRI と ESRS で

は，ステークホルダーの関与について規定されている。GRI は，これまで環境会計の実践

で最も多く使われてきた基準であるため，現実には，GRI を基に，ステークホルダーの関

与が実践されていると考えられる。ステークホルダーの関与は，環境サステナビリティの

ために求められる参加型のアカウンタビリティにおいて必須の要素と考えたため，これが，

十分に機能しているのかどうか，以下では，この現状について考察する。 

 

8.3 ステークホルダーの関与の現状とその課題 

GRI スタンダードでは，報告内容に関する原則の一つである「ステークホルダーの包

摂」において，「報告組織は，ステークホルダーを特定し，その合理的な期待や関心にど

う応えてきたかを説明しなければならない。」（GRI101，par.1.1）としている。そして，

ステークホルダーについて，「合理的に考えて，報告組織の活動，製品，サービスから著

しい影響を受けると思われる事業体や個人，もしくはその行動が当該組織の戦略実践や目

的達成能力に影響を与えると思われる事業体や個人として定義される」（GRI101,par.1.1）

としたうえで，「ステークホルダーには，従業員およびその他の労働者，株主，サプライ

ヤー，社会的弱者，地域コミュニティ，特に NGO をはじめとする市民社会組織などが含

まれる。報告書の内容を決定する際，組織はステークホルダーの合理的な期待や関心を考
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慮する必要がある。この中には，自らの意見を表明できず代弁者（例えば，特定の集団を

代表する NGO など）を通じて懸念を表明するステークホルダーや，組織と定期的または

明示的な対話をすることができないステークホルダーが含まれる。組織はある項目がマテ

リアルか否かを判断する際に，このような意見を考慮に入れるためのプロセスを特定する

ことが期待されている。」（GRI101,par.1.1）として，ステークホルダー・エンゲージメン

トのプロセスの必要性に言及している。 

 これは，企業が説明すべき内容は，ステークホルダーの期待や関心事項であり，それを

把握するには，ステークホルダーの声を聞くというプロセスが必要不可欠であることを意

味している。そして，最終的に説明すべきマテリアルな項目とは，「報告組織が経済，環

境，社会に与える著しいインパクトを反映している項目，または，ステークホルダーの評

価や意思決定に対して実質的な影響を及ぼす項目」（GRI101, par.1.3）であるとして，こ

の 2 つの次元のマトリックスのイメージ図を示している。スタンダードでは，マテリアル

かどうかを評価するにあたっては，ステークホルダーが直接表明している懸念事項，幅広

い社会から寄せられる期待，遵守を期待されている国際基準や国際協定に示されている期

待事項などの外部要因に加えて，組織のミッション，競争戦略などの内部要因を組み合わ

せて検討することが示されている（GRI101, par.1.3）。 

 環境の観点からみると，環境へのインパクトが著しい，又は，ステークホルダーの意思

決定に影響を及ぼす環境項目は，マテリアルな項目となる。さらに，対象とすべきステー

クホルダーには，自ら意見を表明するのが難しかったり，組織と対話をするのが困難なス

テークホルダーへも配慮すべきことが示されている。持続可能な開発の考え方からは，将

来世代や，現代世代の中でも途上国の人々といった，組織と直接対話をすることが難しい

（あるいはできない）ステークホルダーが第一に考慮されるべきこととなる。国際基準や

国際協定は，これらの代弁者としての役割も担っているが，最終的には，関係者間で合意

が得られた内容となっているため，必ずしも，将来世代や途上国の立場を代弁しているわ

けではない。よって，正当な代弁者としての NGO などが積極的に関与することが必要と

なってくる。 

 すなわち，どのようにステークホルダーが選定され，マテリアリティの決定プロセスに

関与し，その結果が最終的な報告内容に入っているのかを知ることが，ステークホルダー

の関与の状況を判断するためには重要となってくる。ここで，サステナビリティ報告書に

おけるマテリアリティを調査した日本公認会計士協会の研究報告第 61 号によると106，調

査対象とした 96 社のうち，90 社が CSR 報告書を開示しており，このうち，マテリアリ

ティについての開示を行っている企業は 64 社（CSR 報告書開示企業の 71％）となって

 
106 日経 225 に 8 社以上含まれる業種の上位 8 社，合計 96 社の 2016 年の開示書類を対

象に分析している。（日本公認会計士協会, 2018） 
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いる。この 64 社のうち，マテリアルな項目の決定方法について開示していた企業は 44 社

である。つまり，報告書を開示している企業のうち，マテリアリティ分析を実施していな

い（と想定される）企業が 26 社（29％）あり，さらに，決定方法を開示していない企業

を合わせると，46 社（51％）がどのようなプロセスを経て，報告すべき内容を決定した

のかが明らかにされていないということになる。ここで，決定方法について開示のある企

業の状況をみると（表 14），対象とすべき項目を GRI などのフレームワークを参考に洗

い出し，それを基に，何らかの方法で，ステークホルダーを関与させて項目を抽出しよう

としていることが分かる。しかしながら，抽出の際に，内部組織のみで決定している企業

が 9 社（20％）あるが，これは，実質的に外部のステークホルダーの意見が組み込まれて

いるとはいえないことを示している。また，外部のステークホルダーに関しても，調査結

果においては具体的なステークホルダーは明示されていないものの，アンケート，ステー

クホルダー・ダイアログ，有識者等へのヒアリングといった内容からは，将来世代や途上

国の代弁者が実質的に関与していることは，ほとんどないものと考えられる。 

 

表 14 マテリアルな項目の特定方法 

 

（出典）日本公認会計士協会（2018）を基に筆者作成 

 *割合は，マテリアルな項目の決定プロセスについて開示のある 44 社に占める割合を

示している。 

  

また，6.3 で紹介した，AA1000AP 基準では，包括性や応答性という原則が含まれてお

り，これを用いてサステナビリティ報告を行っていれば，ステークホルダー・エンゲージ

メントのプロセスが必要となり，それについて，AA1000AS に基づく保証が付与されて

いれば，適切なステークホルダー・エンゲージメントが実施されていると評価できること

になる。ところが，現実には，保証を付している報告書のうち，AA1000AS を用いている

ものは少数となっており，特に，日本では極めて数が少なく，ほとんどの保証において，

項目 内容 企業数 割合*

GRI 29 66%

ISO2600 23 52%

その他 24 55%

外部の専門家等の関与 28 64%

内部組織のみ 9 20%

記述なし 7 16%

社内外の関係者へのアンケート 9 20%

ステークホルダー・ダイアログ 13 30%

有識者等へのヒアリング 14 32%

項目（母集団）の特定に
利用したガイドライン

抽出ステップ

意見の把握方法



101 

 

財務諸表の監査をベースにした，ISAE3000 基準が使用されている状況にある107。さらに

は，そもそも，ステークホルダー・エンゲージメントが，企業主体の実践になっており，

必ずしも公平にステークホルダー全体の利害を配慮して，重要なステークホルダーやその

利害の内容が特定されているわけではないという批判もなされている（Brown& Dillard, 

2015）。 

すなわち，本来，ステークホルダーに向けたサステナビリティ情報を開示しようとする

場合，ステークホルダー・エンゲージメントを通して，その関心事項や影響などを抽出す

ることが必要であり，そのためには，どのようなステークホルダーをどのように参画させ

るかを決定する，ステークホルダー・エンゲージメントのプロセスが非常に重要となって

くる。しかしながら，上記でみたように，現実には，AA1000SES が求めるような正式な

プロセスとして，ステークホルダー・エンゲージメントが実施されていることは極めて少

ないといえる。とくに，環境サステナビリティという目的からは，最も重要なステークホ

ルダーとは，最も影響を受けるステークホルダーである，将来世代や現代世代の中でも途

上国の人々であり，それらの人々の正当な代弁者や代表者をステークホルダーとして選定

できていなければ，ステークホルダーのためのアカウンタビリティが果たせたとはいえな

い。 

現実に，十分なステークホルダー・エンゲージメントが実践されていない要因の１つに

は，実際に考慮されているマテリアリティの視点に問題があることが考えられる。日本公

認会計士協会の研究報告では，ほとんどの企業が，ステークホルダー（又は社会）にとっ

ての重要度（関心・期待の程度）と，自社グループの事業（企業価値）にとっての重要性

の 2 つの軸で評価をしているとされている（日本公認会計士協会, 2018, p.10）。後者は明

らかに，投資家に対するマテリアリティの視点であり，この 2 つの軸での評価は ESRS で

示されているマテリアリティの考え方に通じるものである108。また，GRI のマテリアリ

ティの考え方においては，組織が経済，環境，社会に著しいインパクトを与える項目であ

ったり，ステークホルダーの意思決定に影響を及ぼす項目として，重要であると合理的に

考えられるものがマテリアルな項目とされているが（GRI101，par.1.3），そもそも，GRI

では，トリプルボトムラインとしてサステナビリティを捉えているため，経済面は排除さ

れていない。このため，経済的な影響（投資家）と環境面での影響の両方を考慮するとい

う思考につながってくる。 

このように，企業価値や経済面（すなわち投資家）からの視点が混在した結果，ステー

クホルダーの関与が限定的になってしまう可能性が考えられる。このことは，ステークホ

ルダーと投資家という二者へのアカウンタビリティを同時に満たそうとする場合，アカウ

 
107 牟禮（2015），岡野（2018），岡野（2020）参照。 
108 ただし，ESRS では，ステークホルダーにとっての重要度ではなく，人々や環境への

インパクトとなっている。（8.2 参照） 
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ンタビリティの競合が生じ，強い関係性である投資家が優先されてしまう（実質的にステ

ークホルダーが考慮されない）結果を示したものとも考えられる。すなわち，これは，投

資家や経済面という会計ベースのアカウンタビリティの帰結として，本来のアカウンタビ

リティが達成されない状況を示したものといえる。 

アカウンタビリティの内容は，そのもとになる関係性（責任）によって限定されてしま

うという批判がなされており（國部,2017; Dillard & Vinnari, 2019），現状では，そもそ

も，アカウンタビリティの前提としている責任について，誰に（何に）対する責任なのか

が，あいまいなものとなっていると考えられる。 

 環境情報開示の前提には，社会的アカウンタビリティの存在があるが，これは，財務会

計のアカウンタビリティ関係を基礎として，社会契約，受託責任，会計主体論，持分概念

などによって，その概念を再考したものであった。國部（2017）では，社会的アカウンタ

ビリティを基調とする理論構築だけでは経済の時代を抜け出すことは難しく，もっと根本

的な新しい理論が希求されているとしているが（國部, 2017, p.47），まさに，このような

概念の再考方法では，投資家への企業価値を中心としたアカウンタビリティから抜け出す

ことが難しいことを示している。 

そこで，次章では，これまでの検討を踏まえて，環境サステナビリティのための環境会

計とは，どのようなアカウンタビリティの枠組みにおいて，どのような内容を示すことが

望ましいのかを提示することとする。 
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9．環境サステナビリティのための環境会計   

  

 これまで，環境サステナビリティのための環境会計において考慮すべき要素を検討して

きた。最後に，本章では，これらを踏まえて，環境サステナビリティのための環境会計を

提示することとする。第６章では，アカウンタビリティの構成要素について，現状の環境

会計のアカウンタビリティの構造を検討した結果，環境サステナビリティのための環境会

計では，ステークホルダーのための参加型モデルとすべきことを示した。このモデルに基

づいたアカウンタビリティの枠組みにおいて開示すべき内容が，ここで提示する環境会計

となる。それは，環境サステナビリティのために考慮すべき要素が反映されたものである。 

まずは，アカウンタビリティの枠組みを規定し，これまでの検討内容を整理したうえで，

最後に，環境会計として開示すべき内容を提示する。 

 

9.1 環境サステナビリティのためのアカウンタビリティの枠組み 

 第 6 章においては，アカウンタビリティの枠組みを規定する構成要素として，次の５点

から考察を行った。以下では，環境サステナビリティの観点から，各構成要素について検

討を行っていく。 

 

①説明責任を果たすべき代理人や機関（A） 

 ②説明責任の対象となるドメイン（地域，責任，領域）（D） 

 ③説明を受ける対象者（P） 

 ④D を知らせ，説明し，正当化することを A に要求する P の権利 

 ⑤D についての決定を知らせたり，説明，正当化しなかった場合に，A を制裁する P の

権利 

 

 説明すべき人（A）は，経営者であり，説明の対象（D）は，環境サステナビリティへの

貢献状況となる。説明を受ける者（P）は，その権利や制裁の権利を持つ者であるが，こ

れまでの社会的アカウンタビリティの構造では，P を広くステークホルダー全体と扱って

いた。このため，実質的には，環境サステナビリティが達成されない場合に最も影響を受

けるような弱い関係性にあるステークホルダーに対して十分な説明がなされないという

結果となっていた。環境サステナビリティの観点から説明を受けるべき者（P）は，最も

影響を受けるステークホルダーとしなければならない。それは，究極的には，将来世代の

人々であるが，短期的には，深刻な影響を受けている途上国の人々である。しかしながら，

それらの人々を直接対象にすることは困難であるため，正当な代弁者，代表者をいかに選

定するのかが重要となってくる。このとき，影響がどの地域の人々にとって重大なのかと

いった点も考慮することが必要となる。AA1000SES では，ステークホルダーを特定する
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際には方法論を確立しなければならず，その際には，主題や組織の範囲，時間軸を考慮す

ることが示されていた。ここでの主題は，環境サステナビリティであり，事業活動がどの

ように環境サステナビリティに影響を及ぼすのかという点から関連するステークホルダ

ーを特定することになる。範囲の観点では，バリューチェーンで生じる環境影響の側面か

ら検討する。例えば，企業における紙の使用は，その紙の原料となる木材が途上国で伐採

されたものであれば，これは間接的に途上国に影響を及ぼすことになる。また，時間軸と

しては，長期的に捉えた場合の将来世代への影響と，短期的に捉えた場合の途上国の環境

への影響を考慮することが求められる。これらの視点を基に，幅広く対象となりうるステ

ークホルダー（その代弁者，代表者）から選定を行うというプロセスを組み込むことによ

って，説明を受ける者（P）が具体的に決定されてくることになる。そして，このような

ステークホルダー特定のプロセス自体を，見直していくことで，最適なステークホルダー

の選定に努めることが重要となる。 

 続いて，このようなステークホルダーの権利（④）について検討する。従来の社会的ア

カウンタビリティは委任型のモデルとなっていたが，環境サステナビリティのためのアカ

ウンタビリティは，ステークホルダーの参加型のモデルとなる。その場合，影響を受ける，

又は，その可能性のあるステークホルダーは，アカウンタビリティを求める権利を有する

ものと考えられている。その権利の背景には，経営者の責任があり，それは，環境会計の

測定の基礎にもなっている。ここで，他人の自由や平等を侵害しないということは，人間

にとっての基本的な責任と考えられるが109，少なくとも，企業が環境サステナビリティに

関連する規範を遵守することやその賛同を表明している場合には，それによって責任が顕

在化したと考えることができる。近年では，SDGs への貢献を表明している企業が増加し

ているが，これらの企業は，環境サステナビリティに対する責任の表明を行っているもの

と捉えることができる110。よって，経営者には，環境サステナビリティに貢献する責任が

あり，それによって影響を受けるステークホルダーは，自身の権利が侵害されていないか

どうか，又は，その可能性を知るために情報を要求する権利があると考えることができる。 

最後に，ステークホルダーの制裁（⑤）について検討する。従来の社会的アカウンタビ

リティでは，ステークホルダーが包括的な位置づけとなっていたため，経営者の説明の妥

当性を判断する基準が，明確にはなっておらず，結果として，制裁としての実効性が高い

ものとはいえなかった。制裁の仕組みが弱いことは，アカウンタビリティそのものの実効

性を低下させる要因となってくる。参加型のアカウンタビリティにおいて求められるステ

ークホルダー・エンゲージメントにおいては，AA1000SES に規定されていたように，課

 
109 瀧川（2017）では，様々な問題を解決するうえでの，道徳的責任を共有することの

重要性が示されている。 
110 逆に，責任を認識していないと評価された場合には，SDGs ウオッシュという批判を

受ける可能性も生じてくる。 
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題の抽出にとどまらず，その後のアクションプランの設定まで関わっていくことになる。

このため，決定されたアクションプランの内容とその対応状況を開示することで，制裁を

課すべき基準が明らかとなり，それに基づいたステークホルダーからの評価が可能になっ

てくる。結果的に，どの程度の制裁を受けるのかは，ステークホルダーに委ねられている

が，少なくとも，このような開示をすることで，ステークホルダーにとっては，評価のた

めに必要な情報が得られることになり，一定の統制が担保されると考えられる。 

 以上について，従来の社会的アカウンタビリティと比較すると，表 15 のようになる。 

 

表 15 環境サステナビリティのための社会的アカウンタビリティの枠組み 

 

（出典）筆者作成 

 

 このように，求められるアカウンタビリティの枠組みは，従来の社会的アカウンタビリ

ティとは異なるものとなっており，ステークホルダーの選定のためのプロセスと，ステー

クホルダー・エンゲージメントの結果の開示が重要な役割を果たすことになる。 

 そこで，このようなアカウンタビリティの枠組みにおいて，報告される内容が最終的に

導出される環境会計となる。すなわち，最終的な環境会計は，この枠組みに整合するとと

もに，環境サステナビリティの観点から内容が規定されたものとなる。 

 次節においては，これまでの検討内容を整理し，どのような内容が環境会計として規定

される必要があるのかを検討する。 

 

要素
従来の

社会的アカウンタビリティ
環境サステナビリティのための
社会的アカウンタビリティ

①説明者（Ａ） 経営者 経営者

②説明する対象
（Ｄ）

自然資本の管理・保全責任の状況(包括的） 環境サステナビリティへの貢献の状況

③説明を受ける
者（Ｐ）

ステークホルダー（包括的）
ステークホルダー（選定プロセスの結果，特定さ
れる）

④権利：ステークホルダーは，経営者に，自
然資本の適切な運用を委託しているとみな
し，その状況について説明を受ける権利を有
するとみなす

⑤制裁：評判の低下が生じると想定（ただ
し，評価基準が明確ではないため，実効性は
弱い）

④権利：経営者には，環境サステナビリティに貢
献する責任があり，それによって影響を受けるス
テークホルダーは，自身の権利が侵害されていな
いかどうかを知るために情報を要求する権利があ
る

⑤制裁：ステークホルダー・エンゲージメントの
プロセスを含めた，企業の対応について開示する
ことにより，それが適切でないと判断された場
合，評判の低下としての制裁が生じる

委任型 直接的には存在しない

参加型 なし
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9.2 環境サステナビリティのための環境会計を規定する要素 

環境会計を規定するために考慮すべき要素として，これまで，どのようなことを検討し

てきたのかを整理しておく。 

第 2 章では，地球環境問題の性質，持続可能な開発のこれまでの議論から，環境サステ

ナビリティの考え方としては，強いサステナビリティを前提とする必要性を明らかにした。

強いサステナビリティでは，自然資本が他の資本とは代替可能ではないという点から，自

然資本それ自体が毀損しないように一定の環境制約を目標に定める必要がある。他方で，

環境サステナビリティの特性を考えると，その設定には，不確実性が高いという点も重要

な特質となっていた。このことから，環境会計では，特定の目標設定との関係でその実績

を把握し，伝達することを基本としつつも，不確実性を考慮する必要があることを示した。 

 第 3 章では，環境会計が議論されるようになった背景として，経済学における外部性の

問題があり，それを会計上どのように捉えようとしてきたのかについて検討した。主とし

て，測定の困難性の問題から，インプットやアウトプットを中心に捉えられてきたが，本

来，環境サステナビリティの達成のためには，自然資本への影響を明らかにすることが必

要であり，それはアウトカムとして表現すべきものとなる。このため，環境会計における

測定対象はアウトカムとなるが，それを測定することが困難な場合には，アウトカムに影

響するインプット，アウトプットの情報を補足的に測定対象とすることが必要になること

を示した。 

 第 4 章では，会計を用いる意義に立ち返って，その機能と測定について検討した。会計

を言語の一種とみた場合，会計には社会的機能，創造的機能があるといえるが，その言語

化の内容次第では，社会への影響の仕方が大きく変わってくる。このため，環境会計とい

う言語を考えるにあたっては，環境サステナビリティという視点から，その内容を規定す

る必要がある。ここでは，会計の構造の中心と考えられる測定のあり方について検討した

結果，測定の基礎として，「責任」「数量化」「影響」を規定した。これによって，アウト

カムの測定が可能となるが，他方で，その測定には，技術的な不確実性（測定対象の不確

実性と測定結果の不確実性）を伴うことから，その不確実性への対応を示すことが求めら

れることを示した。さらに，環境目標の設定は，価値判断を伴う問題であり，そもそも誰

に向けた環境会計なのかといった環境会計のあり方そのものを検討する必要があるため，

その点については，アカウンタビリティの視点から考察すべきであるとした。 

 第 5 章と第 6 章では，第 4 章を受けて，アカウンタビリティについて検討した。これま

で，環境会計の説明の理論として，財務会計のアカウンタビリティを基礎に，それを拡張

して説明する社会的アカウンタビリティが展開されてきたが，この考え方では，内容面を

規定する枠組みとはなっておらず，また，アカウンタビリティの実効性を担保することに

も課題があった。新たなアカウンタビリティの枠組みとして，政治学の議論を参考に考察

した結果，ステークホルダーに向けた社会的アカウンタビリティにおいては，参加型のモ
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デルによることが必要であると考えた。そして，そのモデルにおいては，ステークホルダ

ー・エンゲージメントのプロセスが欠かせず，その具体的なプロセスとして AA1000SES

の有用性を示した。この分析の結果，導き出されたアカウンタビリティの枠組みが，9.1

において提示したものとなっている。 

第７章と第８章では，現実に使用され，実務において影響力を持っている環境会計のフ

レームワークと，今後影響力を及ぼす可能性のある環境会計の基準の内容について分析し

た。現実には，投資家に対するアカウンタビリティとして開示が進んでいるが，それは，

ステークホルダーに対するアカウンタビリティとは本質的に異なるものであることを明

らかにした。また，ステークホルダー向けのアカウンタビリティを志向していても，現実

には，参加型の仕組みが適切に組み込まれているとはいえない状況が明らかになった。こ

の要因として，ステークホルダーとの関係が，株主や投資家と比べて弱いものであるため

に，ステークホルダーが優先されないことが考えられ，投資家（企業価値）の観点ではな

い，環境サステナビリティのための環境会計では，ステークホルダーによる参加型のアカ

ウンタビリティを強化することが重要であることを改めて確認した。 

以上の検討を総括すると，環境会計において説明すべき内容は，企業の環境サステナビ

リティへの貢献状況であり，それは，強いサステナビリティの視点から，一定の目標への

到達状況に関して，アウトカムとして表現されるものとなる。そこでは，考慮すべき要素

として，ステークホルダーの参画と不確実性が重視されることとなる。 

最後に，これらを踏まえて，環境サステナビリティのための環境会計の内容を提示する

こととする。 

 

9.3 環境サステナビリティのための環境会計 

環境会計において開示すべき内容は，環境サステナビリティに関するアウトカムである。

そのための測定基礎として，測定の範囲を捉える基礎に「責任」を，具体的な内容を規定

するための基礎に「数量化」と「影響」を設定した。まず，測定対象を捉える「責任」の

範囲については，環境サステナビリティについての責任（表明）が認定された場合，それ

は，組織の決定によって影響を受ける範囲に及ぶことから，バリューチェーン全体が範囲

として設定される。次に，その対象に対して，「数量化」を行うが，それは，インプット，

アウトプットの結果を，アウトカムとしての環境サステナビリティへの「影響」として統

合して示すことが望ましい。しかしながら，その過程には多くの不確実性があるため，結

果だけでなく，不確実性についての説明を付すことが必要となる。具体的には，測定対象

の不確実性と測定結果の不確実性があり，測定対象の不確実性とは，科学的知見が十分に

なく，対象を把握する方法論が確立していないということから生じるものである。これに

対しては，広くモニタリングした結果などの管理状況を報告することが必要となる。具体

的には，不確実な測定対象を明記するとともに，それについての管理状況，また，一次的
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な測定が可能なものについては，インプット，アウトプット情報を開示する。次に，測定

結果の不確実性とは，測定方法の中で設定された仮定や方法論を変えることによって，結

果に変動が生じるというものである。これに対しては，不確実性が生じる要因（測定対象，

モデル，仮定など）の説明と，その変更が結果に与える影響を分析した結果を追加的に開

示することが必要となる。 

さらに，この測定対象については，強いサステナビリティの観点から，一定の目標（範

囲）との関係で伝達する必要がある。目標は，どのような項目をいつまでに，どのレベル

までに減少させるのかという内容となり，それに対応する実績を開示することが必要とな

る。しかしながら，この目標設定については，一律に決定されるものではなく，個々の企

業において優先すべき内容を決定することが求められる。そのために必要となるのが，ス

テークホルダー・エンゲージメントである。まずは，報告対象とすべきステークホルダー

として，重要な影響を受けるステークホルダーが決定され，ステークホルダーが参画した

中で，重視される目標が策定されることとなってくる。これは，環境会計のマテリアリテ

ィが，ステークホルダーの特定と，特定されたステークホルダーとともに実施したエンゲ

ージメントによって決定されることを意味する。すなわち，このマテリアリティは，イン

パクト分析などから導出するのではなく，あくまで，ステークホルダー・エンゲージメン

トの中で決定されていく動的なものとして捉えている111。このため，環境会計においては，

目標と実績の対比だけでなく，目標がどのように設定されたのかというプロセスを開示す

ることが重要となる。それによって，ステークホルダーは，目標と実績だけでなく，目標

設定の妥当性を評価することが可能となる。従って，具体的には，目標と実績の説明に加

えて，ステークホルダー・エンゲージメントの内容についての説明として，ステークホル

ダーの選定方法，エンゲージメントの実施内容，エンゲージメントによって得られた結果，

その結果がどのように目標に展開されたのかといった内容を開示することが求められる。

最後に，経営者が賛同を示している規範を示し，責任を表明することも重要となる。これ

によって，アカウンタビリティの権利と制裁の基盤が明確となり，アカウンタビリティの

実効性を高める役割を果たす。以上から，環境会計として開示すべき内容は，表 16 のよ

うに示すことができる。 

  

 
111 もちろん，その時点でインパクト分析が可能なものについて，その情報をステークホ

ルダー・エンゲージメントの中で示すことは，ステークホルダーの理解の促進のために

有用である。 
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表 16 環境会計の内容 

 

（出典）筆者作成 

 

 本稿では，環境会計を「環境にかかわる活動及び影響を認識して，測定し，情報を伝達

する行為」と定義した。ここからは，測定された定量情報が環境会計ということになり，

表 16 では，「目標と実績」の中の「目標と実績の一覧」として開示される内容が該当する

ことになる。しかしながら，環境サステナビリティのための環境会計において，開示すべ

き具体的な内容は，ステークホルダー・エンゲージメントを基にして決定されることから，

開示される定量情報がどのように導き出されたのか，そのプロセスは妥当なものであるの

かを説明することが何よりも重要となってくる。これは，会計基準によって一元的に開示

内容が規定される財務会計との大きな違いとなっている。従って「ステークホルダー・エ

ンゲージメント」において，そのプロセスの具体的な説明を求めている。「目標と実績」

で開示された設定目標の説明と比較をすることで，ステークホルダー・エンゲージメント

の結果が，どのように具体的な行動の目標に組み込まれているのかを把握することができ

る。また「目標と実績」では，測定値の説明として具体的な測定方法の説明を求めている。

これは，測定対象とした項目について理解するためには必要不可欠なものである。財務諸

項目 内容

・経営者による環境サステナビリティに対する責任の表明

・賛同を示している規範の一覧

ステークホルダー・エンゲージメントのプロセスの説明

・ステークホルダーの選定方法

・エンゲージメントの実施内容

・エンゲージメントによって得られた結果

・エンゲージメント結果の目標への展開状況

目標と実績の一覧

設定目標の説明

・項目

・時間軸

・目標値

測定値の説明

・アウトカムの測定方法，使用したモデル・仮定

・インプット，アウトプットの測定方法

・インプット，アウトプットとアウトカムの関係

測定対象の不確実性についての説明

・不確実性の存在する測定対象

・現状の管理方法

・関連するインプット、アウトプット情報

測定結果の不確実性についての説明

・不確実性が生じる要因（測定対象，モデル，仮定）

・測定対象，モデル，仮定の変更が結果に与える影響の分析

経営者の責任

ステークホルダー・
エンゲージメント

不確実性

目標と実績
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表では，損益計算書や貸借対照表といった財務表だけでなく，会計方針や注記情報によっ

て，数値をより深く理解できるようになっており，環境会計においても，会計方針に該当

する測定方法の説明が必要である。さらに，アウトカムは，インプット，アウトプットと

のつながりが分かるように示すことが重要であるため，その関係を補足的に説明する。ま

た，アウトカムを志向することで，結果としての測定値には不確実性が含まれることから，

「不確実性」において，その内容を説明することが必要となる。これも，測定値の理解の

ために必要な情報である。そして，環境会計を説明する根幹には，責任が存在することを

強調するため，「経営者の責任」が最初に述べられることになる。これは，経営者にとっ

ては責任を再認識することにつながるとともに，ステークホルダーにとっては，自らの権

利を明らかにするものである。これを環境会計に含めるのは，一般的に統制力が弱い環境

会計のアカウンタビリティの枠組みにおいて，実効性を高めるためである。 

このように，環境サステナビリティのための環境会計は，ステークホルダーによる参加

型のアカウンタビリティの枠組みのもとで展開され，具体的には，表 16 に示す内容が開

示されることになる。この環境会計は，財務会計の延長としての環境会計とは異なるもの

であり，環境サステナビリティの特性から導かれたものとなっている。それは，環境サス

テナビリティの実現に向かっていくために機能するものであり，実践のための動的な枠組

みとなっている。 
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10. おわりに 

 

 本研究では，環境サステナビリティの実現という究極的な目標のために機能する環境会

計を提示した。この研究を始めた当初は，具体的な会計としての形を提示することをイメ

ージしていたが，結果的に，当初想定したものとは全く異なる形のものとなった。それは，

地球環境問題や環境サステナビリティの特性が影響している。地球環境問題が国際的に注

目されるようになった 1972 年の国連人間環境会議から，すでに半世紀が経っているが，

どのようにすれば地球環境問題が解決され，環境サステナビリティが達成できるのかにつ

いての具体策は，未だに明らかになっているとはいえない。しかしながら，現実に，地球

環境が悪化しているという事実は，多くの研究から明らかになっており，環境サステナビ

リティの実現に近づくように行動を起こすことの必要性は，当時よりも広く認識されてい

る。ただし，その取り組みは，試行錯誤の中で進められるものではないかと思われる。そ

れは，地球環境問題について未だに解明されていないことがあまりにも多くあり，単純に

答えが導き出せないためである。このため，環境サステナビリティはとても大事なもので

はあるが，具体的にどのような環境問題をどのレベルにもっていかなければならないのか

ということについて，明確な答えが存在しないということである。サステナビリティや持

続可能な開発の概念が多義的に解釈されているというのも，このような環境サステナビリ

ティの持つ特性から生じたものといえるかもしれない。このため，環境サステナビリティ

のための環境会計は，具体的な形として規定するよりも，そのような不確実な状況を認識

したうえで，進むべき道を試行錯誤しながらも進んでいっている状況を示すような形が望

ましいと考えた。 

また，最近の，環境サステナビリティへの関心の高まりは，改めて，情報開示としての

環境会計の役割を認識させるものとなっている。とりわけ，気候変動に対する投資家の関

心の高さは，投資家に向けた環境会計開示を強化する動きを，加速させている。この流れ

によって，環境会計を実施する企業は，今後ますます増大していくことが想定されるが，

これによって，環境会計というものが，投資家向けの環境会計に収斂していく可能性も高

まってきている。投資家が重視するサステナビリティとは，企業価値に関連する環境サス

テナビリティであり，それは環境サステナビリティの一面でしかないうえに，必ずしも同

軸にあるものとは限らない。この点は，ダイナミック・マテリアリティの概念のように整

合的につながっているという理解とは異なるものである。このような状況において，企業

価値の視点とは異なる，本来の環境サステナビリティを考えた環境会計とはどのようなも

のであるべきなのかを考察したのが本研究である。 

 ここでは，既存の環境会計との違いとして，以下をあげることができる。 

・投資家向けの環境会計では，企業価値に影響する環境情報が対象となるが，環境サステ

ナビリティのための環境会計では，環境サステナビリティに対するアウトカムが対象とな
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る。 

・既存の環境会計は，その理論的根拠を財務会計のアカウンタビリティからの派生で捉え

ているが，環境サステナビリティのための環境会計では，新たなアカウンタビリティの枠

組みで捉えている。それは，動的なプロセスとして捉えたものであり，ステークホルダー・

エンゲージメントをその中心に位置づけている。 

・既存の環境会計では直接的な考察対象とされなかった不確実性の問題を，環境会計の中

心的な対象として捉えている。 

  

これらの違いは，環境サステナビリティの特質とステークホルダーとの関係から導き出

されたものである。 

 

 このようにして導出された本研究には，以下の意義があると考える。 

・会計の文脈において，アカウンタビリティは既成の概念として捉えられており，その本

質を改めて問われることは少ない。しかし，会計は，財務会計や制度会計以外にも広くそ

の可能性を考えることが可能であり，その場合には，会計の枠組みを構築するにあたり，

アカウンタビリティを分析的に用いた本研究の手法を活用することが可能と思われる。 

・参加型のアカウンタビリティや民主主義のあり方は，リスク社会において重要性を増し

てきている。現在，気候変動の分野などでも,そのあり方が模索されており（三上, 2022），

今後，この実践が確立していくと，本研究のモデルの実用可能性が高くなると考えられる。 

・既存の制度会計においても，見積りや不確実性が大きな影響を持つようになっており，

不確実性を正面から捉える本研究のような考え方が重要になってくると考えられる。 

 

 最後に，本研究の限界を示しておく。本研究は，理論的な研究であり，環境会計の内容

を項目として提示するにとどまった。このため，実践に落とし込むには，より具体的な検

討が必要になるものと思われる。ステークホルダー・エンゲージメントにおいて，具体的

に，どのような属性の NGO が，どのように関わるのが望ましいのかということや，アウ

トカムの測定については，さらに検討が必要なところである。 

 他方で，今回，アカウンタビリティを再考するために，従来の財務会計で議論されてき

たアカウンタビリティとは異なる観点からこれを捉えることで，その機能を考察した。こ

れは，会計の原点といえるアカウンタビリティが新たな形で進展することにもつながるも

のと考える。 
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略語一覧 

略語 正式名 日本語 

CDSB  Climate Disclosure Standards Board 気候変動開示基準委員会 

CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive 企業サステナビリティ開示

指令 

EFRAG European Financial Reporting Advisory Group 欧州財務報告諮問グループ 

ESRS European Sustainability Reporting Standards 欧州サステナビリティ報告

基準 

FASB  Financial Accounting Standards Board  財務会計基準審議会 

GHG Greenhouse Gas 温室効果ガス 

IASB International Accounting Standards Board   国際会計基準審議会 

IEA  International Energy Agency  国際エネルギー機関 

IFAC International Federation of Accountants   国際会計士連盟 

IFRS International Financial Reporting Standards 国際財務報告基準 

IIRC International Integrated Reporting Council  国際統合報告評議会 

IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services 

生物多様性及び生態系サー

ビスに関する政府間科学―

政策プラットフォーム 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動に関する政府間パ

ネル 

ISSB International Sustainability Standards Board 国際サステナビリティ基準

審議会 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources  

国際自然保護連合 

NFRD Non-Financial Reporting Directive 非財務報告指令 

SASB Sustainability Accounting Standards Board サステナビリティ会計基準

審議会 

TCFD Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures  

気候関連財務情報開示タス

クフォース 

TRWG Technical Readiness Working Group  技術的準備ワーキンググル

ープ 

UNEP United Nations Environment Programme  国連環境計画 

VRF Value Reporting Foundation 価値報告財団 
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